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産
婆
が
職
業
と
し
て
発
展
し
始
め
た
の
は
、
江
戸
初
期
か
ら
で
、
江
戸
時
代
を
通
し
て
職
業
化
が
進
行
し
、
江
戸
時
代
末
期
に
は
都
市
部

は
じ
め
に

山
形
県
に
お
け
る
近
代
産
婆
制
度
成
立
過
程
に
関
す
る
研
究

ｌ
明
治
三
十
二
年
ま
で
の
産
婆
規
則
類
の
制
定
を
中
心
に

〔
要
旨
〕
わ
が
国
の
近
代
産
婆
制
度
は
、
明
治
七
年
の
「
筈
制
」
に
最
初
の
規
定
が
示
さ
れ
、
明
治
三
十
二
（
一
八
九
九
）

年
の
勅
令
「
産
婆
規
則
」
に
よ
っ
て
全
国
統
一
を
果
た
し
た
。
そ
の
間
各
道
県
で
は
医
制
に
準
じ
た
産
婆
規
則
を
布
達

し
て
、
独
自
の
制
度
を
作
り
上
げ
て
い
た
。
本
論
文
で
は
東
北
地
方
の
山
形
県
を
取
り
上
げ
て
、
制
度
成
立
過
程
を
調

べ
考
察
し
た
。
山
形
県
は
江
戸
時
代
に
間
引
き
が
習
慣
に
な
っ
て
い
た
地
域
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
取
締
を
行
う

と
共
に
、
地
方
の
実
状
に
合
わ
せ
て
規
則
の
制
定
と
改
正
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
最
終
的
に
は
、
明
治
二
十
二
年
に
県

独
自
の
免
許
鑑
札
制
を
確
立
さ
せ
た
。
そ
の
成
立
過
程
は
四
期
に
分
け
ら
れ
、
明
治
三
十
二
年
に
制
定
さ
れ
た
勅
令
「
産

婆
規
則
」
に
撞
着
す
る
こ
と
な
く
、
全
国
統
一
の
産
婆
制
度
に
移
行
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド
産
婆
、
産
婆
制
度
、
産
婆
規
則

日
本
医
史
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雑
誌
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四
十
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巻
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四
号
平
成
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二
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一
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八
日
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平
成
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三
年
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二
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十
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成
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三
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八
日
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理
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（
１
）
１
（
４
）

で
は
職
業
と
し
て
承
認
さ
れ
、
産
婆
向
け
教
本
の
発
刊
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
産
婆
の
教
育
や
資
格
取
得
、
業
務
や
罰
則
に
関
す
る
規
定
等

（
５
）
、
（
６
）

は
な
く
、
制
度
と
し
て
確
立
し
た
も
の
は
な
か
っ
た
。

産
婆
に
関
す
る
最
初
の
取
締
規
則
は
明
治
元
（
一
八
六
八
）
年
の
「
産
婆
ノ
売
薬
世
話
及
堕
胎
等
ノ
取
締
方
」
の
布
達
で
あ
る
が
、
明
治
七

（
一
八
七
四
）
年
、
衛
生
行
政
全
般
の
方
針
を
示
す
「
筈
制
」
が
布
達
さ
れ
て
、
本
格
化
し
た
。
そ
れ
以
降
、
衛
生
行
政
の
確
立
へ
む
け
て
諸

規
則
が
整
備
さ
れ
る
の
に
伴
っ
て
産
婆
制
度
も
徐
々
に
近
代
化
さ
れ
、
明
治
三
十
二
（
一
八
九
九
）
年
に
全
国
統
一
の
法
規
「
産
婆
規
則
」
の

制
定
を
み
る
に
至
っ
た
。

明
治
七
年
「
筈
制
」
皿

明
治
七
年
「
薔
制
」
は
東
京
・
京
都
・
大
阪
の
三
府
に
布
達
さ
れ
た
と
き
、
三
府
で
は
産
婆
関
係
の
条
文
を
施
行
さ
れ
た
が
、
そ
れ
以
外

の
地
方
で
は
産
婆
関
係
の
条
文
を
施
行
す
る
か
否
か
は
地
方
庁
に
委
任
さ
れ
た
。
そ
こ
で
各
地
方
庁
は
、
明
治
七
年
か
ら
明
治
三
十
二
（
一
八

九
九
）
年
の
勅
令
「
産
婆
規
則
」
公
布
ま
で
の
間
、
地
方
の
実
情
に
合
わ
せ
た
産
婆
の
教
育
と
資
格
取
得
、
産
婆
の
業
務
と
罰
則
に
関
す
る
規

則
を
制
定
し
、
改
正
を
重
ね
て
、
産
婆
職
の
規
制
に
取
り
組
ん
だ
。
そ
の
間
の
各
地
方
庁
の
産
婆
の
教
育
と
資
格
取
得
、
産
婆
の
業
務
と
罰

則
に
つ
い
て
い
か
な
る
規
則
が
制
定
さ
れ
、
い
か
な
る
経
緯
を
経
て
、
明
治
三
十
二
年
の
「
産
婆
規
則
」
に
結
び
つ
い
て
行
っ
た
の
か
、
ま

た
産
婆
行
政
が
他
府
県
に
先
行
し
た
東
京
府
の
影
響
は
こ
れ
ま
で
調
査
研
究
さ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。

本
研
究
は
、
山
形
県
の
産
婆
規
則
類
と
他
の
史
料
を
用
い
て
、
山
形
県
の
近
代
産
婆
制
度
成
立
過
程
、
特
に
明
治
七
年
「
筈
制
」
か
ら
明

治
三
十
二
年
の
勅
令
「
産
婆
規
則
」
公
布
に
よ
り
全
国
統
一
の
産
婆
制
度
が
成
立
す
る
ま
で
の
過
程
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
特
徴
並
び
に
東

京
府
病
院
産
婆
教
授
所
の
教
育
方
式
の
影
響
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
る
。

（
｜
）
江
戸
時
代
の
間
引
き
対
策

産
婆
の
業
務
を
規
制
す
る
布
達
が
明
治
元
年
、
明
治
政
府
が
最
初
に
出
し
た
諸
々
の
通
達
の
一
つ
と
し
て
出
さ
れ
た
。
そ
の
背
景
に
は
間

一
、
江
戸
～
明
治
初
頭
に
か
け
て
の
東
北
地
方
の
間
引
き
対
策
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御
請
状
之
事

誕
生
の
子
押
返
し
申
候
儀
、
先
年
御
法
度
に
仰
出
候
得
共
、
今
以
て
右
様
之
儀
止
不
申
、
不
仁
成
儀
有
之
由
、
是
又
改
て
被
仰
出
候
旨

承
知
仕
候
、
彌
易
急
度
相
聞
可
申
候
。
若
相
背
候
ハ
皇
其
身
は
不
及
申
、
五
人
組
共
に
曲
事
に
可
仰
付
候
。
尤
出
生
之
子
於
有
之
、
五

人
組
へ
其
様
子
次
第
爲
申
箇
見
届
可
申
候
。
右
之
趣
門
前
借
屋
等
下
々
に
至
迄
急
度
申
付
候

元
禄
八
年
十
一
月
四
日
堀
金
村
日
光
院
奥
田
村
龍
蔵
院

及
位
村
常
光
坊
成
島
村
福
蔵
坊

時
田
村
鯛
頭
善
明
院
（
宛
）
（
時
田
八
幡
寺
古
文
書
）

明
和
八
二
七
七
二
年
藩
主
は
御
論
文
で
「
出
生
養
育
は
天
地
の
徳
に
て
万
物
生
々
の
有
様
、
然
る
に
奥
羽
の
習
わ
し
出
生
を
學
げ
ざ
る

者
あ
る
は
、
人
情
に
惇
る
次
第
で
あ
る
か
ら
、
今
後
出
生
を
育
て
候
様
か
へ
す
ヌ
願
は
し
き
事
に
候
」
と
仰
出
し
た
が
徹
底
し
な
か
っ
た
の

（
過
）

で
、
寛
政
元
（
一
七
八
九
）
年
以
下
の
よ
う
な
直
論
を
仰
出
し
た
。

子
供
數
多
持
ち
た
る
の
愛
で
た
き
事
は
、
誰
々
も
同
じ
く
知
り
た
る
事
な
が
ら
、
悪
し
き
習
わ
し
に
染
み
、
産
所
に
て
直
に
出
生
を
害

（
７
）
Ｉ
（
９
）

引
き
や
堕
胎
が
広
く
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
東
北
地
方
の
場
合
、
藩
財
政
の
基
盤
と
な
っ
て
い
た
農
村
部
で
、

天
災
時
の
不
作
に
よ
る
飢
餓
等
が
頻
発
し
、
人
口
を
抑
制
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
ま
た
嬰
児
は
ま
だ
人
間
で
は
な
く
「
取
り
上
げ
て
」
始
め

て
人
間
に
な
る
の
だ
と
い
う
思
想
が
あ
り
、
嬰
児
を
農
作
物
の
間
引
き
と
同
様
に
考
え
、
「
間
引
き
」
ま
た
は
「
返
す
」
と
い
っ
て
、
嬰
児
を

（
川
）

圧
殺
し
た
。
間
引
き
、
堕
胎
は
、
罪
悪
と
か
残
酷
と
思
わ
れ
ず
に
行
わ
れ
て
い
た
。

そ
れ
に
対
し
て
為
政
者
は
江
戸
時
代
か
ら
間
引
き
を
禁
じ
て
き
た
。
こ
こ
で
は
米
澤
藩
の
場
合
と
そ
の
他
村
に
残
さ
れ
た
実
施
例
を
あ
げ

（
Ⅲ
）

う
な
請
書
を
徴
し
た
。

る
○

米
澤
藩
で
は
、
江
戸
幕
府
の
生
類
憐
れ
み
の
令
に
依
っ
て
元
禄
七
二
六
九
四
）
年
四
月
「
出
生
を
害
す
間
敷
事
」
を
令
し
翌
年
左
記
の
よ
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し
候
事
、
あ
る
べ
き
事
に
も
こ
れ
な
く
候
。
因
っ
て
は
明
和
年
中
公
儀
よ
り
の
御
禁
制
も
こ
れ
あ
り
、
近
く
は
中
殿
様
（
鷹
山
公
）
に
も

深
く
此
事
を
御
歎
き
思
召
し
、
御
懇
に
生
養
の
御
教
示
仰
出
さ
れ
候
虚
、
近
年
に
至
っ
て
は
自
然
と
相
弛
み
候
様
相
聞
え
、
我
等
政
教

不
行
届
故
と
残
念
に
存
候
。
…
…
我
等
心
底
を
も
深
く
察
し
、
出
生
を
愛
で
た
く
取
育
て
、
當
國
の
此
の
風
俗
永
く
相
絶
え
候
様
に
致

す
べ
く
候
。
此
旨
組
中
支
配
下
、
下
々
に
至
る
ま
で
懇
に
申
含
む
べ
く
候

こ
の
禁
令
を
犯
す
者
は
閉
門
、
組
頭
・
組
合
．
近
隣
は
お
叱
り
、
町
在
の
者
は
徒
罪
に
処
し
、
伍
長
四
隣
は
科
料
を
召
上
げ
、
犯
す
産
婆

は
神
文
を
取
り
上
げ
厳
科
に
処
し
た
。
一
方
懐
胎
人
の
調
査
を
厳
重
に
し
、
毎
年
三
回
肝
煎
に
村
内
の
懐
胎
者
を
調
査
し
て
代
官
所
に
報
告

さ
せ
た
。
「
懐
胎
人
届
出
之
儀
、
四
月
・
八
月
・
十
二
月
、
壹
ヶ
年
に
三
度
宛
三
月
、
晦
日
切
一
村
詮
義
致
、
切
帯
書
に
〆
届
出
可
申
候
事
」

（
画
）
（
脚
）

（
寛
政
五
（
一
七
九
三
）
年
）
。
そ
の
上
、
懐
胎
者
の
内
半
産
・
嬰
児
死
亡
・
生
育
の
数
を
明
細
に
取
調
べ
て
届
出
さ
せ
た
。

昨
年
中
出
生
取
育
之
儀
被
仰
出
承
知
之
通
り
に
候
、
然
る
所
去
十
一
月
、
當
年
同
月
同
日
迄
懐
胎
の
女
何
人
之
内
、
半
産
又
は
生
れ
候

上
に
死
候
者
何
人
、
只
今
取
育
候
者
何
人
有
之
諄
相
糺
し
、
書
上
候
様
被
仰
出
候
。
村
々
明
細
致
詮
義
帳
二
〆
随
而
只
今
懐
胎
女
出
産

無
之
分
、
八
月
届
二
重
二
相
成
候
共
、
今
う
み
な
し
不
申
分
ハ
、
來
月
朔
月
迄
、
両
様
一
冊
二
〆
可
差
出
候

十
一
月
（
寛
政
六
年
）
御
代
官
所

こ
の
努
力
で
も
弊
風
は
根
絶
し
な
か
っ
た
。
こ
の
原
因
が
生
活
困
難
と
い
う
事
情
に
基
づ
く
と
し
、
寛
政
四
年
よ
り
、
十
五
歳
以
下
五
人

の
子
を
持
つ
藩
士
に
は
、
御
祝
い
と
し
て
木
綿
三
反
、
町
在
へ
は
末
子
五
歳
に
達
す
る
迄
一
人
扶
持
を
給
す
る
こ
と
と
し
、
尚
貧
困
な
る
者

（
略
）

に
は
、
申
出
に
よ
り
綴
柵
料
と
し
て
金
壹
両
を
下
賜
し
た
。

藩
内
の
村
で
、
独
自
に
村
規
定
を
立
て
、
惣
世
話
役
を
定
め
て
罰
則
ま
で
決
め
出
生
取
育
の
徹
底
を
計
り
、
悪
習
は
人
道
に
反
す
る
こ
と

（
略
）

を
婦
女
子
に
至
る
ま
で
会
得
さ
せ
る
方
法
と
し
て
、
絵
馬
を
神
社
仏
閣
に
掲
出
し
た
例
も
あ
る
。

文
政
七
年
正
月
廿
一
日
村
評
判
を
以
て
出
生
取
育
之
儀
村
規
定
相
立
て
る
。

廿
二
日
晩
、
免
許
・
長
百
姓
・
夫
々
扱
切
二
小
前
打
寄
せ
、
印
判
突
、
請
状
取
上
申
候
。
右
ヶ
條
之
儀
は
、
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出
生
を
害
し
猫
子
の
容
に
相
成
候
躰
、
京
都
の
下
モ
關
の
地
蔵
に
ゑ
ま
に
掛
り
有
之
由
承
り
、
何
よ
り
以
て
婦
人
見
せ
し
め
に
宣
敷
筈

と
存
候
故
：
中
略
・
・
・
是
は
出
生
を
害
し
候
者
の
見
せ
し
め
に
は
悉
く
よ
ろ
し
く
御
座
候
（
中
大
塚
村
牛
谷
家
の
日
記
）

他
藩
の
場
合
も
、
米
澤
藩
と
同
様
に
禁
止
の
施
策
を
と
っ
た
。
最
上
の
金
山
村
に
藩
内
に
布
令
さ
れ
た
元
禄
七
（
一
六
九
四
）
年
十
月
と
享

（
Ⅳ
）

保
三
（
一
七
一
七
）
年
の
赤
子
養
育
令
が
残
っ
て
い
る
。

一
最
前
も
度
々
相
触
候
通
、
出
生
之
子
不
可
産
捨
弥
堅
可
為
停
止
、
懐
胎
之
内
よ
り
庄
屋
心
掛
、
出
産
候
節
入
念
可
遂
吟
味
候
、
背

候
者
後
日
相
聞
候
共
、
当
人
主
人
は
不
及
申
に
、
勿
論
庄
屋
五
人
組
迄
可
為
越
度
事

元
禄
七
年
戌
十
月
日
右
之
通
田
中
覚
左
衛
門
殿
被
仰
渡
候
な
り

時
代
が
下
り
、
各
藩
は
、
藩
主
名
で
子
育
て
に
関
す
る
教
諭
を
出
し
領
民
の
教
化
に
努
力
し
た
。
天
保
十
一
二
八
四
○
）
年
四
月
、
藩
主

（
旧
）

の
教
諭
を
村
長
が
村
人
に
宛
て
て
通
達
し
た
「
子
育
て
に
つ
き
教
諭
之
事
」
が
残
さ
れ
て
い
る
。

在
中
に
て
、
胎
内
の
子
を
お
ろ
し
、
う
ふ
子
を
つ
ふ
す
事
有
之
由
、
鳥
獣
さ
へ
子
を
か
わ
ゆ
か
り
、
お
の
か
命
を
と
ち
る
ま
て
も
、
子

を
う
は
わ
れ
し
と
す
る
も
の
な
る
に
、
ま
し
て
や
、
人
と
し
て
子
の
か
わ
ゆ
く
な
き
事
ハ
あ
る
ま
し
け
れ
と
、
全
田
畑
か
せ
き
の
さ
ま

た
け
を
い
と
ゐ
、
貧
し
き
二
か
ま
け
て
の
わ
け
な
る
へ
し
、
ま
れ
に
子
な
き
人
い
か
程
ほ
し
く
思
ひ
て
も
、
金
銭
に
て
か
わ
れ
ぬ
も
の

也
、
そ
れ
に
親
の
手
っ
か
ら
殺
す
事
、
烏
け
た
も
の
に
も
お
と
り
た
る
わ
け
に
て
、
右
檬
之
事
い
た
す
人
ハ
、
神
仏
も
深
く
に
く
み
た

以
来
産
婦
之
節
は
両
隣
之
目
合
見
極
を
請
ヶ
産
事
仕
筈

懐
胎
之
上
は
二
月
十
五
日
・
七
月
廿
日
・
十
一
月
廿
日
、
年
三
度
づ
愛
肝
煎
へ
言
上
仕
筈
。
但
免
許
・
長
百
姓
之
外
、
出
生
取
育

惣
世
話
役
、
欠
代
渡
部
里
左
衛
門
へ
仰
付
る
。
但
出
生
取
育
難
澁
に
て
、
育
兼
申
躰
の
者
へ
は
、
村
方
よ
り
合
力
致
呉
候
筈
。

若
、
村
規
定
相
破
候
者
は
、
三
年
の
間
、
夫
婦
半
坊
主
に
仕
筈
也
。
勿
論
落
し
薬
相
用
ひ
、
小
産
に
仕
候
者
も
同
様
罪
過
二
可
仕

候若
也、

○11．

覚
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（
二
）
明
治
時
代
の
間
引
き
対
策

（
蛸
）

本
庄
は
、
著
書
「
近
世
人
口
問
題
史
料
」
の
中
で
、
千
葉
県
で
採
録
し
た
民
間
悪
習
情
実
の
中
に
「
穏
婆
も
し
嘱
託
を
受
け
彼
の
術
を
行

ふ
時
は
、
謝
金
大
抵
一
円
以
上
二
円
或
は
三
円
を
負
取
す
る
と
云
ふ
」
、
「
貧
困
家
穏
婆
に
与
る
謝
金
な
き
も
の
、
父
母
自
ら
其
術
を
行
ひ
、

或
は
全
く
貧
困
な
ら
ず
と
錐
自
ら
之
を
行
ふ
も
の
亦
少
か
ら
ず
」
等
が
あ
り
、
間
引
き
の
弊
風
は
維
新
後
に
お
い
て
も
各
地
で
行
わ
れ
た
と

論
述
し
、
明
治
政
府
も
間
引
き
対
策
の
一
環
と
し
て
育
子
策
や
民
衆
及
び
産
婆
の
啓
蒙
活
動
を
推
進
し
た
と
述
べ
る
。

山
形
県
の
場
合
、
明
治
四
年
尾
花
沢
出
張
所
に
お
い
て
出
し
た
堕
胎
・
児
殺
し
を
禁
ず
る
告
文
や
村
山
郡
で
制
定
し
た
捨
子
堕
胎
の
条
項

（
卯
）
（
虹
）

を
含
む
郡
中
制
法
が
残
さ
れ
て
い
る
。

尾
花
沢
出
張
所
の
堕
胎
・
児
殺
し
を
禁
ず
る
告
文

今
度
在
中
子
育
之
儀
二
付
、
殿
様
御
教
諭
之
御
直
書
被
成
下
、
冥
加
至
極
難
有
御
仁
恩
之
段
、
村
長
者
不
及
申
、
毎
家
判
頭
之
者
得

与
相
弁
、
常
々
妻
子
共
江
茂
申
論
候
儀
、
可
為
専
要
者
也

天
保
十
一
年
庚
子
年
四
月
塩
谷
藤
九
郎

河
内
十
郎
右
衛
門

以
上
の
よ
う
に
、
堕
胎
間
引
き
は
貧
困
が
関
係
し
た
社
会
現
象
で
あ
り
、
江
戸
時
代
初
期
に
は
、
施
政
者
が
産
婆
個
人
を
罰
す
る
罰
則
も

あ
っ
た
が
、
江
戸
時
代
中
期
頃
か
ら
産
婦
の
助
成
や
教
諭
と
な
っ
て
行
っ
た
。
江
戸
時
代
後
期
に
は
、
施
政
者
は
教
諭
あ
る
い
は
論
告
を
出

し
、
村
民
ま
で
徹
底
さ
せ
、
領
民
教
育
に
努
め
て
い
た
。

ま
い
、
天

き
ま
へ
、御

判 天
の
答
も
ま
の
あ
た
り
に
て
、
其
家
は
よ
き
事
ハ
来
た
ら
す
、
終
に
ハ
ま
す
ま
す
こ
ん
き
ゅ
う
す
る
な
り
、

、
此
後
我
等
領
内
に
て
、
子
を
お
ろ
し
っ
ふ
す
事
決
面
し
た
す
ま
し
く
候

此
道
理
を
よ
く
わ
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山
形
県
に
お
い
て
は
、
明
治
九
年
産
婆
に
関
す
る
規
則
を
制
定
し
た
が
、
明
治
十
四
年
山
形
県
統
計
書
作
成
が
開
始
し
た
後
も
堕
胎
間
引

（
配
）

き
が
横
行
し
た
。
堕
胎
間
引
き
を
禁
止
し
、
子
育
て
を
さ
せ
る
た
め
の
育
児
救
助
法
を
施
行
す
る
に
あ
た
り
以
下
の
諭
達
を
出
し
た
。

堕
胎
禁
止
・
育
児
救
助
二
付
論
達

夫
レ
堕
胎
維
新
以
来
典
型
以
テ
堕
胎
ヲ
禁
シ
視
察
以
テ
隠
蔽
ヲ
防
ク
ト
雌
モ
勢
之
ヲ
救
う
ノ
術
ナ
ク
嘆
息
ノ
至
二
堪
ノ
原
由
ヲ
緯
ヌ
ル

ニ
多
児
ヲ
養
育
ス
ル
ト
キ
ハ
目
前
ノ
活
計
二
害
迫
シ
爲
メ
ニ
全
家
飢
餓
ヲ
招
ク
ノ
思
ヲ
爲
シ
此
ノ
如
キ
所
業
二
陥
ル
ナ
ル
ヘ
シ
、
其
弊

知
ラ
ス
識
ラ
ス
脳
裏
二
浸
漸
シ
終
一
二
般
ノ
風
習
ト
ナ
リ
自
ラ
之
ヲ
為
ス
モ
頤
ト
シ
テ
恥
ル
ヲ
知
ラ
ス
、
人
之
ヲ
見
ル
モ
怪
マ
サ
ル
ニ

至
ル
…
略
．
：
維
新
以
来
典
型
以
テ
堕
胎
ヲ
禁
止
シ
視
察
以
テ
隠
蔽
ヲ
防
ク
ト
雛
ト
モ
勢
之
ヲ
救
フ
ノ
術
ナ
ク
実
二
歎
息
ノ
至
リ
ニ
堪
ヘ

サ
ル
ナ
リ
、
世
ノ
開
明
ナ
ル
ニ
随
上
往
々
面
目
ヲ
改
メ
悪
習
ヲ
脱
ス
ヘ
シ
ト
錐
ト
モ
積
年
ノ
弊
容
易
二
改
俊
シ
得
へ
カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
壁

如
シ
…
略
…
管
下
然
リ
ト
錐
ト
モ
児
ノ
胎
内
ニ
在
リ
テ
愛
々
ノ
情
未
タ
生
セ
サ
ル
ニ
先
タ
チ
習
慣
ノ
害
早
巳
一
一
之
二
乗
シ
如
此
悪
事
ヲ

醸
成
シ
遂
二
間
引
キ
元
返
シ
等
ノ
称
ア
ル
ニ
至
ル
実
二
可
恥
ノ
コ
ト
ナ
ラ
ス
ヤ
、
鳥
獣
猶
且
其
子
ヲ
覆
育
ス
ル
ヲ
知
ル
、
呪
ン
ヤ
人
二

此
地
ノ
風
俗
年
来
ノ
悪
習
ア
リ
テ
孕
ミ
タ
ル
胎
ヲ
堕
シ
又
ハ
産
レ
タ
ル
児
子
殺
ス
ト
云
フ
コ
ト
ハ
凡
ソ
天
地
間
二
生
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
暴

獣
タ
リ
ト
モ
致
サ
ダ
ル
コ
ト
ナ
ル
二
人
ト
シ
テ
間
々
斯
ル
悪
事
ヲ
窃
二
行
う
者
ア
ル
ハ
實
二
塁
獣
ニ
モ
劣
リ
タ
ル
浅
猿
シ
キ
心
得
檸
悪

ノ
所
業
ト
云
う
可
シ
…
…
略
…
…
御
上
ノ
有
難
キ
御
慈
悲
ヲ
モ
願
ハ
ス
シ
テ
只
一
己
ノ
窓
二
其
子
ヲ
殺
シ
隠
シ
居
ル
者
ア
リ
テ
外
ョ
リ

露
ハ
レ
候
ハ
塾
其
当
人
ハ
夫
婦
共
二
重
キ
罪
科
二
行
ハ
レ
村
ノ
役
人
並
二
親
類
縁
者
近
隣
ノ
者
迄
モ
夫
々
智
申
付
候
間
其
時
二
至
り
後

悔
セ
サ
ル
檬
二
兼
々
厚
ク
申
付
可
置
者
也
右
ノ
趣
小
前
一
同
へ
讓
聞
セ
ー
切
無
洩
請
印
致
サ
セ
女
子
共
二
至
ル
迄
深
切
丁
寧
二
申
間

村
山
郡
郡
中
制
法

一
捨
子
堕
胎
制
禁
ナ
リ
自
然
貧
窮
ニ
テ
養
育
不
能
モ
ノ
ハ
可
申
出
救
助
シ
可
遣
事
附
捨
子
有
之
節
ハ
村
内
申
合
養
育
致
シ
置
可
届
出

セ
候
檬
可
致
也

事
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（
鰯
）

政
官
）
を
布
達
し
た
。

於
テ
ヲ
ヤ
、
此
ノ
如
キ
天
理
二
乖
戻
シ
人
情
二
背
反
ス
ル
所
業
ヲ
馴
致
ス
ル
甚
夕
酸
鼻
二
堪
ヘ
サ
ル
ナ
リ
、
之
ヲ
シ
テ
黙
々
二
付
セ
シ

ム
ル
ト
キ
ハ
被
治
者
ハ
終
二
其
弊
害
ヲ
脱
シ
難
ク
施
治
者
ハ
其
保
護
ノ
責
ヲ
尽
サ
舅
ル
ー
似
タ
リ
、
依
テ
之
ヲ
改
良
セ
シ
メ
ン
カ
為
メ

今
般
乙
第
百
十
五
号
布
達
育
児
救
助
方
法
ヲ
施
行
ス
、
…
略
。
：
管
下
一
般
能
ク
此
意
ヲ
体
シ
敢
テ
禽
獣
二
恥
ツ
ル
ノ
所
業
ヲ
為
シ
天
地

化
有
ノ
大
得
二
背
ク
可
カ
ラ
ス
、
各
自
相
共
二
此
挙
ノ
目
的
二
随
上
従
来
ノ
悪
弊
二
陥
ル
無
カ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
望
ム
、
此
旨
論
達
候
事

明
治
十
四
年
八
月
八
日
山
形
県
令
三
島
通
庸

こ
の
論
達
が
示
す
よ
う
に
、
明
治
初
頭
の
山
形
県
に
お
い
て
は
、
江
戸
時
代
に
引
き
続
い
て
堕
胎
や
間
引
き
が
社
会
習
慣
や
風
習
と
な
っ

て
い
た
。
明
治
維
新
と
な
り
、
堕
胎
・
間
引
き
の
問
題
は
、
社
会
道
徳
の
問
題
と
な
り
、
子
育
救
護
、
産
婆
資
格
を
整
備
す
る
施
策
が
行
わ

れ
た
が
、
同
時
に
間
引
き
を
防
ぐ
た
め
に
産
婆
養
成
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
だ
。

（
｜
）
「
産
婆
ノ
売
薬
世
話
及
堕
胎
等
ノ
取
締
方
」
に
み
る
産
婆

明
治
元
年
十
二
月
二
十
四
日
、
太
政
官
は
産
婆
に
対
し
以
下
の
「
産
婆
ノ
売
薬
世
話
及
堕
胎
等
ノ
取
締
方
」
（
明
治
元
年
十
二
月
二
十
四
日

の
上
処
罰
す
る
と
規
定
さ
れ
た
。

て
出
発
点
と
な
る
規
定
で
あ
る
。

近
來
産
婆
之
者
共
實
薬
之
世
話
又
は
堕
胎
之
取
扱
等
致
し
候
者
有
之
由
相
間
へ
以
之
外
之
事
に
候
元
來
産
婆
は
人
之
性
命
に
も
相
拘
不

容
易
職
業
に
付
假
令
衆
人
之
頼
を
受
無
餘
儀
次
第
有
之
候
共
決
し
て
右
等
之
取
扱
致
間
敷
筈
に
候
以
来
萬
一
右
様
之
所
業
於
有
之
は
御

取
糺
之
上
屹
度
御
苦
可
有
之
候
間
爲
心
得
兼
て
相
達
候
事

こ
の
時
点
で
産
婆
は
人
命
に
関
わ
る
職
業
と
明
文
化
さ
れ
、
業
務
上
の
禁
止
事
項
に
売
薬
の
世
話
、
堕
胎
を
あ
げ
、
罰
則
と
し
て
取
調
べ

上
処
罰
す
る
と
規
定
さ
れ
た
。
初
め
て
、
産
婆
が
社
会
的
に
責
任
あ
る
職
業
と
し
て
認
め
ら
れ
た
。
こ
の
点
で
、
近
代
産
婆
制
度
に
と
つ

二
、
明
治
初
期
の
中
央
政
府
の
政
策

太
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（
｜
｜
）
「
害
制
」
に
み
る
産
婆

一
年
余
り
の
準
備
期
間
を
経
て
文
部
省
は
以
下
の
「
書
制
」
（
明
治
七
年
八
月
十
八
日
文
部
省
ョ
リ
東
京
京
都
大
阪
三
府
へ
達
、
八
年
改
正
、
明

（
別
）

治
八
年
五
月
十
四
日
文
部
省
ョ
リ
東
京
京
都
大
阪
へ
達
）
を
布
達
し
た
。
そ
の
中
の
産
婆
に
関
す
る
条
項
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

第
五
十
條
産
婆
ハ
四
十
歳
以
上
ニ
シ
テ
婦
人
小
兒
ノ
解
剖
生
理
及
上
病
理
ノ
大
意
二
通
シ
所
就
ノ
産
科
書
ョ
リ
出
ス
所
ノ
實
験
證
書

産
科
醤
ノ
眼
前
ニ
テ
平
産
十
人
難
産
二
人
ヲ
取
扱
ヒ
タ
ル
モ
ノ
ヲ
所
持
ス
ル
者
ヲ
検
シ
免
状
ヲ
與
フ

（
當
分
）
從
來
螢
業
ノ
産
婆
ハ
其
履
歴
ヲ
質
シ
テ
假
免
状
ヲ
授
ク
但
シ
産
婆
ノ
謝
料
モ
第
四
十
一
條
二
同
シ

（
書
制
發
行
後
凡
十
年
ノ
間
）
二
産
婆
螢
業
ヲ
請
う
者
ハ
産
科
瞥
或
ハ
内
外
科
書
ョ
リ
出
ス
所
ノ
實
驍
證
書
本
條
二
同
シ
ヲ
検
シ
テ

免
状
ヲ
授
ク
若
シ
一
小
地
方
二
於
テ
産
婆
ノ
業
ヲ
螢
ム
者
ナ
キ
時
ハ
實
験
證
書
ヲ
所
持
セ
サ
ル
者
ト
錐
モ
書
務
取
締
ノ
見
計
ヲ
以

テ
假
免
状
ヲ
授
ク
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ

第
五
十
一
條
産
婆
ハ
産
科
書
或
ハ
内
外
科
醤
ノ
差
圖
ヲ
受
ク
ル
ー
非
サ
レ
ハ
妄
二
手
ヲ
下
ス
ヘ
カ
ラ
ス
然
し
ト
モ
事
實
急
迫
ニ
シ
テ

書
ヲ
請
フ
ノ
暇
ナ
キ
時
ハ
躬
ラ
之
ヲ
行
フ
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ
但
シ
産
科
器
械
ヲ
用
フ
ル
ヲ
禁
ス
且
ッ
此
時
ハ
第
四
十
九
條
ノ
規
則
二

從
上
其
産
婆
ョ
リ
書
務
取
締
二
届
ク
ヘ
シ

第
五
十
二
條
産
婆
ハ
方
藥
ヲ
與
フ
ル
ヲ
許
サ
ス

明
治
八
年
の
改
正
後
は
第
二
十
九
条
、
第
三
十
条
、
第
三
十
一
条
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
時
点
で
、
初
め
て
、
産
婆
の
教
育
と
資
格
取
得
、

産
婆
業
務
と
罰
則
に
関
し
て
規
定
さ
れ
た
。

明
治
維
新
と
な
り
、
欧
米
諸
外
国
の
外
交
官
、
お
雇
い
外
国
人
、
商
人
や
そ
の
他
の
人
々
が
来
日
し
在
住
す
る
中
で
、
生
命
に
関
わ
る
堕

胎
・
間
引
き
の
習
慣
や
風
習
は
欧
米
の
社
会
規
範
の
観
点
か
ら
す
る
と
異
質
な
も
の
で
あ
っ
た
。
明
治
政
府
は
ま
ず
改
善
す
べ
き
習
慣
と
し

て
取
り
上
げ
、
直
接
携
わ
る
産
婆
を
重
要
な
職
業
で
あ
る
と
承
認
し
、
産
婆
を
論
達
す
る
布
達
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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業
務
に
関
し
て
次
の
三
種
類
の
禁
止
事
項
が
示
さ
れ
た
が
、
具
体
的
な
罰
則
は
規
定
さ
れ
な
か
っ
た
。

一
、
産
婆
は
急
迫
の
場
合
の
ほ
か
は
産
科
医
或
は
内
外
科
医
の
差
し
図
を
受
け
ず
に
妄
に
手
を
下
し
て
は
な
ら
な
い
。
（
第
五
十
一
條
）
。

二
、
産
科
器
械
を
用
い
る
こ
と
を
禁
じ
る
（
第
五
十
一
條
）
。

三
、
方
薬
を
与
え
る
こ
と
を
禁
じ
る
（
第
五
十
二
條
）
。

「
警
制
」
中
の
産
婆
に
関
す
る
規
定
は
、
近
代
産
婆
制
度
の
方
針
を
示
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
産
婆
行
政
を
委
任
さ
れ
た
地
方
庁
は
、
地
方

の
実
情
に
合
わ
せ
て
段
階
的
に
教
育
と
資
格
取
得
の
基
準
を
上
げ
な
が
ら
規
則
類
を
制
定
し
ま
た
は
改
正
し
つ
つ
産
婆
制
度
を
形
成
し
て
い

っ
た
。
「
警
制
」
条
項
中
に
、
産
婆
制
度
の
確
立
を
医
制
発
行
後
大
凡
十
年
間
と
あ
っ
た
が
、
全
国
統
一
法
規
「
産
婆
規
則
」
（
明
治
三
十
二
年
）

が
制
定
さ
れ
る
ま
で
に
は
、
当
初
の
目
論
見
よ
り
十
五
年
長
い
二
十
五
年
間
を
要
し
た
。

（
一
）
「
警
制
」
を
受
け
「
産
婆
螢
業
假
規
則
」
の
制
定

山
形
県
が
統
一
山
形
県
と
し
て
成
立
し
た
の
は
明
治
九
年
八
月
二
十
一
日
で
あ
っ
た
・
当
時
の
山
形
県
庁
に
、
「
明
治
九
年
度
府
縣
筈
務
取

産
婆
資
格
取
得
に
関
し
て
四
通
り
の
方
法
が
示
さ
れ
た
。

一
、
年
齢
は
四
十
歳
以
上
で
、
婦
人
小
児
の
解
剖
生
理
及
び
病
理
の
大
意
に
通
じ
て
い
る
者
。
所
定
の
産
科
医
が
出
す
実
験
証
書
、
産
科

医
の
前
で
平
産
十
人
難
産
二
人
を
分
娩
介
助
し
た
実
験
証
書
を
所
持
し
て
い
る
者
を
調
べ
て
免
状
を
与
え
る
（
第
五
十
條
）
。

二
、
当
分
の
間
、
従
来
営
業
産
婆
は
履
歴
を
質
し
て
仮
免
状
を
授
け
る
（
第
五
十
條
）
。

三
、
医
制
発
行
後
大
凡
十
年
間
、
産
婆
営
業
を
希
望
す
る
者
は
、
産
科
医
等
の
出
す
実
験
証
書
を
調
べ
て
免
状
を
授
け
る
（
第
五
十
條
）
。

四
、
産
婆
の
い
な
い
一
小
地
方
に
お
い
て
は
実
験
証
書
を
所
持
し
て
い
な
い
者
で
も
医
務
取
締
の
見
計
で
仮
免
状
を
授
け
る
こ
と
が
で
き

三
、
「
書
制
」
布
達
後
の
山
形
県
に
お
け
る
免
状
制
の
確
立

産
婆
の
い
な
い
一

る
（
第
五
十
條
）
。
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（
別
）

締
人
員
表
」
に
よ
る
と
専
任
か
兼
任
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
十
九
名
の
「
書
務
取
締
」
を
置
い
た
。
内
務
省
「
書
制
」
布
達
二
年
後
、
山
形

（
錫
）

県
令
三
島
通
庸
は
下
記
の
「
産
婆
螢
業
假
規
則
」
（
明
治
九
年
十
二
月
廿
七
日
乙
第
三
十
九
号
）
を
区
戸
長
宛
に
布
達
し
た
。
そ
れ
以
前
は
各
藩

毎
の
規
定
及
び
罰
則
で
、
藩
を
越
え
た
共
通
の
取
締
規
則
は
存
在
し
な
か
っ
た
。

各
匡
匡
長
戸
長

産
婆
螢
業
假
規
則
別
紙
ノ
通
施
行
相
成
候
ニ
付
テ
ハ
以
来
各
匡
村
町
里
正
二
於
テ
届
出
ノ
書
画
逐
一
検
閲
ヲ
遂
ヶ
異
儀
無
之
分
ハ
該
匡

戸
長
二
於
テ
ー
ヶ
月
分
取
纒
第
一
課
衛
生
係
エ
可
指
出
候
事
明
治
九
年
十
二
月
廿
七
日
第
壹
課

「
産
婆
螢
業
假
規
則
」
（
明
治
九
年
十
二
月
廿
七
日
乙
第
三
十
九
号
）

第
一
條
産
婆
ハ
三
十
歳
以
上
一
一
シ
テ
小
兒
ノ
生
理
及
病
理
ノ
大
意
二
通
シ
所
就
ノ
産
科
書
ョ
リ
出
ス
所
ノ
實
験
證
書
ヲ
所
持
セ
シ
者

更
二
試
驍
ノ
上
免
状
可
下
渡
事

但
從
來
管
業
仕
來
候
者
ハ
年
齢
本
條
ノ
限
二
非
ス

第
二
條
從
來
螢
業
ノ
者
ハ
其
履
歴
ヲ
質
シ
假
鑑
札
ヲ
可
下
渡
事
但
從
來
ノ
産
婆
小
兒
ノ
生
理
及
病
理
ノ
大
意
二
通
セ
ス
ハ
不
都
合
二

候
條
其
所
近
方
病
院
或
ハ
書
員
二
寄
精
々
可
研
究
事

第
三
條
産
婆
ハ
方
藥
ヲ
與
フ
ル
ヲ
禁
ス

第
四
條
産
婦
ノ
依
頼
ヲ
受
候
ハ
覧
直
二
回
診
ノ
上
住
所
姓
名
聞
糾
シ
年
月
日
ヲ
詳
記
シ
其
村
町
里
正
エ
可
届
出
事
但
分
娩
候
ハ
シ
男

女
小
共
本
文
同
様
可
届
出
事

第
五
條
産
婦
ノ
取
扱
方
ハ
別
テ
丁
寧
ヲ
壼
シ
假
ニ
モ
鹿
漏
ノ
儀
有
之
間
敷
事

第
六
條
出
生
ノ
兒
産
所
二
於
テ
病
死
ス
ル
カ
或
ハ
胎
内
中
ニ
ア
ッ
テ
死
失
候
節
ハ
其
病
名
井
診
断
ノ
手
續
等
詳
細
記
載
其
村
町
里
正

第
七
條
分
娩
セ
シ
兒
ヲ
厘
殺
ハ
勿
論
堕
胎
ノ
儀
從
來
御
制
禁
二
付
銘
々
嚴
重
相
心
得
若
シ
右
様
ノ
儀
見
聞
候
ハ
シ
早
々
可
訴
出
情
ヲ

エ
可
届
出
事
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知
テ
不
訴
出
二
於
テ
ハ
屹
度
可
及
虎
分
事

第
八
條
無
鑑
札
ニ
テ
螢
業
或
ハ
生
死
届
等
ヲ
等
閑
候
者
ハ
屹
度
可
及
盧
分
筈
二
付
銘
々
心
得
違
致
間
敷
事

「
産
婆
螢
業
假
規
則
」
を
制
定
す
る
の
で
、
従
来
営
業
の
者
な
ら
び
に
新
規
に
産
婆
を
営
も
う
と
す
る
者
は
、
規
則
に
照
ら
し
て
出
願
す
る

よ
う
に
と
布
達
し
た
。
施
行
時
の
届
出
事
務
の
扱
い
は
、
産
婆
は
各
区
村
町
里
に
届
出
、
区
戸
長
は
届
出
の
書
面
を
逐
一
検
閲
し
て
、
異
儀

の
な
い
分
は
区
戸
長
が
一
ヵ
月
分
ず
つ
ま
と
め
て
、
第
一
課
衛
生
課
係
へ
提
出
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
区
戸
長
が
直
接
の
窓
口
と
な
り
、
第

一
課
衛
生
課
係
が
受
理
す
る
と
い
う
方
式
で
あ
っ
た
。

教
育
と
資
格
に
関
し
て
山
形
県
免
状
と
仮
鑑
札
と
二
種
類
の
形
態
が
示
さ
れ
た
。

一
、
産
婆
は
三
十
歳
以
上
で
小
児
の
生
理
及
病
理
の
大
意
に
通
じ
、
所
就
の
産
科
医
よ
り
だ
す
実
験
証
書
を
有
す
る
者
更
に
試
験
の
上
免

状
を
下
渡
す
る
。
但
従
来
営
業
者
は
年
令
本
條
の
限
り
に
あ
ら
ず
（
第
一
條
）
。

二
、
従
来
営
業
の
者
は
其
履
歴
を
質
し
仮
鑑
札
を
下
渡
す
る
事
。
但
従
来
の
産
婆
は
小
児
の
生
理
及
病
理
の
大
意
に
通
じ
な
い
の
は
不
都

合
で
あ
る
か
ら
其
所
近
の
病
院
或
ハ
医
員
に
寄
り
て
力
の
及
ぶ
限
り
研
究
す
る
事
（
第
二
条
）
。

「
筈
制
」
と
比
較
す
る
と
、
産
婆
の
年
齢
は
、
四
十
歳
以
上
か
ら
三
十
歳
以
上
へ
と
引
き
下
げ
、
実
験
証
書
を
所
持
す
る
者
に
試
験
の
上

免
状
を
下
付
す
る
と
、
試
験
を
課
し
て
い
る
。

従
来
営
業
者
に
対
し
て
は
、
「
其
履
歴
書
ヲ
質
シ
假
鑑
札
ヲ
可
下
渡
事
」
と
変
更
は
な
い
が
、
近
所
の
病
院
あ
る
い
は
医
員
に
寄
り
力
の
及

ぶ
限
り
研
究
す
る
こ
と
と
学
的
知
識
を
強
調
し
て
い
る
。
医
制
中
、
発
行
後
大
凡
十
年
間
の
特
例
を
示
す
文
言
は
削
除
し
、
基
本
的
に
は
実

験
証
書
を
所
持
す
る
者
に
試
験
の
上
免
状
を
下
付
す
る
線
を
明
確
に
打
ち
出
し
た
点
が
、
「
書
制
」
の
規
定
よ
り
進
ん
だ
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

業
務
と
罰
則
に
関
し
て
、
県
独
自
に
規
定
さ
れ
た
。

一
、
産
婆
は
方
薬
を
与
え
る
を
禁
ず
る
（
第
三
條
）
。

二
、
産
婦
の
依
頼
を
受
け
た
な
ら
ば
直
に
回
診
の
上
、
住
所
姓
名
を
聞
糾
し
年
月
日
を
詳
記
し
其
村
町
里
に
正
し
く
届
出
る
。
但
分
娩
し
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こ
の
頃
山
形
県
は
、
山
形
県
庁
に
医
務
取
締
十
九
名
を
置
い
た
が
、
未
だ
事
務
条
項
が
な
く
、
区
戸
長
を
窓
口
に
す
る
等
、
衛
生
事
務
組

織
と
し
て
は
未
整
備
で
あ
り
、
区
毎
の
ば
ら
つ
き
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
当
時
、
産
婆
の
従
来
開
業
者
で
仮
鑑
札
の
取
得
者

は
、
明
治
十
年
百
四
二
名
、
内
訳
は
南
村
山
郡
十
名
、
東
村
山
郡
七
名
、
西
村
山
郡
二
一
名
、
北
村
山
郡
四
名
、
最
上
郡
二
名
、
飽
海
郡
一

三
名
、
東
田
川
郡
一
七
名
、
西
田
川
郡
二
八
名
、
西
置
賜
郡
一
六
名
、
東
置
賜
郡
十
名
、
南
置
賜
郡
一
四
名
で
あ
り
、
産
婆
一
人
当
り
の
出

以
上
、
履
歴
を
調
べ
て
仮
鑑
札
下
付
す
る
こ
と
は
「
書
制
」
と
同
趣
旨
の
規
定
で
あ
っ
た
が
《
実
験
証
書
取
得
者
に
試
験
の
上
（
山
形
県
）

免
状
下
付
す
る
こ
と
と
業
務
と
罰
則
に
関
し
て
は
山
形
県
独
自
の
規
則
で
あ
っ
た
。
両
方
と
も
「
書
制
」
の
方
針
よ
り
一
歩
進
ん
だ
段
階
で

進
ん
だ
規
定
と
言
え
る
。

あ
っ
た
。

た
な
ら
ば
男
女
小
共
を
届
出
る
（
第
四
條
）
。

三
、
産
婦
の
取
扱
方
は
別
て
丁
寧
を
蓋
し
仮
に
鹿
漏
の
儀
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
（
第
五
條
）
。

四
、
死
亡
届
に
つ
い
て
、
出
生
児
が
産
所
で
死
亡
す
る
か
又
は
胎
内
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
病
名
並
び
に
診
断
手
続
き
等
を
詳
細
に
記
載

し
て
村
町
里
に
正
し
く
届
出
す
る
（
第
六
條
）
。

五
、
分
娩
し
た
児
を
圧
殺
は
勿
論
堕
胎
の
件
は
従
来
か
ら
禁
止
さ
れ
て
い
る
の
で
、
厳
重
に
心
得
も
し
そ
の
よ
う
な
事
を
見
聞
し
た
な
ら

ば
早
々
に
訴
出
る
。
訴
出
な
い
場
合
に
は
処
罰
さ
れ
る
（
第
七
條
）
。

六
、
無
鑑
札
で
営
業
あ
る
い
は
生
死
届
等
を
提
出
し
な
か
っ
た
者
は
、
処
罰
さ
れ
る
（
第
八
條
）

「
書
制
」
と
比
較
す
る
と
、
方
薬
に
関
し
て
は
「
醤
制
」
の
文
言
と
同
じ
で
あ
る
。
産
婆
の
業
務
に
関
し
て
、
回
診
と
届
出
、
分
娩
時
の
届

出
、
産
婦
の
取
扱
方
、
死
亡
届
に
つ
い
て
県
独
自
に
具
体
的
に
規
定
し
て
い
る
。

罰
則
に
関
し
て
、
「
書
制
」
中
に
な
か
っ
た
圧
殺
・
堕
胎
に
つ
い
て
明
文
化
し
て
い
る
の
は
、
山
形
県
の
堕
胎
・
間
引
き
の
現
状
を
反
映
し

た
条
文
で
あ
る
。
無
鑑
札
が
罰
則
に
な
っ
て
き
た
の
は
、
免
許
と
鑑
札
制
度
の
進
捗
状
況
を
示
す
も
の
で
、
明
ら
か
に
「
書
制
」
よ
り
数
段
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立
ち
合
う
事
が
規
定
さ
れ
た
。

（
’
一
）
山
形
県
の
衛
生
事
務
組
織
の
整
備

規
則
類
の
施
行
に
は
、
試
験
、
免
許
下
付
、
登
録
等
に
衛
生
事
務
組
織
の
整
備
が
大
き
く
関
わ
っ
て
く
る
。

中
央
政
府
に
お
い
て
は
、
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
十
一
月
に
内
務
省
が
設
置
さ
れ
、
一
般
医
療
行
政
が
内
務
省
の
管
轄
と
な
っ
た
。
明
治

（
池
）

七
年
「
髻
制
」
布
達
後
の
八
月
、
「
醤
制
」
施
行
の
た
め
に
府
県
に
医
務
取
締
設
置
に
関
す
る
布
達
を
緊
急
に
検
討
し
た
。

書
制
ヲ
東
京
府
二
達
ス
然
し
ド
モ
其
中
二
就
キ
實
際
行
ハ
ル
ヘ
キ
緊
急
ノ
條
項
ヲ
採
拾
シ
テ
之
ヲ
施
行
セ
シ
メ
又
府
廃
二
於
テ
持
二
行

ハ
ン
ト
欲
ス
ル
所
ノ
事
項
ハ
之
ヲ
文
部
省
二
稟
議
セ
シ
ム
尋
テ
書
制
第
七
條
ノ
旨
趣
二
檬
リ
警
務
取
締
ヲ
置
カ
シ
ム
先
シ
此
設
ケ
ア
ラ

サ
レ
ハ
諸
般
衛
生
事
務
ノ
幹
施
二
便
ナ
ラ
サ
ル
カ
故
ナ
リ
九
月
京
都
大
坂
ノ
ー
府
二
達
ス
ル
亦
東
京
府
二
同
シ

山
形
県
の
衛
生
事
務
組
織
の
整
備
状
況
の
変
化
は
以
下
の
通
り
で
あ
っ
た
。

（
別
）

山
形
県
で
は
対
応
が
早
く
、
一
九
名
の
医
務
取
締
を
置
い
た
。
さ
ら
に
、
明
治
十
五
年
に
「
第
二
年
報
二
開
陳
ス
ル
カ
如
ク
配
置
ノ
方
法

擴
任
ノ
事
項
ノ
如
キ
ー
定
ノ
成
規
ナ
ク
事
業
周
到
ノ
日
ヲ
期
シ
難
キ
ヲ
以
テ
明
治
十
年
五
月
二
七
日
二
始
テ
衛
生
擴
當
吏
員
ヲ
各
府
縣
二
置

（
㈹
）

キ
以
テ
衛
生
ノ
事
務
ヲ
施
行
セ
シ
ム
ル
ニ
至
ル
」
に
対
し
、
山
形
は
五
名
の
衛
生
担
当
吏
員
を
申
牒
し
た
。

明
治
十
年
十
二
月
十
五
日
、
山
形
県
令
三
島
通
庸
は
各
区
、
区
長
と
医
務
取
締
宛
に
「
衛
生
取
締
事
務
章
程
二
付
達
」
（
明
治
十
年
十
二
月
十

（
蛆
）

五
日
、
丙
第
二
百
三
十
七
号
）
を
布
達
し
た
。
そ
の
中
に
、
以
下
の
取
締
の
事
、
学
術
を
奨
励
す
る
事
、
間
引
き
圧
殺
を
禁
じ
る
事
、
試
験
に

（
邪
）
１
（
拙
）

産
数
は
百
二
八
・
九
六
で
あ
っ
た
。
十
一
年
百
三
八
名
、
十
二
年
百
五
九
名
で
あ
っ
た
。

同
時
期
の
東
京
の
産
婆
数
が
、
明
治
十
一
年
三
二
九
名
、
十
二
年
免
状
一
五
名
、
従
来
開
業
者
二
八
七
名
、

山
形
県
は
免
状
産
婆
は
い
な
か
っ
た
。

一
、
区
内
私
立
医
塾
私
立
病
院
医
師
家
畜
医
薬
舗
製
薬
人
産
婆
並
二
売
薬
云
々
等
ノ
取
締
ヲ
ナ
ス
事
（
第
一
條
）

－
，
１
》
』
一
？
ｊ
』

『
毎
Ｊ
，
》
、
、
ｎ
ｘ
Ｕ
〆

合
計
三
○
二
名
で
あ
っ
た
。
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明
治
十
二
（
一
八
七
九
）
年
十
二
月
二
十
七
日
、
内
務
省
は
府
知
事
県
令
宛
に
「
府
縣
衛
生
課
事
務
條
項
」
（
明
治
十
二
年
十
二
月
二
十
七
日

（
妬
）

内
務
省
達
乙
第
五
十
五
号
）
を
布
達
し
、
「
前
略
自
今
更
二
衛
生
課
ヲ
設
ケ
略
々
衛
生
ノ
大
意
二
通
ス
ル
者
ヲ
撰
テ
之
一
一
専
任
シ
別
紙
ノ
條
項
爲

明
治
十
一
二
八
七
八
）
年
五
月
、
内
務
省
か
ら
「
警
務
取
締
ハ
日
常
人
民
二
親
接
シ
テ
衛
生
事
務
ヲ
履
行
ス
ル
ニ
緊
急
タ
ル
ヲ
以
テ
雲
二

三
府
二
達
シ
テ
設
置
セ
シ
メ
シ
カ
各
縣
二
於
テ
モ
其
職
ノ
必
要
ナ
ル
ニ
注
意
シ
殆
卜
之
ヲ
置
カ
サ
ル
ノ
地
方
ナ
キ
ニ
至
し
り
」
と
乙
第
四
十

（
粥
）

四
号
並
び
に
四
十
九
号
を
以
て
、
各
府
県
宛
に
「
衛
生
事
務
取
扱
之
儀
自
今
担
当
吏
員
ヲ
選
定
シ
担
当
セ
シ
ム
ル
ベ
キ
旨
」
が
布
達
さ
れ
た
。

（
帆
）

山
形
県
で
は
県
庁
庶
務
課
第
五
部
に
五
名
を
置
き
そ
の
任
に
あ
た
っ
た
。
こ
の
頃
、
山
形
県
で
は
、
明
治
十
二
年
十
二
月
二
十
三
日
、
山
形

県
令
か
ら
郡
役
所
宛
に
「
本
年
一
月
丙
第
二
十
一
号
ヲ
以
テ
取
調
相
達
候
書
術
内
外
科
各
科
開
業
書
産
婆
藥
舗
ノ
儀
増
減
取
調
ノ
次
第
有
之

候
二
付
其
螢
業
筋
ノ
者
二
於
テ
明
治
十
三
年
一
月
ヨ
リ
廃
業
及
死
亡
等
有
之
節
ハ
其
都
度
可
届
出
此
旨
相
達
候
事
」
（
明
治
十
二
年
十
二
月
二

（
媚
）

十
三
日
、
丙
第
二
百
九
十
一
号
）
を
布
達
し
た
。
山
形
県
で
は
既
に
医
療
職
及
び
産
婆
等
の
人
数
の
取
調
べ
を
開
始
し
て
い
た
が
、
こ
の
布
達

四
、
区
内
医
員
及
産
婆
或
ハ
医
学
生
徒
試
験
等
ノ
節
ハ
時
宜
二
寄
り
立
合
監
臨
ス
ル
事
（
第
十
五
條
）

更
に
、
同
日
付
で
、
山
形
県
令
三
島
通
庸
は
各
区
、
区
長
と
戸
長
宛
に
「
区
医
職
務
章
程
及
区
医
処
務
順
序
一
一
付
達
」
（
明
治
十
年
十
二
月
十

（
魂
）

五
日
、
丙
第
二
百
四
十
一
號
）
を
布
達
し
た
。
そ
の
中
に
届
出
を
す
る
事
が
規
定
さ
れ
た
。

一
、
其
受
持
区
内
二
於
テ
医
師
薬
舗
産
婆
等
ノ
開
業
ヲ
願
出
ル
向
ア
ル
ト
キ
ハ
其
願
書
エ
連
署
ス
ル
事
（
第
三
條
）

二
、
受
持
区
内
二
於
テ
医
師
薬
舗
産
婆
等
ノ
開
業
ヲ
願
出
ル
モ
ノ
ア
リ
格
別
不
都
合
ナ
キ
ヲ
認
ル
ト
キ
ハ
其
書
面
エ
一
々
連
署
押
印
ス
ル

に
よ
り
取
調
べ
は
本
格
化
し
た
。

二
、
書
師
薬
舗
家
畜
書
制
薬
家
産
婆
等
ノ
学
術
ヲ
勧
奨
ス
ル
事
（
第
二
條
）

三
、
厳
二
堕
胎
圧
殺
ヲ
視
察
シ
若
シ
之
ヲ
行
フ
モ
ノ
ア
リ
テ
其
証
ヲ
得
ル
カ
又
ハ
現
二
其
行
跡
ヲ
認
ム
ル
ト
キ
ハ
速
二
之
ヲ
具
状
ス
ル
事

事
（
十
六
條
）

（
第
十
條
）
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取
扱
候
様
可
致
」
と
、
次
の
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
規
定
し
た
。

書
事
取
締
ノ
事
獣
医
、
産
婆
等
ノ
開
閉
業
ヲ
督
察
シ
其
現
員
ヲ
調
査
ス
ル
事
（
第
一
）
、
統
計
報
告
ノ
事
郡
厘
ョ
リ
出
ス
所
ノ
出

産
死
亡
流
産
ノ
申
報
ヲ
収
録
シ
管
内
ノ
人
口
死
者
云
々
、
獣
医
、
産
婆
等
ノ
開
閉
業
等
ヲ
調
査
シ
テ
毎
一
年
ノ
統
計
表
ヲ
製
ス
ル
事
、

以
上
ノ
統
計
報
告
等
ハ
都
テ
毎
期
ニ
内
務
省
衛
生
局
二
申
達
ス
ル
事
（
第
六
）

（
〃
）

明
治
十
三
年
二
月
二
十
八
日
、
太
政
官
は
衛
生
事
務
、
組
織
の
強
化
を
企
て
て
第
十
六
号
を
以
て
「
判
任
官
増
員
」
を
布
達
し
た
。
「
衛
生

（
帽
）

事
務
擴
張
ノ
爲
三
府
四
港
ノ
各
地
方
ハ
判
任
官
各
七
名
他
ノ
地
方
ハ
同
五
名
ヲ
増
加
セ
ラ
ル
」
。
山
形
県
で
は
こ
れ
を
受
け
明
治
十
三
二
八

（
帽
）
Ｉ
（
卵
）

八
○
）
年
に
県
庁
に
二
部
か
ら
な
る
衛
生
課
を
設
け
十
三
年
一
月
に
十
一
名
衛
生
課
員
を
置
き
、
郡
役
所
に
二
十
五
名
の
主
務
を
置
い
た
。

内
務
省
は
更
に
、
府
知
事
県
令
宛
に
「
町
村
衛
生
事
務
條
項
」
（
明
治
十
二
年
十
二
月
二
十
七
日
内
務
省
達
乙
第
五
十
六
号
）
を
布
達
し
、
「
町

村
内
二
於
テ
實
際
人
民
二
接
シ
致
世
話
候
者
無
之
テ
ハ
日
常
民
間
ノ
實
況
二
就
キ
行
ハ
レ
兼
候
場
合
モ
不
少
二
付
、
更
二
町
村
ノ
公
撰
ヲ
以

テ
衛
生
委
員
ヲ
設
ケ
別
冊
ノ
條
項
二
準
拠
シ
戸
長
ヲ
助
ケ
テ
該
町
村
衛
生
ノ
事
務
爲
取
扱
可
云
々
」
と
公
選
で
町
村
衛
生
委
員
を
置
き
町
村

（
別
）

衛
生
事
務
条
項
を
扱
う
事
と
し
た
。
そ
の
第
一
條
に
「
出
産
死
亡
流
産
ノ
員
數
ヲ
取
調
毎
月
之
ヲ
郡
匡
長
二
申
出
ル
事
」
が
規
程
さ
れ
た
。

山
形
県
で
は
こ
れ
を
受
け
、
山
形
県
令
三
島
通
庸
代
理
山
形
県
少
書
記
官
深
津
無
一
の
名
前
で
、
明
治
十
三
年
一
月
三
十
一
日
、
「
町
村
衛

生
事
務
條
項
ニ
付
達
」
（
明
治
十
三
年
一
月
三
十
一
日
乙
第
拾
弐
号
）
を
布
達
し
、
公
選
に
よ
る
町
村
衛
生
委
員
を
置
き
戸
長
を
助
け
て
該
町
村

（
舵
）

衛
生
の
事
務
を
取
り
扱
う
よ
う
指
示
し
た
。
そ
の
中
で
「
出
産
死
亡
流
産
ノ
員
数
ヲ
取
調
毎
月
之
ヲ
郡
区
長
二
申
出
ル
事
」
（
第
一
條
）
と
届

（
⑬
）

出
を
義
務
づ
け
た
。
こ
の
年
の
山
形
県
の
町
村
衛
生
委
員
は
九
七
一
名
で
、
内
訳
は
有
給
七
七
五
名
、
無
給
一
九
六
名
で
あ
っ
た
。
町
村
衛

生
委
員
の
配
置
が
整
っ
た
明
治
十
三
年
四
月
一
日
、
山
形
県
令
三
島
通
庸
か
ら
郡
役
所
宛
に
「
衛
生
委
員
事
務
取
扱
規
程
及
心
得
概
目
二
付

（
認
）

達
一
（
明
治
十
三
年
四
月
一
日
丙
第
八
十
九
号
）
を
布
達
し
、
衛
生
委
員
事
務
取
扱
規
程
、
衛
生
委
員
心
得
概
目
に
よ
り
町
村
内
で
の
業
務
並
び

達
」
（
明
治
十
三
年
四
月
百

に
心
得
を
詳
細
に
定
め
た
。

以
上
に
よ
っ
て
、
山
形
Ｐ

山
形
県
内
の
衛
生
事
務
組
織
の
体
制
は
整
備
さ
れ
、
県
庁
、
郡
役
所
、
町
村
衛
生
委
員
の
役
割
、
各
種
届
出
の
内
容
と
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（
三
）
山
形
県
に
お
け
る
新
「
産
婆
螢
業
假
規
則
」
制
定

山
形
県
の
衛
生
事
務
組
織
に
関
す
る
諸
事
務
規
程
が
整
備
さ
れ
た
後
、
山
形
県
で
は
「
産
婆
螢
業
假
規
則
」
（
明
治
九
年
乙
第
三
十
九
号
）
を

（
別
）

廃
止
し
、
新
た
に
左
記
の
「
産
婆
管
業
假
規
則
」
（
明
治
十
三
年
八
月
二
十
三
日
乙
第
百
五
十
二
號
）
を
制
定
し
た
。

手
順
が
決
ま
り
、
各
種
衛
生
統
計
の
作
成
も
開
始
し
、
規
則
類
を
施
行
で
き
る
基
盤
が
完
成
し
て
い
っ
た
。

こ
の
衛
生
事
務
組
織
の
整
備
に
よ
り
、
先
に
述
べ
た
「
産
婆
取
締
假
規
則
」
（
明
治
九
年
十
二
月
廿
七
日
乙
第
三
十
九
号
）
の
施
行
が
実
質
的

に
可
能
に
な
っ
た
と
云
え
る
。

第
三
條

第
四
條

第
五
條

第
六
條

第
七
條 試

験
手
續

第
一
條
産
婆

第
二
條
新
二

「
産
婆
螢
業
假
規
則
」
（
明
治
十
三
年
八
月
二
十
三
日
乙
第
五
十
二
號
）

産
婆
ハ
産
科
學
ノ
大
意
二
通
ス
ル
モ
ノ
ニ
非
レ
ハ
其
業
ヲ
管
ム
事
ヲ
得
ス

新
二
産
婆
螢
業
ヲ
為
サ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ハ
開
業
書
師
ョ
リ
實
驍
証
書
ヲ
得
テ
試
験
願
ヲ
郡
長
へ
差
出
へ
シ

但
從
來
産
婆
管
業
ノ
モ
ノ
ニ
シ
テ
既
二
假
鑑
札
ヲ
交
付
セ
シ
分
ハ
此
限
二
非
ス
ト
錐
猶
病
院
若
ク
ハ
書
師
二
就
キ
産
科
學

ノ
大
意
ヲ
講
究
ス
ヘ
シ

郡
長
ハ
郡
書
濟
生
館
嘗
南
村
山
郡
二
限
ル
以
下
傲
之
ヲ
シ
テ
其
出
願
者
ヲ
試
驍
セ
シ
ム
ル
ヘ
シ

郡
書
濟
生
館
書
ハ
本
人
ノ
産
科
學
ノ
大
意
二
通
ス
ル
ヤ
否
ヲ
試
験
シ
併
セ
テ
其
手
術
ヲ
検
査
ス
可
シ

郡
醤
濟
生
館
筈
ハ
試
験
終
ハ
ル
ノ
後
第
一
條
二
適
否
ノ
見
込
ヲ
取
調
郡
長
へ
申
報
ス
ヘ
シ

郡
長
ハ
郡
筈
濟
生
館
書
ノ
申
報
ヲ
審
査
シ
之
レ
ヲ
縣
廃
へ
差
出
ス
可
シ

縣
廃
二
於
ハ
前
條
ノ
手
續
ヲ
經
テ
學
術
相
當
ノ
モ
ノ
ヘ
ハ
免
状
ヲ
授
ク
ヘ
シ
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新
規
則
が
「
書
制
」
に
定
め
る
産
婆
の
条
文
と
異
な
る
点
は
年
齢
制
限
、
必
須
学
科
、
経
験
の
規
定
が
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
二
種
類
の
形
態
と
試
験
願
い
の
手
順
を
具
体
的
に
示
し
た
。

一
、
新
た
に
産
婆
管
業
を
希
望
す
る
者
は
開
業
医
よ
り
実
験
證
書
を
得
て
試
験
願
を
郡
長
へ
差
出
し
、
試
験
合
格
者
に
免
状
を
下
付
す
る

す
る
（
第
一
辰

試
験
願
の
手
順
は
、

一
、
郡
長
は
郡
医
と
済
生
館
医
に
出
願
者
の
試
験
を
さ
せ
る
（
第
三
條
）
。

二
、
郡
医
と
済
生
館
医
は
出
願
者
を
試
験
し
併
せ
て
其
手
技
を
検
査
す
る
（
第
四
條
）
。

三
、
郡
医
と
済
生
館
医
は
試
験
終
了
の
後
、
適
否
の
見
込
み
を
調
べ
、
郡
長
へ
申
報
す
る
（
第
五
條
）
。

四
、
郡
長
は
郡
医
と
済
生
館
医
の
申
報
を
審
査
し
、
こ
れ
を
県
庁
へ
差
出
す
（
第
六
條
）
。

二
、
従
来
産
婆
営
業
の
者
で
、
既
に
仮
鑑
札
を
交
付
し
た
分
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
が
、
病
院
又
医
師
に
つ
い
て
産
科
学
の
大
意
を
講
究

す
る
（
第
二
條
）
。

第
八
條
産
婆
ハ
妊
婦
並
産
婦
二
主
ト
シ
テ
方
藥
ヲ
與
フ
ル
事
ヲ
得
ス

第
九
條
難
産
一
一
係
ル
モ
ノ
ハ
害
師
ヲ
引
キ
協
議
ス
ル
ヲ
要
ス
妄
二
自
己
ノ
臆
断
ヲ
以
テ
危
嶮
ノ
手
術
ヲ
施
ス
ヘ
ヵ
ラ
ス

第
十
條
産
婆
妊
婦
ノ
囑
托
ヲ
承
ル
時
ハ
其
妊
婦
ノ
住
所
姓
名
年
齢
等
ヲ
詳
記
シ
其
町
村
衛
生
委
員
へ
届
出
可
シ

第
十
一
條
出
産
及
死
胎
分
娩
男
女
ノ
別
ヲ
明
ニ
ス
並
流
産
ハ
其
都
度
前
條
ノ
如
ク
其
町
村
衛
生
委
員
へ
届
出
可
シ

但
出
産
ノ
嬰
兒
産
所
二
死
亡
ト
ス
ル
カ
又
死
胎
分
娩
セ
シ
時
ハ
其
検
按
ノ
手
續
等
詳
細
取
調
届
出
可
シ

第
十
二
條
産
婆
ハ
免
状
無
ク
シ
テ
從
來
ノ
産
婆
ハ
無
鑑
札
管
業
ス
ル
事
ヲ
得
ス

（
第
二
條
）
（
第
七
条
）
。

取
締
心
得
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五
、
県
庁
に
お
い
て
は
前
條
の
手
続
き
経
て
学
術
相
當
の
者
へ
は
免
状
を
授
く
（
第
七
條
）
。

こ
れ
を
明
治
九
年
の
「
産
婆
営
業
假
規
則
」
と
比
較
す
る
と
、
産
婆
に
な
る
者
は
産
科
学
の
大
意
に
通
じ
る
者
で
あ
る
と
原
則
を
示
し
た
。

さ
ら
に
免
状
取
得
ま
で
の
手
続
き
を
実
験
証
書
を
取
得
し
た
上
で
、
試
験
を
受
け
、
県
免
許
の
下
付
を
受
け
る
、
実
験
証
書
ｌ
試
験
ｌ
免
状

制
と
成
文
化
さ
れ
た
。
ま
た
山
形
県
の
医
療
行
政
に
お
け
る
済
生
館
の
役
割
が
示
さ
れ
た
。

業
務
と
禁
止
事
項
及
び
罰
則
に
関
し
て
は
、
医
制
に
な
い
県
独
自
の
規
定
が
以
下
の
よ
う
に
み
ら
れ
る
。

一
、
難
産
に
係
わ
る
者
は
医
師
を
引
き
協
議
す
る
必
要
が
あ
る
、
妄
に
自
分
の
臆
断
で
危
険
な
手
術
を
施
し
て
は
い
け
な
い
（
第
九
條
）
。

二
、
産
婆
妊
婦
の
嘱
託
を
承
る
時
は
其
妊
婦
の
住
所
姓
名
年
令
等
を
詳
記
し
其
町
村
衛
生
委
員
へ
届
け
で
る
（
第
十
條
）
。

三
、
出
産
及
び
死
胎
分
娩
（
男
女
の
別
に
明
ら
か
に
す
る
）
並
び
に
流
産
は
其
の
都
度
前
條
の
如
く
其
町
村
衛
生
委
員
へ
届
出
る
。

但
出
産
の
嬰
児
産
所
で
死
亡
す
る
か
又
死
胎
分
娩
し
た
時
は
其
の
検
案
の
手
続
等
詳
細
に
取
調
べ
届
出
る
（
第
十
一
條
）
。

四
、
産
婆
は
免
状
無
く
し
て
営
業
す
る
事
が
で
き
な
い
（
第
十
二
條
）
。

明
治
九
年
の
「
産
婆
営
業
假
規
則
」
と
比
較
す
る
と
、
業
務
と
禁
止
事
項
に
つ
い
て
新
た
に
難
産
の
場
合
に
医
師
を
招
聰
す
る
、
嬰
児
の

死
亡
、
死
胎
分
娩
は
検
案
の
手
続
等
詳
細
に
調
べ
る
、
免
状
無
く
し
て
営
業
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
が
規
定
さ
れ
た
。
一
方
、
嬰
児
圧
殺

や
堕
胎
禁
止
の
見
聞
時
の
訴
出
、
及
び
訴
出
な
い
時
に
処
罰
さ
れ
る
、
産
婦
の
取
扱
方
は
丁
寧
を
壼
し
て
云
々
、
禁
止
事
項
の
無
鑑
札
営
業

及
び
生
死
届
出
し
な
い
者
へ
の
罰
則
に
関
す
る
事
項
は
削
除
さ
れ
た
。

さ
ら
に
、
「
産
婆
営
業
假
規
則
」
制
定
と
同
じ
日
に
布
告
さ
れ
た
「
郡
務
取
扱
規
定
」
（
十
二
年
十
月
丙
二
百
四
十
九
號
）
の
一
部
改
正
（
十
三

（
弱
）

年
八
月
廿
三
日
丙
第
二
百
十
號
）
に
よ
り
、
産
婆
試
験
実
施
が
規
定
さ
れ
、
山
形
新
聞
に
、
以
下
の
記
事
が
掲
載
さ
れ
た
。

官
七
産
婆
試
驍
願
の
事
○
丙
第
二
百
十
號
郡
役
所

本
年
〔
二
月
〕
丙
第
五
十
號
達
郡
務
取
扱
規
程
中
第
四
十
項
左
の
通
り
改
定
候
條
此
旨
相
達
候
事

第
四
十
項
産
婆
試
驍
願
を
調
理
す
る
事
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こ
の
時
点
で
山
形
県
の
産
婆
の
試
験
に
よ
る
免
状
制
が
本
格
的
に
実
施
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
規
則
制
定
さ
れ
た
明
治
十
三
年
、
従
来
開
業

者
で
仮
鑑
札
取
得
の
産
婆
の
数
は
百
六
○
名
、
内
訳
は
南
村
山
郡
一
七
名
、
東
村
山
郡
六
名
、
西
村
山
郡
一
八
名
、
北
村
山
郡
四
名
、
最
上

郡
二
名
、
飽
海
郡
一
三
名
、
東
田
川
郡
三
一
名
、
西
田
川
郡
一
五
名
、
西
置
賜
郡
一
五
名
、
東
置
賜
郡
一
二
名
、
南
置
賜
郡
一
四
名
で
あ
っ

た
。
翌
十
四
年
に
は
百
三
三
名
に
減
少
し
て
い
る
。

（
弱
）
、
（
帥
）

明
治
十
三
年
、
産
婆
一
人
当
り
出
産
数
は
百
二
四
・
七
三
、
十
四
年
七
○
・
一
八
で
あ
っ
た
。
全
国
及
び
東
京
の
産
婆
一
人
当
た
り
の
出

産
数
は
、
明
治
十
三
年
全
国
四
四
・
九
九
、
東
京
六
四
・
五
一
、
十
四
年
全
国
二
三
・
○
八
、
東
京
不
明
で
あ
る
。
山
形
県
の
登
録
産
婆
数

は
、
全
国
及
び
東
京
の
二
分
の
一
な
い
し
三
分
の
一
で
あ
っ
た
。
明
治
十
三
年
の
産
婆
一
人
当
た
り
の
出
産
数
は
、
全
国
平
均
の
二
・
七
七

（
㈹
）
、
（
団
）

倍
、
東
京
の
約
二
倍
、
十
四
年
は
、
全
国
平
均
の
三
・
○
四
倍
で
あ
っ
た
。

山
形
県
の
生
産
百
に
対
す
る
死
産
は
、
明
治
十
三
年
一
・
七
五
、
明
治
十
四
年
一
・
五
一
、
明
治
十
五
年
一
・
○
一
で
あ
っ
た
。
全
国
の

同
年
の
生
産
百
に
対
す
る
死
産
は
、
二
・
○
九
、
三
・
六
○
、
三
・
三
四
で
あ
っ
た
。
全
国
に
比
較
す
る
と
低
率
で
あ
る
が
、
明
治
十
四
年

八
月
二
十
日
山
形
県
令
三
島
通
庸
の
「
堕
胎
禁
止
・
育
児
救
助
二
付
論
達
」
や
明
治
九
年
「
産
婆
営
業
假
規
則
」
の
第
七
條
中
の
「
分
娩
セ

シ
兒
ヲ
厘
殺
ハ
勿
論
堕
胎
ノ
儀
從
來
御
制
禁
二
付
銘
々
嚴
重
相
心
得
若
シ
右
様
ノ
儀
見
聞
候
ハ
鼻
早
々
可
訴
出
情
ヲ
知
テ
不
訴
出
二
於
テ
ハ

屹
度
可
及
虚
分
事
」
等
か
ら
届
け
な
か
っ
た
た
め
の
数
値
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

産
婆
数
の
不
足
と
、
堕
胎
・
間
引
き
の
問
題
解
決
の
た
め
に
、
産
婆
数
確
保
の
施
策
と
し
て
多
人
数
の
産
婆
養
成
が
必
要
不
可
欠
と
な
っ

（
諏
）
１
（
認
）

に
分
割
し
て
掲
載
さ
れ
た

て
い
っ
た
。

明
治
十
三
年
八
月
廿
三
日
山
形
縣
令
三
島
通
庸
代
理
山
形
縣
少
書
記
官
深
津
無
一

言
山
形
新
聞
」
三
五
二
号
、
一
三
年
九
月
二
日
）

つ
い
で
、
「
産
婆
営
業
假
規
則
」
が
山
形
新
聞
の
一
頁
掲
載
の
本
縣
録
事
に
明
治
十
三
年
八
月
二
十
八
日
、
二
十
九
日
、
三
十
日
の
三
日
間
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山
形
県
に
お
い
て
は
明
治
十
三
年
、
新
「
産
婆
営
業
假
規
則
」
（
明
治
十
三
年
八
月
二
十
三
日
乙
第
百
五
十
二
號
）
に
よ
り
山
形
県
の
実
験
証

書
を
持
つ
者
に
試
験
を
行
い
、
免
状
と
仮
鑑
札
制
を
付
与
す
る
規
則
を
制
定
し
、
同
年
九
月
六
日
付
け
で
左
記
に
掲
げ
た
「
山
形
県
濟
生
館

得
し
た
。 第

十
二
條
産
婆
ハ
免
状
又
ハ
假
鑑
札
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ニ
ア
ラ
サ
レ
バ
螢
業
ス
ル
事
ヲ
得
ス

第
十
三
條
第
八
條
以
下
二
違
背
シ
タ
ル
者
ハ
刑
法
ヲ
以
テ
糾
治
セ
ラ
ル
ヘ
シ

右
を
追
加
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
改
正
前
の
「
産
婆
ハ
免
状
無
ク
シ
テ
從
來
ノ
産
婆
ハ
無
鑑
札
螢
業
ス
ル
事
ヲ
得
ス
」
を
よ
り
分
か
り
や

す
く
し
、
禁
止
事
項
に
違
背
す
る
者
の
罰
則
が
刑
法
で
示
さ
れ
た
。

無
免
状
又
は
無
仮
鑑
札
の
営
業
禁
止
を
徹
底
さ
せ
る
た
め
に
、
罰
則
を
厳
し
く
し
、
後
に
論
述
す
る
「
産
婆
傳
習
假
規
則
」
に
よ
る
教
育

を
受
け
さ
せ
る
施
策
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
免
状
制
と
仮
鑑
札
制
の
徹
底
を
図
り
、
「
産
婆
営
業
假
規
則
」
を
本
則
へ
切
り
替
え
る
た
め
に

必
要
な
施
策
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
｜
）
全
国
共
通
の
内
務
省
免
状
産
婆
養
成
開
始
Ｉ
「
山
形
県
濟
生
館
産
婆
教
場
規
則
」
「
山
形
県
濟
生
館
産
婆
生
徒
規
則
」
の
制
定

内
務
省
で
は
明
治
十
年
か
ら
産
婆
免
状
試
験
を
行
い
、
合
格
者
に
内
務
省
免
状
を
付
与
し
た
。
そ
れ
に
伴
い
東
京
府
で
は
東
京
府
病
院
産

婆
教
授
所
で
内
務
省
免
状
産
婆
教
育
を
開
始
し
た
。
明
治
十
四
年
の
廃
校
ま
で
五
年
間
、
同
所
の
卒
業
生
の
多
く
が
内
務
省
産
婆
免
状
を
取

（
腿
）

號
）
を
布
達
し
た
。

（
四
）
山
形
県
に
お
け
る
無
免
状
及
び
無
仮
鑑
札
の
営
業
禁
止
Ｉ
「
産
婆
螢
業
假
規
則
」
改
正

山
形
県
で
は
実
験
証
書
ｌ
試
験
ｌ
免
状
制
と
仮
鑑
札
制
の
徹
底
を
図
る
た
め
、
明
治
十
六
年
二
月
二
十
三
日
付
で
、
「
産
婆
営
業
假
規
則
」

（
明
治
十
三
年
八
月
二
十
三
日
乙
第
百
五
十
二
號
）
の
改
正
を
行
い
、
左
記
の
改
正
「
産
婆
営
業
假
規
則
」
（
明
治
十
六
年
二
月
二
十
三
日
乙
第
十
二

四
、
山
形
県
の
産
婆
養
成
政
策
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産
婆
教
場
規
則
」
（
乙
第
百
六
十
五
号
）
と
「
山
形
県
濟
生
館
産
婆
生
徒
規
則
」
（
乙
第
百
六
十
五
号
）
を
布
達
し
て
山
形
済
生
館
で
産
婆
養
成
を

里
、
Ｊ
Ｊ
牌

一
欣
｝

開
始
し
た
。專

ラ
産
婆
生
徒
ヲ
教
授
シ
兼
テ
産
婦
ノ
求
メ
ニ
應
シ
施
術
ス
該
掛
ハ
書
局
中
治
療
掛
及
筈
學
掛
二
隷
属
ス

山
形
県
は
産
婆
養
成
を
開
始
す
る
た
め
に
産
婆
教
師
を
採
用
し
、
産
婆
生
徒
の
教
授
に
当
た
ら
せ
る
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。
初
代
の
産

（
別
）

婆
教
授
掛
は
、
東
京
府
病
院
産
婆
教
授
所
の
卒
業
生
佐
藤
千
萬
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
産
婆
教
育
に
産
婆
が
当
た
っ
た
が
、
東
京
府
病
院
産

婆
教
授
所
に
お
い
て
は
教
師
は
医
師
で
あ
っ
た
。

今
般
山
形
濟
生
館
二
於
テ
既
二
産
婆
教
師
ヲ
雇
入
し
産
婆
生
徒
ヲ
召
募
別
紙
規
則
ノ
通
施
行
候
條
此
旨
布
達
候
事

山
形
縣
令
三
島
通
庸
代
理

明
治
十
三
年
九
月
六
日
山
形
縣
小
書
記
官
深
津
無
一

山
形
県
濟
生
館
産
婆
教
授
掛
職
制

「
山
形
県
濟
生
館
産
婆
教
場
規
則
」
（
明
治
十
三
年
八
月
二
十
三
日
乙
第
百
六
十
五
號
）

第
一
條
産
婆
生
徒
ヲ
分
テ
ニ
ト
シ
ー
ヲ
入
學
生
ト
シ
ニ
ヲ
通
學
生
ト
ス

第
二
條
入
學
ト
通
學
ト
ー
論
ナ
ク
都
テ
學
業
ノ
期
限
ハ
四
期
半
年
ヲ
一
期
ト
ス
即
二
年
卜
定
メ
初
メ
三
期
即
一
年
半
ノ
間
ハ
理
論
ヲ

主
ト
シ
終
り
一
期
即
半
年
間
ハ
模
像
並
二
妊
婦
二
就
キ
專
ラ
實
地
ノ
処
置
ヲ
教
フ

第
三
條
授
業
時
間
理
論
實
地
ヲ
併
セ
毎
日
二
時
間
乃
至
三
時
間
卜
定
ム

第
四
條
毎
期
ノ
終
り
試
驍
ヲ
行
上
落
第
ス
ル
者
ハ
再
上
前
期
ノ
学
科
ヲ
修
メ
シ
ム

第
五
條
四
期
間
教
授
終
ル
ノ
後
試
驍
ヲ
行
上
其
答
辨
ヲ
得
ル
者
ニ
ハ
卒
業
証
言
ヲ
與
フ

産
婆
教
授
掛
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佐
藤
千
萬
は
、
教
師
と
し
て
赴
任
し
た
山
形
県
済
生
館
で
の
教
育
に
、
東
京
府
病
院
産
婆
教
育
所
で
使
わ
れ
て
い
た
エ
ー
ナ
大
学
産
婦
人

第
六
條
生
徒
ハ
ニ
十
歳
以
上
三
十
歳
以
下
ノ
婦
人
ニ
シ
テ
普
通
文
書
差
支
ナ
キ
モ
ノ
ヲ
試
験
シ
毎
年
定
期
入
學
ヲ
許
ス

第
七
條
試
瞼
ハ
毎
年
二
期
ト
定
メ
七
月
十
日
ョ
リ
九
月
十
日
迄
ヲ
休
業
ト
ス

第
八
條
入
學
セ
ン
ト
欲
ス
ル
モ
ノ
ハ
左
ノ
証
書
ヲ
差
出
サ
ム

但
通
學
ハ
此
限
二
非
ス

第
九
條
學
科
ハ
左
ノ
四
期
二
分
シ

第
一
期
第
一
項
預
備
論

第
二
項
平
常
妊
娠
ノ
論

第
二
期
第
三
項
順
産
ノ
論

第
四
項
産
婆
及
哺
乳
期
中
ノ
常
法

第
五
項
妊
娠
中
異
常
ノ
經
過

第
三
期
第
六
項
分
娩
經
過
間
ノ
破
格

第
七
項
産
薄
哺
乳
期
中
ノ
障
害

第
八
項
産
婆
ノ
努
メ
薬
物
用
法
卒
然
不
良
ノ
症
候
起
ル
ー
臨
ミ
産
婆
ノ
所
置
産
婆
ノ
世
上
二
壼
ス
可
キ
義
務
及

其
官
府
二
對
ス
ル
關
係

實
地
演
習

第
四
期
以
上
諸
項
復
習

實
地
演
習
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科
教
授
枢
密
医
官
医
学
博
士
ベ
ル
ン
ハ
ル
ト
・
ジ
グ
ム
ン
ト
・
シ
ュ
ル
チ
ェ
、
の
産
婆
学
第
三
版
の
訳
書
山
崎
元
脩
訳
・
小
林
義
直
閲
『
朱

（
師
）
、
（
師
）

氏
産
婆
論
全
九
巻
』
（
東
京
府
病
院
明
治
十
年
～
十
二
年
）
を
教
科
書
と
し
て
使
い
、
そ
の
教
育
課
程
と
教
育
方
法
は
東
京
府
病
院
産
婆
教
授

（
碑
）
Ｉ
（
、
）

所
で
行
わ
れ
た
も
の
に
準
じ
て
い
た
。

「
山
形
県
濟
生
館
産
婆
生
徒
規
則
」
（
明
治
十
三
年
八
月
二
十
三
日
乙
第
百
六
十
五
號
）

第
一
條
生
徒
ノ
入
學
料
授
業
料
ハ
左
ノ
如
シ

金
弐
拾
五
銭
入
學
料

金
拾
弐
銭
五
厘
授
業
料
但
毎
月
納
ル
モ
ノ
ト
ス

第
二
條
生
徒
タ
ル
モ
ノ
品
行
ヲ
方
正
ニ
シ
規
則
ヲ
尊
守
シ
日
課
ヲ
勉
勵
ス
ヘ
シ

第
三
條
入
學
生
徒
ハ
午
前
第
六
時
寝
蓉
ヲ
離
し
身
体
ヲ
清
潔
ニ
シ
居
席
ヲ
濯
掃
ス
ヘ
シ

第
四
條
入
學
生
徒
ハ
午
後
第
十
時
ヲ
限
燈
火
ヲ
減
シ
午
前
第
六
時
迄
ヲ
睡
眠
時
間
ト
ス
ヘ
シ

第
五
條
入
學
生
徒
ハ
大
祭
日
日
曜
日
等
放
課
ノ
節
ハ
午
前
第
六
時
ョ
リ
午
後
第
六
時
迄
外
出
ヲ
許
ス
ヘ
シ

但
一
泊
以
上
ノ
外
出
ハ
保
証
人
連
印
ノ
願
書
ヲ
出
ス
ヘ
シ

第
六
條
入
學
生
徒
ハ
寄
宿
中
放
歌
吟
詠
ス
ヲ
得
ス
喧
嘩
口
論
ス
ル
ヲ
得
ス
建
物
及
器
物
ヲ
汚
損
ス
ル
ヲ
得
ス
同
學
中
互
二
金
銭
ヲ
貸

借
ス
ル
ヲ
得
ス
諸
商
人
ヲ
引
入
レ
ル
ヲ
得
ス

第
七
條
日
課
ノ
席
一
一
就
キ
テ
ハ
笑
語
雑
談
ス
ル
ヲ
得
ス
狼
リ
ニ
居
席
ヲ
離
ル
シ
ヲ
得
ス

第
八
條
前
條
ノ
規
則
二
違
反
ス
ル
モ
ノ
入
學
生
徒
ハ
情
ノ
輕
重
ヲ
酌
量
シ
テ
放
課
三
日
以
内
ノ
外
出
ヲ
禁
ス

第
九
條
入
學
卜
通
學
ト
ー
論
ナ
ク
或
ハ
怠
惰
ナ
ル
カ
或
ハ
不
品
行
ナ
ル
カ
ニ
テ
到
底
成
業
ノ
見
込
ナ
キ
モ
ノ
ハ
時
宜
二
因
り
退
学
セ

シ
ム
ル
コ
ト
ア
ル
ヘ
シ
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三
）
産
婆
教
師
に
よ
る
山
形
県
免
状
産
婆
養
成
開
始
Ｉ
「
産
婆
術
傳
習
假
規
則
」
制
定

明
治
十
三
年
の
山
形
県
に
お
け
る
産
婆
一
人
当
た
り
の
出
産
数
は
全
国
平
均
の
三
倍
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
山
形
県
で
は
産
婆
免

許
制
度
を
徹
底
さ
せ
る
事
、
無
免
許
・
無
鑑
札
の
産
婆
営
業
を
な
く
す
事
、
産
婆
養
成
を
急
ぐ
事
が
当
面
の
問
題
と
な
っ
た
。

（
別
）

そ
の
た
め
に
明
治
十
四
年
、
産
婆
の
速
成
を
目
指
し
て
左
記
の
「
産
婆
術
傳
習
假
規
則
」
を
制
定
し
た
。

こ
の
規
則
が
山
形
県
独
自
の
も
の
か
、
否
か
を
知
る
の
に
は
九
条
か
ら
な
る
「
山
形
県
濟
生
館
産
婆
生
徒
規
則
」
の
内
容
と
、
東
京
府
病

院
産
婆
教
授
所
の
生
徒
規
則
と
を
比
較
す
べ
き
で
あ
る
が
、
後
者
が
発
見
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
不
明
で
あ
る
。

以
上
、
山
形
県
済
生
館
産
婆
教
場
の
内
務
省
免
状
産
婆
教
育
は
東
京
府
よ
り
三
年
遅
れ
て
始
ま
っ
た
が
、
東
京
府
病
院
産
婆
教
授
所
の
卒

業
生
が
教
育
の
中
心
と
な
り
、
東
京
府
病
院
産
婆
教
授
所
の
教
育
方
法
を
踏
襲
し
た
形
で
あ
っ
た
。
当
初
か
ら
高
い
水
準
の
教
育
が
行
わ
れ

た
と
言
え
る
。

「
産
婆
術
傳
習
假
規
則
」
（
明
治
十
四
年
八
月
八
日
乙
百
十
六
号
）

第
一
條
管
内
ノ
産
婆
ヲ
養
成
セ
ン
カ
爲
メ
左
ノ
地
二
傳
習
所
ヲ
設
置
シ
濟
生
館
産
婆
教
授
掛
ヲ
派
遣
傳
習
セ
シ
ム

産
婆
傳
習
所
位
置
及
傳
習
人
集
合
匡
域

山
形
南
村
山
郡
、
天
童
東
村
山
郡
、
寒
河
江
西
村
山
郡
、
楯
岡
北
村
山
郡
、
新
庄
最
上
郡
、
酒
田
飽
海
郡
、

藤
島
東
田
川
郡
、
鶴
岡
西
田
川
郡
、
宮
西
置
賜
郡
、
高
畠
東
置
賜
郡
、
米
沢
南
置
賜
郡

但
事
宜
二
因
り
位
置
及
集
合
匡
域
ヲ
増
減
取
捨
ス
ル
事
ア
ル
ヘ
シ

第
二
條
傳
習
期
間
ハ
一
週
年
二
期
卜
定
メ
一
ヶ
所
一
期
ノ
日
數
大
凡
七
日
間
ト
ス

第
三
條
産
婆
教
授
掛
ヲ
派
出
セ
シ
ム
ル
時
ハ
豫
メ
各
所
巡
回
ノ
日
割
ヲ
定
メ
之
ヲ
通
告
ス
ヘ
シ



7ワワ
J竺昌高橋みや子：山形県における近代産婆制度成立過程に関する研究

第
四
條
從
来
ノ
産
婆
及
新
ダ
ニ
該
術
二
從
事
セ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
事
故
ナ
ク
シ
テ
傳
習
所
二
入
ラ
サ
ル
事
ヲ
得
ス

第
五
條
産
婆
傳
習
中
ハ
聰
テ
教
授
掛
ノ
指
揮
二
從
フ
ヘ
シ

第
六
條
傳
習
ノ
科
目
左
ノ
如
シ

第
一
期
第
一
婦
人
骨
盤
及
兒
体
ノ
大
意
附
産
婆
本
務
の
大
意

第
二
分
娩
力
分
娩
期
及
分
娩
經
過
ノ
大
意
附
胎
兒
骨
盤
ヲ
通
過
ス
ル
方
法

第
三
手
術
演
習

第
二
期
第
一
妊
婦
摂
生
法

第
二
受
胎
及
妊
娠
經
過
ノ
大
意

第
三
手
術
演
習

第
三
期
第
一
産
婦
ニ
關
ス
ル
要
件

第
二
陣
痛
異
状
ノ
大
意
附
虚
置
方
法
ノ
概
略

第
三
手
術
演
習

第
四
期
第
一
胎
兒
ノ
死
生
及
初
生
兒
ノ
大
意

第
二
異
状
産
ノ
概
喜
附
産
婦
頓
發
症
二
臨
テ
施
ス
ヘ
キ
虚
置
ノ
大
意

第
三
手
術
演
習

第
七
條
傳
習
濟
ノ
者
ヘ
ハ
其
證
書
ヲ
付
與
ス
ヘ
シ

第
八
條
傳
習
所
經
費
及
産
婆
教
授
掛
旅
費
日
當
等
ハ
地
方
税
衛
生
費
ノ
内
ョ
リ
支
給
ス
ヘ
シ

第
九
條
傳
習
中
ハ
傳
習
人
へ
出
席
日
数
二
應
シ
賄
料
ヲ
補
助
ス
ヘ
シ

但
傳
習
所
々
在
二
住
居
ノ
者
ハ
此
限
ニ
ァ
ラ
ス
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、
．
凡
設
一

戸
７
Ｊ
』

名
で
あ
っ
た
。

（
刀
）

と
子
孫
が
語
っ
て
い
る
。

こ
の
規
則
に
よ
り
、
山
形
済
生
館
の
産
婆
教
師
に
よ
る
管
内
の
巡
回
産
婆
教
育
が
始
ま
っ
た
。
巡
回
地
区
は
南
村
山
郡
、
東
村
山
郡
、
西

村
山
郡
、
北
村
山
郡
、
最
上
郡
、
飽
海
郡
、
東
田
川
郡
、
西
田
川
郡
、
西
置
賜
郡
、
東
置
賜
郡
、
南
置
賜
郡
の
十
一
郡
で
あ
っ
た
。

「
産
婆
術
傳
習
假
規
則
」
は
八
条
か
ら
成
り
、
「
産
婆
営
業
假
規
則
」
（
明
治
十
三
年
）
で
定
め
た
従
来
の
開
業
産
婆
及
び
新
規
の
者
で
実
験

証
書
を
取
得
し
、
試
験
を
受
け
る
事
が
困
難
な
者
に
免
許
を
与
え
る
た
め
に
制
定
さ
れ
た
規
則
で
あ
り
、
「
産
婆
営
業
假
規
則
」
（
明
治
十
三
年
）

を
補
助
す
る
た
め
の
規
則
で
あ
っ
た
。

参
加
は
自
由
参
加
で
強
制
で
は
な
か
っ
た
。
教
育
期
間
は
一
年
に
二
期
で
、
一
期
は
七
日
間
で
あ
っ
た
。
教
育
課
程
は
山
形
県
済
生
館
産

婆
教
場
の
教
育
課
程
を
簡
略
化
し
た
内
容
で
あ
っ
た
。
伝
習
済
み
の
者
へ
証
書
を
出
し
た
。
こ
の
証
言
は
、
山
形
県
の
産
婆
試
験
を
受
け
る

受
験
資
格
と
な
っ
た
。
合
格
者
に
山
形
県
か
ら
免
状
を
下
付
さ
れ
、
産
婆
営
業
が
許
可
さ
れ
た
。
こ
の
制
度
が
実
施
さ
れ
た
こ
と
を
裏
付
け

る
記
録
が
残
る
。
そ
の
一
つ
は
明
治
十
六
年
六
月
四
日
、
済
生
館
産
婆
教
師
佐
藤
千
萬
は
酒
田
医
会
所
（
十
全
堂
）
で
、
飽
海
郡
の
産
婆
試
験

（
犯
）

を
実
施
し
た
例
で
あ
る
。
そ
の
二
は
従
来
営
業
者
の
例
で
、

「
祖
母
は
、
慶
應
生
ま
れ
で
、
明
治
以
前
か
ら
の
左
沢
で
た
だ
一
人
の
取
り
上
げ
ば
あ
さ
ん
で
し
た
。
明
治
の
初
期
頃
よ
り
衛
生
法
の
法

律
が
出
来
て
、
無
免
許
で
は
取
り
上
げ
が
出
来
な
い
時
期
に
な
り
ま
し
た
。
役
場
よ
り
是
非
講
習
を
受
け
て
、
正
式
な
産
婆
に
な
っ
て

く
れ
と
の
願
出
に
、
祖
母
は
一
里
半
離
れ
た
、
寒
河
江
郡
役
所
ま
で
講
習
を
受
け
に
毎
日
一
週
間
通
っ
て
受
講
し
た
そ
う
で
す
。
結
果
、

「
産
婆
螢
業
山
形
県
平
民
右
免
許
候
事
」
の
よ
う
な
證
書
を
郡
役
所
よ
り
受
け
て
正
式
な
産
婆
と
し
て
看
板
を
上
げ
た
そ
う
で
す
。

当
時
七
日
間
の
日
当
を
二
円
五
十
銭
役
場
よ
り
戴
い
た
そ
う
で
す
」

と
こ
ろ
で
、
山
形
県
内
の
産
婆
数
は
、
明
治
十
五
年
百
七
八
名
、
明
治
十
六
年
二
百
四
三
名
、
明
治
十
七
年
不
明
で
あ
っ
た
。
産
婆
一
人

明
治
十
八
年
一
月
十
日
の
県
衛
生
課
報
告
に
よ
れ
ば
明
治
十
七
年
の
各
郡
産
婆
伝
習
生
徒
総
数
四
百
四
十
人
、
卒
業
見
込
数
二
百
八
十
七
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が表1産婆一人あたりの出産数
、

｜
｜
明
明
明
一
（
｜
）
山
形
県
免
許
鑑
札
制
を
施
行
す
る
た
め
「
産
婆
取
締
規
則
」
制
定

明
治
十
三
年
制
定
、
明
治
十
六
年
二
月
改
正
の
「
産
婆
営
業
假
規
則
」
に
よ
っ
て
産
婆
免
状
を
公
布
し
て
い
た

（
万
）

が
、
明
治
十
六
年
七
月
五
日
「
産
婆
取
締
規
則
」
（
明
治
十
六
年
七
月
五
日
乙
第
四
十
一
號
）
を
制
定
し
た
こ
と
に
よ
り
、
前
規
則
は
廃
止
さ
れ
た
。

こ
の
時
点
に
お
い
て
、
山
形
県
の
免
許
鑑
札
は
本
免
状
と
従
来
営
業
者
及
び
限
地
開
業
者
の
仮
免
状
の
二
種
と
な
っ
た
。

山形県（産婆）全国東京

(178）

(243）

(不明）

１
９
３
８

４
４
６
６

２
９
０
０

０
５
５
４

年
年
年

５
６
７

１
１
１

治
治
治

明
明
明

97．93

80.4

不明

当
た
り
出
産
数
は
、
明
治
十
五
年
九
七
・
九
三
、
明
治
十
六
年
八
○
・
四
四
で
あ
っ
た
。
全
国
及
び
東
京
に
お
け

る
産
婆
一
人
当
た
り
出
産
数
は
、
明
治
十
五
年
、
全
国
五
○
・
○
二
、
東
京
六
四
・
三
一
、
明
治
十
六
年
、
全
国

（
妬
）
、
（
布
）

四
五
・
○
九
、
東
京
六
四
・
八
九
で
あ
っ
た
（
表
一
）
・

山
形
県
と
全
国
及
び
東
京
の
産
婆
一
人
当
た
り
出
産
数
を
比
較
す
る
と
、
明
治
十
五
年
全
国
の
一
・
九
六
倍
、

東
京
の
一
・
五
二
倍
、
明
治
十
六
年
全
国
の
一
・
七
四
倍
、
東
京
の
一
・
二
三
倍
で
あ
っ
た
。
全
国
と
の
比
較
に

お
い
て
は
、
明
治
十
四
年
の
三
・
○
四
倍
、
十
六
年
の
一
・
七
四
倍
へ
と
急
速
に
減
少
し
続
け
た
。
東
京
と
の
比

較
に
お
い
て
も
明
治
十
三
年
の
一
・
九
三
倍
か
ら
明
治
十
六
年
の
一
・
二
三
倍
と
減
少
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
「
産
婆
術
傳
習
假
規
則
」
の
実
施
に
よ
っ
て
山
形
県
の
産
婆
数
が
増
加
し
、
産
婆
一
人
当
た
り
出

産
数
が
減
少
し
て
い
る
。
同
規
則
が
成
果
を
あ
げ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

な
お
生
産
百
に
対
す
る
死
産
は
、
十
五
年
一
・
○
一
、
十
六
年
一
・
一
七
で
あ
り
、
一
歳
未
満
の
死
亡
数
は
各
々

一
○
・
三
二
、
二
・
九
九
で
あ
っ
た
。
明
治
十
三
年
と
十
四
年
と
比
較
す
る
と
わ
ず
か
で
あ
る
が
、
減
少
傾
向

を
見
せ
て
い
る
。

五
、
山
形
県
免
許
鑑
札
制
の
制
定
と
産
婆
数
の
確
保
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（
｜
｜
）
「
産
婆
取
締
規
則
」
施
行
を
補
助
す
る
「
産
婆
術
傳
習
規
則
」
制
定

明
治
十
六
年
七
月
の
「
産
婆
取
締
規
則
」
制
定
後
、
産
婆
卒
業
証
書
鑑
札
制
の
徹
底
を
は
か
る
た
め
に
管
内
産
婆
全
員
に
関
し
て
強
制
力

（
沼
）

を
持
つ
「
産
婆
術
傳
習
規
則
」
（
明
治
十
八
年
五
月
二
十
五
日
乙
四
十
三
號
）
を
制
定
し
た
。

こ
の
規
則
の
施
行
で
産
婆
の
資
格
取
得
に
試
験
が
な
く
な
り
、
二
十
五
歳
以
上
で
教
育
を
受
け
て
得
た
産
婆
卒
業
証
書
と
保
証
人
と
し
て

戸
長
衛
生
委
員
連
署
の
上
、
郡
役
所
経
由
で
県
庁
に
免
許
を
請
う
鑑
札
制
に
変
換
し
た
。

「
産
婆
術
傳
習
規
則
」
（
明
治
十
八
年
五
月
二
十
五
日
乙
第
四
十
三
號
）

第
六
條
難
産
卜
認
メ
タ
ル
時
ハ
速
二
書
ヲ
引
キ
協
議
ス
ヘ
シ
自
己
ノ
臆
断
ヲ
以
テ
手
術
ヲ
施
ス
ヘ
カ
ラ
ス

第
七
條
此
規
則
二
違
背
シ
タ
ル
者
ハ
違
背
罪
ヲ
以
テ
虚
分
セ
ラ
ル
ヘ
シ

「
産
婆
取
締
規
則
」
（
明
治
十
六
年
七
月
五
日
乙
第
四
十
一
號
）

第
一
條
産
婆
ハ
産
婆
学
ノ
大
意
二
通
シ
満
二
十
五
歳
以
上
ノ
者
二
非
サ
レ
ハ
免
許
セ
ス

第
二
條
新
ダ
ニ
産
婆
ヲ
爲
サ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
産
婆
卒
業
證
書
若
ク
ハ
病
院
長
又
ハ
開
業
書
ノ
保
證
書
ヲ
添
へ
戸
長
衛
生
委
員
連
署
ノ

上
郡
役
所
ヲ
經
テ
縣
廉
へ
願
出
鑑
札
ヲ
請
ク
ヘ
シ

第
三
條
転
居
若
ク
ハ
鑑
札
ヲ
紛
失
穀
損
シ
タ
ル
時
ハ
其
事
由
ヲ
具
シ
更
二
鑑
札
ヲ
請
ク
ヘ
シ

第
四
條
屡
業
及
死
亡
若
ク
ハ
他
管
へ
轌
籍
寄
留
ス
ル
時
ハ
其
事
由
ヲ
具
シ
鑑
札
ヲ
返
納
ス
ヘ
シ

第
五
條
流
産
若
ク
ハ
死
胎
分
娩
ヲ
取
扱
上
又
ハ
出
産
ノ
嬰
児
産
所
二
死
亡
シ
タ
ル
時
ハ
詳
細
其
状
況
ヲ
産
婦
所
在
ノ
町
村
衛
生
委
員

へ
届
出
ツ
ヘ
シ
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明
治
十
四
年
「
産
婆
術
傳
羽

産
婆
卒
業
証
書
を
発
行
し
た
。

一
方
「
産
婆
術
傳
習
規
則
」

一
方
「
産
婆
術
傳
習
規
則
」
で
は
、
伝
習
に
つ
い
て
郡
役
所
が
参
加
者
や
出
席
の
管
理
を
行
う
体
制
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
管
内
の
産
婆

も
し
く
は
産
婆
営
業
希
望
者
全
員
を
対
象
に
し
て
、
出
席
で
き
な
い
場
合
に
は
郡
役
所
に
届
け
出
る
等
、
強
制
参
加
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
卒

業
証
書
は
鑑
札
を
請
う
資
格
と
な
っ
た
た
め
、
伝
習
終
了
後
に
試
験
の
上
、
成
績
を
確
認
し
た
上
で
卒
業
証
書
を
付
与
し
た
。

産
婆
教
師
は
、
山
形
県
済
生
館
産
婆
教
授
と
山
形
県
済
生
館
産
婆
教
場
卒
業
生
二
名
で
あ
り
、
分
担
し
て
県
内
の
伝
習
所
を
巡
回
し
た
。

「
産
婆
術
傳
習
規
則
」
は
施
行
後
約
一
年
、
明
治
十
九
年
四
月
二
十
七
日
乙
第
四
十
三
號
を
以
て
廃
止
さ
れ
た
。
廃
止
後
、
伝
習
所
は
講
習

（
ね
）

所
と
し
て
活
用
さ
れ
た
。
明
治
二
十
年
一
月
五
日
に
濟
生
館
産
婆
伝
習
所
卒
業
生
三
名
、
松
崎
ョ
ウ
等
が
同
校
の
教
師
に
な
り
、
巡
回
産
婆

養
成
を
実
施
し
た
。
そ
の
状
況
は
以
下
の
出
羽
新
聞
や
山
形
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
。

第
一
條
管
内
ノ
産
婆
ヲ
養
成
セ
シ
カ
爲
メ
各
郡
二
産
婆
術
傳
習
所
ヲ
設
ヶ
教
師
ヲ
派
遣
シ
テ
傳
習
セ
シ
ム

第
二
條
傳
習
所
ハ
左
ノ
箇
所
二
設
置
ス

南
村
山
郡
山
形
、
東
村
山
郡
天
童
、
西
村
山
郡
寒
河
江
、
北
村
山
郡
楯
岡
、
最
上
郡
新
庄
、
飽
海
郡
酒

田
、
東
田
川
郡
藤
島
、
西
田
川
郡
鶴
岡
、
西
置
賜
郡
宮
、
東
置
賜
郡
高
畠
、
南
置
賜
郡
米
澤

第
三
條
傳
習
期
ハ
一
週
年
二
回
ト
定
メ
ー
ヶ
所
一
回
日
數
凡
ソ
七
日
以
内
ト
ス

但
傳
習
期
日
ハ
郡
役
所
ョ
リ
通
告
セ
シ
ム
ヘ
シ

第
四
條
傳
習
ヲ
終
リ
タ
ル
者
ハ
試
検
ノ
上
卒
業
証
書
ヲ
附
與
ス
ヘ
シ

第
五
條
從
来
ノ
産
婆
卜
錐
モ
其
期
日
内
必
ス
傳
習
所
二
出
席
ス
ヘ
シ

但
止
ナ
キ
事
故
ア
リ
テ
出
席
ス
ル
能
ハ
ザ
ル
時
ハ
其
旨
郡
役
所
へ
届
出
ヘ
シ

「
産
婆
術
傳
習
假
規
則
」
と
比
較
す
る
と
「
假
規
則
」
は
県
が
主
催
し
た
が
任
意
参
加
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
終
了
者
全
員
に
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表2山形県内産婆数

明治18年明治19年
一
、
産
婆
教
師
巡
回
濟
生
館
産
婆
教
師
齋
藤
う
た
氏
は
本
月
十
五
日
西
田
川
郡
鶴
岡
よ
り
來
港
し
郡
内
産
婆
螢
業
者
を
酒
田
市
本
町

（
洲
）
、
（
帥
）

七
丁
目
十
全
堂
へ
参
集
せ
し
め
て
産
科
上
の
事
を
口
授
さ
れ
し
由
に
間
け
り

（
魂
）

一
、
十
月
十
五
日
濟
生
館
産
婆
教
師
齋
藤
宇
多
、
酒
田
十
全
堂
に
郡
内
産
婆
を
集
め
て
巡
回
指
導
。
十
六
日
、
産
婆
試
験
を
実
施
。

一
、
十
八
十
九
の
両
日
は
最
上
郡
書
學
講
習
所
に
於
て
郡
内
の
書
師
並
に
産
婆
螢
業
者
數
十
名
を
呼
ひ
集
ひ
豫
て
巡
回
中
産
婆
教
師
齋

（
鼬
）
、
（
肌
）

藤
歌
子
の
演
説
講
義
等
を
聴
問
せ
し
が
今
回
は
新
規
誉
業
者
も
數
あ
り
し
と
ゆ
ゑ
一
層
注
意
し
て
其
術
を
講
演
さ
れ
る
や
に
聞
く

（
路
）

一
、
十
月
二
十
日
濟
生
館
産
婆
第
一
期
卒
業
生
、
山
形
の
松
崎
よ
う
（
二
十
二
、
北
村
山
郡
産
婆
講
習
所
教
師
に
任
命

一
、
産
婆
講
習
会
一
昨
日
廿
六
よ
り
北
村
山
郡
楯
岡
騨
の
書
學
講
習
會
所
に
於
て
第
二
回
産
婆
講
習
會
を
開
設
せ
し
が
該
講
習
師
は

山
形
濟
生
館
産
婆
卒
業
生
松
崎
ョ
ウ
女
に
て
同
人
が
非
常
の
勉
強
と
懇
切
な
る
に
は
感
心
せ
し
も
多
か
り
と
尚
ほ
引
續
き
同
郡
東

（
師
）

根
村
及
び
尾
花
澤
村
の
二
ヶ
所
に
於
て
も
同
會
開
設
の
筈
な
り
と
云
ふ

南村山郡

東村山郡

西村山郡

北村山郡

最上郡

飽海郡

東田川郡

西田川郡

西置賜郡

東置賜郡

南置賜郡

０
３
３
０
２
２
３
１
０
８
５

１
１
１
２
５
５
２
２
２
１

０
３
５
１
３
４
７
７
０
８
３

１
１
２
２
５
９
２
２
３
１

計 247 321

こ
の
後
も
巡
回
産
婆
講
習
会
活
動
は
継
続
し
て
展
開
さ
れ
、
産
婆
卒
業
証
書
発

行
に
寄
与
し
た
。

こ
の
結
果
、
山
形
県
内
産
婆
数
は
、
表
一
一
に
示
し
た
よ
う
に
、
明
治
十
八
年
二

百
四
七
名
で
、
内
訳
は
南
村
山
郡
一
○
名
、
東
村
山
郡
一
三
名
、
西
村
山
郡
一
三

名
、
北
村
山
郡
二
○
名
、
最
上
郡
五
二
名
、
飽
海
郡
五
二
名
、
東
田
川
郡
二
三
名
、

西
田
川
郡
一
二
名
、
西
置
賜
郡
二
○
名
、
東
置
賜
郡
八
名
、
南
置
賜
郡
一
五
名
。

明
治
十
九
年
三
百
一
二
名
で
、
内
訳
は
南
村
山
郡
一
○
名
、
東
村
山
郡
一
三
名
、

西
村
山
郡
二
五
名
、
北
村
山
郡
一
二
名
、
最
上
郡
五
三
名
、
飽
海
郡
九
四
名
、
東

田
川
郡
二
七
名
、
西
田
川
郡
二
七
名
、
西
置
賜
郡
三
○
名
、
東
置
賜
郡
八
名
、
南

置
賜
郡
一
三
名
で
あ
っ
た
。
一
年
間
に
七
四
名
、
一
・
三
○
倍
の
増
加
と
な
っ
た
。
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表3生産に対する死産の割合
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(％）

高橋みや子

（
｜
）
内
務
省
免
状
と
山
形
県
免
許
鑑
札
を
位
置
づ
け
る
Ｉ
「
産
婆
螢
業
規
則
」
制
定

明
治
十
八
年
五
月
十
五
日
に
は
、
「
産
婆
術
取
締
規
則
」
を
廃
止
し
て
新
た
に
七
条
か
ら
成
る
「
産
婆
螢
業
規
則
」
（
明
治
十
八
年
五
月
十
五

（
卯
）

日
乙
三
十
六
號
）
を
布
告
し
た
。

山形県山形市米澤市「
産
婆
管
業
規
則
」
（
明
治
十
八
年
五
月
十
五
日
乙
三
十
六
號
）

｜
年
年
年

７
８
９

１
１
１

治
治
治

明
明
明

８
４
５

７
２
７

０
２
４

７
４
０
４

７
０１

３
５

Ｍ
哩
一

地
区
毎
の
増
加
が
著
明
な
郡
は
西
村
山
郡
一
三
名
か
ら
二
五
名
、
飽
海
郡
五
二
名
か
ら
九
四
名
、
西
田
川
郡
一
二

名
か
ら
二
七
名
、
西
置
賜
郡
二
○
名
か
ら
三
○
名
で
あ
り
、
一
・
一
三
倍
か
ら
一
・
九
二
倍
の
増
加
と
な
っ
た
。

産
婆
一
人
当
た
り
出
産
数
は
表
五
に
示
し
た
よ
う
に
、
明
治
十
八
年
七
八
・
三
三
、
明
治
十
九
年
六
九
・
七
八

（
飯
）
１
（
的
）

と
な
り
、
減
少
し
た
。
全
国
に
お
け
る
産
婆
一
人
当
た
り
出
産
数
は
、
明
治
十
九
年
、
三
八
・
三
○
で
あ
っ
た
。

全
国
と
比
較
す
る
と
、
十
六
年
に
一
・
七
四
倍
、
十
九
年
一
・
八
二
倍
と
横
ば
い
状
態
で
あ
っ
た
。
山
形
県
の
産

婆
数
は
増
加
し
た
が
、
全
国
的
に
も
産
婆
数
が
増
加
し
た
た
め
で
あ
っ
た
。

以
上
、
「
産
婆
術
傳
習
規
則
」
に
基
づ
く
巡
回
産
婆
養
成
に
よ
り
、
産
婆
数
は
急
増
し
、
産
婆
一
人
当
た
り
出
産

数
は
減
少
し
た
。

当
時
の
生
産
百
に
対
す
る
死
産
は
、
十
七
年
○
・
七
八
、
十
八
年
二
・
二
四
、
十
九
年
四
・
七
五
で
あ
り
、
市

街
地
に
お
い
て
は
、
十
八
年
山
形
七
・
○
七
、
米
澤
○
・
四
三
、
十
九
年
山
形
一
○
・
四
四
、
米
澤
四
・
二
五
で

あ
っ
た
。
死
産
は
増
加
傾
向
に
あ
り
、
特
に
市
街
地
に
お
い
て
多
か
っ
た
。
十
七
年
、
十
八
年
は
届
出
が
徹
底
せ

ず
、
数
値
が
低
い
と
考
え
ら
れ
る
。
山
形
県
か
ら
死
産
に
対
す
る
勧
告
等
は
出
さ
れ
て
い
な
い
。

』
、
、

｜
ノ

全
国
共
通
へ
の
道
、
産
婆
を
内
務
省
免
状
か
地
方
免
状
を
得
た
者
と
す
る
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表4 山 形 県 内 産 婆 数 （ 人 ）

全体従来開業者免許鑑札 第
四
條

第
五
條

第
一
條

第
二
條

第
三
條年

年
年
年
年

８
９
０
１
２

１
１
２
２
２

治
治
治
治
治

明
明
明
明
明

７
１
４
３
９

４
２
０
７
１

２
３
４
４
５

７
１
４
８
３

４
２
０
４
８

２
３
４
４
４

産
婆
螢
業
者
ハ
内
務
省
ノ
免
状
又
ハ
本
縣
ノ
免
許
鑑
札
ヲ
得
ダ
ル
者
ト
ス

新
夕
’
一
開
業
セ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
産
婆
術
卒
業
証
書
ヲ
以
テ
縣
廃
へ
願
出
免
許
鑑
札
ヲ
請
ク
ヘ
シ

産
婆
二
乏
シ
キ
地
二
限
り
郡
書
ノ
保
証
ニ
依
り
願
出
ツ
ル
モ
ノ
ハ
免
許
鑑
札
ヲ
附
與
ス
ル
事
ア
ル
ヘ
シ

但
内
務
省
免
許
ノ
産
婆
ニ
シ
テ
開
業
セ
ン
ト
ス
ル
時
ハ
免
状
嶌
相
添
届
出
へ
シ

難
産
卜
認
メ
タ
ル
時
ハ
速
二
書
ヲ
引
キ
其
見
込
二
任
ス
ヘ
シ

免
許
鑑
札
ヲ
紛
失
又
ハ
穀
損
シ
タ
ル
時
若
ク
ハ
氏
名
族
籍
ヲ
愛
換
シ
タ
ル
時
ハ
鑑
札
再
渡
若
ク
ハ
害
換
ヲ
願
出
へ
シ

第
六
條
廃
業
死
亡
又
ハ
他
管
へ
轌
籍
ス
ル
時
ハ
免
許
鑑
札
ヲ
返
納
ス
ヘ
シ

但
管
内
轌
居
ノ
節
ハ
速
二
届
出
ヘ
シ

５
８

第
七
條
此
規
則
ニ
關
ス
ル
願
届
ハ
衛
生
委
員
連
署
ノ
上
差
出
ス
ヘ
シ

２
３

「
産
婆
取
締
規
則
」
（
明
治
十
六
年
）
で
は
、
流
産
、
死
胎
分
娩
を
取
扱
っ
た
時
や
嬰
児
の
死
亡
時
の
産
婦
所

在
の
町
村
衛
生
委
員
へ
届
出
る
こ
と
及
び
違
背
し
た
時
に
は
違
背
罪
を
以
て
処
分
す
る
と
規
定
さ
れ
て
い
た

が
、
「
産
婆
営
業
規
則
」
（
明
治
十
八
年
）
で
は
罰
則
が
削
除
さ
れ
た
。

（
皿
）

さ
ら
に
明
治
二
十
一
年
三
月
六
日
に
は
、
出
産
の
際
、
産
婆
又
は
医
師
を
招
く
よ
う
訓
令
を
出
し
た
。

時
代
の
背
景
と
内
務
省
免
状
あ
る
い
は
免
許
鑑
札
制
に
対
応
す
る
た
め
、
東
京
や
山
形
県
濟
生
館
産
婆
教

（
帥
）
Ｉ
（
妬
）

場
、
産
科
医
に
弟
子
入
り
す
る
、
各
郡
の
産
婆
講
習
会
に
参
加
す
る
等
、
産
婆
養
成
は
活
発
に
な
っ
て
行
っ
た
。

こ
の
規
則
で
は
「
産
婆
取
締
規
則
」
（
明
治
十
六
年
）
で
定
め
て
い
た
、
二
十
五
歳
以
上
の
年
齢
制
限
が
な

く
な
っ
た
。
ま
た
、
産
婆
は
内
務
省
免
状
を
得
た
者
と
山
形
県
の
免
状
を
得
た
者
を
明
ら
か
に
区
別
し
て
い

る
○



０３

こ
の
結
果
、
明
治
十
八
年
以
後
二
十
二
年
ま
で
の
山
形
県
内
産
婆
数
と
免
許
は
、
表
四
に
示
し
た
と
お
り

７
１叺

京

的
で
あ
る
。
免
状
内
訳
は
免
許
鑑
札
二
五
名
と
従
来
開
業
者
か
ら
な
る
が
、
従
来
開
業
者
が
圧
倒
的
に
多
か
つ

東
認
た
。
産
婆
数
は
、
毎
年
七
四
名
、
八
二
一
名
、
六
九
名
、
四
六
名
と
順
調
に
増
加
し
た
。
山
形
県
の
免
許
鑑
札

究
数

研
産
の
産
婆
は
二
十
一
年
に
二
十
五
名
、
全
体
の
五
・
二
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
二
十

る
出
国
帥
妬
釦
縄
二
年
二
一
十
六
名
で
六
・
九
四
パ
ー
セ
ン
ト
と
増
加
し
た
。

醗
岬
全
犯
師
仙
仙

呪
国
弱
布
田
随

に
た
産
婆
一
人
当
た
り
出
産
数
は
、
明
治
十
八
年
七
八
・
一
三
一
、
明
治
十
九
年
全
５
５
６
７

程
あ

錘
人
県
調
氾
弼
訂
師

六
九
・
七
八
、
明
治
二
十
年
五
四
・
三
八
、
明
治
二
十
一
年
五
○
・
五
七
、

癖
雲
峨
氾
阻
弘
弧
弧
明
治
二
十
二
年
五
○
・
六
七
と
な
っ
た
。
年
毎
の
変
化
は
明
治
十
六
年
八
○
．
市
娚
調
酊
拓
的

四
四
か
ら
明
治
二
十
二
年
五
○
・
六
七
と
急
速
に
減
少
し
続
け
た
。
全
国
に
罪
鍔
０
４
６
８
‐

唾
５
の
１

代
表

年
年
年
年
年
お
け
る
産
婆
一
人
当
た
り
出
産
数
は
、
明
治
二
十
年
三
七
・
四
五
、
明
治
二
産

近
死

る

略
岨
別
皿
盟
十
一
年
四
○
・
五
○
、
明
治
二
十
二
年
四
○
・
三
三
で
あ
っ
た
。
東
京
に
お
る
市
岬
糾
妬
伽
的

お
一
蹄
蠅
蠅
蠅
蹄
一
け
る
産
婆
一
人
当
た
り
出
産
数
は
明
治
二
十
二
年
五
三
・
○
九
で
あ
っ
た
（
表
諦
岬
爪
皿
Ⅲ
皿
皿

け
（
理
‐
（
妬
）

に
に

県

五
）
。
産

形

生

祉
全
国
と
の
比
較
に
お
い
て
は
、
明
治
二
十
年
一
・
四
五
倍
、
二
十
二
年
一
・
二
五
倍
と
横
ば
い
状
態
で
あ
県
４
５
０
２
４

６
形
２
７
９
８
１

軒
っ
た
の
に
対
し
、
東
京
と
の
比
較
に
お
い
て
は
明
治
二
十
二
年
の
時
点
で
○
・
九
五
倍
と
低
く
な
っ
た
。
表
山
２
４
４
６
８

み橋
以
上
、
山
形
県
の
産
婆
数
は
増
加
し
、
産
婆
一
人
当
た
り
出
産
数
は
全
国
平
均
に
近
づ
き
、
東
京
と
同
率

吉
同

年
年
年
年
年

に
な
っ
て
行
っ
た
。
山
形
県
の
免
許
鑑
札
は
、
全
体
の
約
七
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
り
、
山
形
県
の
免
許
鑑
札
制
８
９
０
１
２

１
１
２
２
２

は
順
調
に
進
行
し
始
め
た
。
治
治
治
治
治

明
明
明
明
明

当
時
の
全
国
、
山
形
県
、
市
街
地
に
お
け
る
生
産
百
に
対
す
る
死
産
を
表
六
に
示
し
た
。
死
産
は
市
街
地
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全
国
の
内
務
省
免
状
産
婆
数
は
、
明
治
十
九
年
二
七
四
名
、
全
体
の
○
・
九
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
二
十
年
三
三
八
名
、
一
・
一
三
パ
ー
セ
ン

ト
、
明
治
二
十
一
年
四
五
七
名
、
一
・
四
八
パ
ー
セ
ン
ト
、
明
治
二
十
二
年
六
二
名
、
一
・
九
○
パ
ー
セ
ン
ト
と
年
々
増
加
し
た
。
山
形

県
免
許
鑑
札
は
、
県
内
全
産
婆
の
六
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
と
軌
道
に
の
り
順
調
に
進
行
し
た
。
こ
の
頃
、
明
治
二
十
二
年
九
月
十
四
日
、
「
産
婆

管
業
規
則
」
（
明
治
十
八
年
乙
三
十
六
號
）
は
廃
止
さ
れ
た
。

新
た
に
内
務
省
免
状
と
地
方
庁
免
状
（
山
形
県
免
状
）
の
二
つ
の
免
状
を
対
等
に
位
置
づ
け
た
左
記
の
「
産
婆
螢
業
取
締
規
則
」
（
明
治
二
十

（
Ｗ
）
（
鵬
）

二
年
九
月
十
四
日
、
縣
令
第
七
十
四
號
）
を
制
定
し
、
明
治
二
十
二
年
九
月
十
四
日
の
「
山
形
縣
報
第
五
百
弐
拾
三
號
縣
令
」
に
掲
載
さ
れ
た
。

明
治
二
十
三
年
か
ら
山
形
県
統
計
書
で
は
内
務
省
免
状
は
内
務
省
免
状
、
山
形
県
の
免
許
鑑
札
及
び
従
来
営
業
者
と
地
域
限
定
営
業
産
婆

を
本
県
免
状
と
表
記
し
た
．
衛
生
局
年
報
で
は
内
務
省
免
状
と
地
方
庁
免
状
と
表
記
し
た
。

で
急
激
に
増
加
し
て
い
る
。
全
国
の
出
生
百
に
対
す
る
死
産
は
増
加
傾
向
で
あ
っ
た
。
山
形
県
と
全
国
を
比
較
す
る
と
、
十
九
年
か
ら
二
十

年
は
山
形
県
が
低
か
っ
た
が
、
二
十
一
年
か
ら
二
十
二
年
に
は
山
形
県
が
高
く
な
っ
て
い
る
。

衛
生
局
は
既
に
死
産
の
多
さ
を
問
題
視
し
、
衛
生
局
第
八
次
年
報
（
自
明
治
十
五
年
七
月
至
明
治
十
六
年
）
に
お
い
て
、
地
方
別
で
は
東
北
地

方
山
形
県
、
秋
田
県
、
青
森
県
、
中
国
地
方
島
根
県
、
四
国
地
方
愛
媛
県
、
関
東
地
方
茨
城
県
、
千
葉
県
等
に
多
く
、
市
街
地
と
郡
部
で
は

（
妬
）

市
街
地
に
多
く
、
公
生
と
私
生
で
は
私
生
に
非
常
に
多
い
。
各
府
県
毎
に
多
寡
異
同
が
あ
る
の
で
、
詳
悉
す
る
よ
う
勧
告
を
出
し
て
い
た
。

（
三
全
国
共
通
へ
の
道
、
産
婆
を
内
務
免
状
か
地
方
庁
免
状
（
山
形
県
免
許
鑑
札
）
を
得
た
者
に
限
る
と
す
る
Ｉ
産
婆
螢
業
取
締
規
則
」

「
産
婆
管
業
取
締
規
則
」
（
明
治
二
十
二
年
九
月
十
四
日
縣
令
第
七
十
四
號
）

第
一
條
産
婆
ハ
内
務
省
ノ
免
状
又
ハ
本
縣
ノ
免
許
鑑
札
ヲ
得
タ
ル
モ
ノ
皇
外
螢
業
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

の
制
定
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教
育
と
資
格
取
得
に
関
し
て
三
種
類
の
形
態
を
示
し
た
。

一
、
産
婆
は
内
務
省
の
免
状
又
は
本
県
の
免
許
鑑
札
を
得
た
も
の
の
み
が
営
業
で
き
る
（
第
一
條
）
。

二
、
新
た
に
営
業
す
る
者
は
卒
業
証
書
写
し
を
添
え
郡
市
役
所
経
由
で
県
庁
へ
願
出
、
免
許
鑑
札
を
請
う
、
但
内
務
省
免
許
の
者
で
開
業

す
る
時
は
免
状
写
し
を
添
え
届
出
る
（
第
二
條
）
。

三
、
産
婆
の
乏
し
い
地
方
に
限
り
郡
医
の
簡
易
試
験
を
受
け
其
保
証
書
を
添
え
願
出
る
者
に
免
許
鑑
札
を
付
与
す
る
こ
と
が
あ
る
（
第
三

第
二
条
新
ダ
ニ
螢
業
セ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ハ
卒
業
證
書
ヲ
添
へ
郡
市
役
所
ヲ
經
縣
廃
へ
願
出
免
許
鑑
札
ヲ
請
ク
ヘ
シ

但
内
務
省
免
許
ノ
モ
ノ
ニ
シ
テ
開
業
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
免
状
嶌
ヲ
添
へ
届
出
ツ
ヘ
シ

第
三
條
産
婆
二
乏
シ
キ
地
方
ニ
限
り
郡
醤
ノ
簡
易
試
驍
ヲ
受
ケ
其
保
證
書
ヲ
添
願
出
ツ
ル
モ
ノ
ニ
ハ
免
許
鑑
札
ヲ
附
與
ス
ル
コ
ト
ァ

第
四
條
難
産
卜
認
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
速
二
書
ヲ
招
キ
其
見
込
二
任
ス
ヘ
シ

第
五
條
免
許
鑑
札
ヲ
遺
失
又
ハ
段
損
シ
タ
ト
キ
若
ク
ハ
氏
名
族
籍
ヲ
簔
換
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
鑑
札
再
渡
又
ハ
書
換
ヲ
願
出
ツ
ヘ
シ

但
管
内
轌
居
ノ
節
ハ
速
二
届
出
ツ
ヘ
シ

第
六
條
屡
業
死
亡
又
ハ
他
官
へ
縛
籍
ス
ル
ト
キ
ハ
免
許
鑑
札
ヲ
返
納
ス
ヘ
シ

但
管
内
榑
居
ノ
節
ハ
速
二
届
出
ツ
ヘ
シ

第
七
條
此
規
則
第
一
條
第
四
條
二
違
犯
シ
タ
ル
モ
ノ
其
他
不
正
ノ
行
為
ア
ル
ト
キ
ハ
弐
拾
五
銭
以
上
壹
円
九
拾
五
銭
以
下
ノ
科
料
二

條
、一

○ 前
項
ノ
虚
分
ヲ
受
ケ
タ
ル
モ
ノ
ハ
其
情
状
ニ
ョ
リ
螢
業
ヲ
停
止
若
ク
ハ
禁
止
ス
ル
コ
ト
ァ
ル
ヘ
シ

虚
ス

ル
ヘ
シ
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表7山形県内産婆数と免状内訳（人）ズ

四
、
免
許
鑑
札
を
遺
失
又
は
穀
損
し
た
時
若
し
く
は
氏
名
族
籍
を
変
換
し
た
時
は
鑑
札
再
渡
し
又
は
書
換
を
願
出
る
（
第
五
條
）
・

五
、
廃
業
、
死
亡
又
は
他
官
へ
移
籍
す
る
時
は
免
許
鑑
札
を
返
納
す
る
（
第
六
條
）
。

「
産
婆
管
業
規
則
」
（
明
治
十
八
）
と
比
較
す
る
と
、
産
婆
は
内
務
省
免
状
又
は
本
県
の
免
許
鑑
札
を
得
た
者
の
外
営
業
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
強
調
し
た
。
鑑
札
の
扱
い
に
つ
い
て
具
体
的
に
規
定
し
た
。
営
業
手
続
き
に
関
し
て
卒
業
証
書
の
写
し
を
添
え
郡
市
役
所
を
経
て
と
、

具
体
的
に
な
っ
た
。
限
地
開
業
産
婆
の
場
合
に
も
郡
医
の
簡
易
試
験
を
受
け
そ
の
保
証
書
を
添
え
て
願
い
出
る
者
と
、
単
な
る
郡
医
の
保
証

か
ら
試
験
を
導
入
す
る
な
ど
質
の
保
障
を
図
っ
た
。

産婆数内務省免状本県免状

年
年
年
年
年
年
年
年
年

３
４
５
６
７
８
９
０
１

２
２
２
２
２
２
２
３
３

治
治
治
治
治
治
治
治
治

明
明
明
明
明
明
明
明
明

３
０
２
５
３
４
９
６
６

５
０
６
７
０
４
３
６
９

５
６
６
６
７
７
７
７
７

１
４
５
５
５
５
５
６
８

２
６
７
０
８
９
４
０
８

５
９
５
７
９
３
３
６
８

５
５
６
６
６
７
７
７
７

業
務
と
罰
則
に
関
す
る
規
定
は
二
種
類
示
し
た
。

一
、
難
産
の
場
合
に
は
速
や
か
に
医
師
を
招
聰
し
、
そ
の
診
断
に
任
せ
る
（
第
四
條
）
。

二
、
規
則
第
一
條
第
四
條
に
違
背
し
た
者
、
そ
の
他
不
正
行
為
が
あ
る
時
は
試
拾
五
銭
以

上
壹
円
九
拾
五
銭
以
下
の
科
料
に
処
す
。
前
項
の
処
分
を
受
け
た
者
は
其
情
状
に
依

り
営
業
を
停
止
若
し
く
は
禁
止
す
る
こ
と
が
あ
る
（
第
七
條
）
。

「
産
婆
螢
業
規
則
」
（
明
治
十
八
年
）
と
比
較
す
る
と
、
こ
の
規
則
に
関
す
る
願
い
届
、
例
え

ば
免
許
鑑
札
の
返
納
等
、
衛
生
委
員
連
署
の
上
差
出
す
は
削
除
さ
れ
た
。
罰
則
と
賞
罰
が
具

体
的
に
示
さ
れ
、
罰
金
の
場
合
に
は
科
料
の
金
額
も
示
さ
れ
、
営
業
停
止
や
営
業
禁
止
も
あ

る
と
実
施
可
能
な
形
で
明
記
さ
れ
た
。

以
上
、
衛
生
委
員
連
署
の
区
単
位
の
形
態
は
廃
止
さ
れ
、
郡
役
所
経
由
で
県
庁
に
届
け
出

る
衛
生
事
務
組
織
が
完
成
し
た
。
こ
の
後
、
明
治
三
十
二
年
「
産
婆
規
則
」
制
定
ま
で
山
形

県
の
規
則
改
正
は
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
山
形
県
の
免
許
鑑
札
制
は
こ
の
時
点
で
完
成
し
た

と
考
え
ら
れ
る
。
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表8産婆一人あたり出産数（人）明し

734

こ
の
時
期
の
、
山
形
県
内
産
婆
数
と
免
許
数
と
の
関
係
は
表
七
に
示
し
た
。
産
婆
数
は
、
毎
年
一
三
名
か
ら
六
二
名
の
間
で
順
調
に
増
加

し
た
。
免
許
別
に
み
る
と
そ
の
大
半
は
山
形
県
免
状
で
あ
り
、
内
務
省
免
状
の
比
率
は
明
治
二
十
三
年
一
名
、
○
・
一
八
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら

明
治
三
十
一
年
八
名
、
一
・
○
○
パ
ー
セ
ン
ト
と
ほ
と
ん
ど
増
加
し
な
か
っ
た
。

（
川
）
Ｉ
（
川
）

明
治
二
十
三
年
か
ら
の
山
形
県
と
全
国
の
産
婆
一
人
当
た
り
出
産
数
は
、
表
八
に
示
し
た
。
山
形
県
の
産
婆
一
人
あ
た
り
の
出
産
数
を
全

る
形
態
は
継
続
し
て
い
た
。

（
的
）

明
治
二
十
九
年
十
二
月
十
七
日
、
米
澤
で
産
婆
試
験
が
行
わ
れ
八
名
が
受
験
し
た
記
事
か
ら
各
郡
毎
に
産
婆
試
験
の
上
卒
業
証
書
を
与
え

東京山形 県 全 国

年
年
年
年
年
年
年
年
年

３
４
５
６
７
８
９
０
１

２
２
２
２
２
２
２
３
３

治
治
治
治
治
治
治
治
治

明
明
明
明
明
明
明
明
明

８
９
８
０
８
６
６
４
５

６
９
０
８
７
４
７
８
９

７
１
１
９
８
８
７
１
６

４
４
４
３
３
３
３
４
３

７
６
６
３
７
３
８
２
０

０
３
８
５
０
８
９
４
６

８
５
９
８
９
９
０
１
１

３
３
３
３
３
３
４
４
４

27.51

27．95

表9生産に対する死産の割合（人）

山 形県山形市米澤市

年
年
年
年
年
年
年
年
年

３
４
５
６
７
８
９
０
１

２
２
２
２
２
２
２
３
３

治
治
治
治
治
治
治
治
治

明
明
明
明
明
明
明
明
明

６
８
９
０
２
１
５
２
２

９
５
４
４
４
７
２
５
５

９
０
１
１
９
１
３
１
０

１
１
１
１

１
１
１
１

５
０
１
７
６
４
０
８
７

０
０
１
５
４
２
８
４
８

７
１
３
４
４
３
４
２
９

１
１
１
１
１
１
１

３
７
７
５
５
０
５
７
５

８
１
８
０
６
１
４
２
５

５
０
０
５
５
３
２
０
９

１
２
２
２
２
２
２
２

国
平
均
と
比
較
す
る
と
、
明
治
二
十
三
年
は

山
形
県
が
全
国
の
一
・
二
五
倍
あ
っ
た
が
、

二
十
六
年
に
は
一
・
○
三
と
ほ
ぼ
同
じ
と
な

り
、
二
十
七
年
に
は
○
・
九
九
、
三
十
一
年

が
○
・
八
八
と
全
国
平
均
を
下
回
る
よ
う
に

な
っ
た
。
東
京
に
お
け
る
産
婆
一
人
当
た
り

出
産
数
は
明
治
二
十
八
年
二
七
・
五
一
、
明

治
三
十
一
年
二
七
・
九
五
と
低
い
。
そ
の
上
、

東
京
の
内
務
省
免
状
の
比
率
は
二
十
八
年
で

六
一
・
八
九
、
三
十
一
年
六
四
・
六
○
と
半

（
川
）
Ｉ
（
川
）

数
以
上
を
占
め
て
い
た
。

以
上
、
山
形
県
の
産
婆
数
は
増
加
し
、
産

婆
一
人
当
た
り
出
産
数
は
全
国
平
均
よ
り
下
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度
が
機
能
し
た
。

一
歳
未
満
の
死
亡
は
、
二
十
四
年
一
七
・
九
三
、
二
十
五
年
二
○
・
二
一
、
二
十
六
年
一
九
・
八
八
、
二
十
八
年
二
○
・
五
七
、
三
十
年

二
八
・
六
四
、
三
十
一
年
二
九
・
五
○
と
増
加
傾
向
に
あ
っ
た
。

以
上
、
山
形
県
の
場
合
に
は
、
明
治
二
十
二
年
「
産
婆
営
業
取
締
規
則
」
制
定
後
、
産
婆
数
は
順
調
に
増
加
し
、
全
国
並
に
な
っ
た
。
し

か
し
、
地
方
庁
免
許
で
あ
る
山
形
県
免
許
鑑
札
が
多
く
、
内
務
省
免
状
は
非
常
に
少
な
い
状
態
が
問
題
で
あ
っ
た
。
死
産
が
全
国
で
も
高
率

で
あ
っ
た
が
、
明
治
三
十
一
年
に
至
り
急
激
に
下
降
し
、
全
国
並
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
は
公
生
と
私
生
の
問
題
、
前
の
時
代
か
ら
の
貧
困
の

問
題
も
関
連
し
て
い
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
一
歳
未
満
の
死
亡
が
変
化
し
な
い
の
は
、
産
婆
の
み
の
関
連
で
な
く
医
療
水
準
の
問
題
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
間
母
子
保
健
対
策
と
産
婆
の
活
動
に
関
し
て
は
、
今
後
研
究
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。

明
治
三
十
二
年
、
全
国
統
一
法
規
「
産
婆
規
則
」
（
明
治
三
十
二
年
七
月
十
八
日
勅
令
三
百
四
十
五
號
）
が
制
定
さ
れ
る
ま
で
、
十
年
間
こ
の
制

ま
わ
っ
た
。
し
か
し
山
形
県
の
免
状
は
県
免
許
が
圧
倒
的
多
数
を
占
め
た
。
ま
た
山
形
県
の
産
婆
一
人
あ
た
り
の
出
産
数
を
東
京
府
と
比
較

す
る
と
東
京
府
の
一
・
三
二
倍
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
内
務
省
免
状
の
比
率
で
は
東
京
府
の
六
四
・
六
分
の
一
で
あ
っ
た
。

当
時
の
生
産
百
に
対
す
る
死
産
は
、
表
九
に
山
形
県
全
体
と
、
山
形
市
、
米
澤
市
の
市
街
地
に
数
値
を
示
し
た
。

全
国
の
生
産
百
に
対
す
る
死
産
は
二
十
三
年
か
ら
二
十
五
年
ま
で
八
・
台
で
、
二
十
六
年
か
ら
三
十
一
年
ま
で
九
・
台
で
あ
っ
た
。
山
形

県
と
全
国
を
比
較
す
る
と
、
山
形
県
全
体
の
値
は
二
十
四
年
か
ら
急
増
し
、
宮
城
、
埼
玉
、
千
葉
、
茨
城
、
愛
知
、
島
根
、
高
知
と
並
ん
で

高
率
県
に
な
っ
て
い
た
。
二
十
五
年
に
は
全
国
八
・
七
四
に
対
し
て
山
形
一
三
・
二
で
埼
玉
、
千
葉
、
茨
城
、
高
知
と
共
に
超
高
率
県
に

な
っ
た
。
二
十
六
年
に
は
全
国
九
・
二
四
に
対
し
山
形
県
一
四
・
五
七
で
、
高
知
と
並
び
最
も
高
率
県
と
な
り
、
さ
ら
に
二
十
七
年
に
は
全

国
で
最
も
高
率
県
と
な
っ
た
。
二
十
八
年
か
ら
二
十
九
年
は
、
全
国
が
九
・
台
に
対
し
山
形
県
は
一
三
・
か
ら
一
四
・
台
で
埼
玉
、
千
葉
、

茨
城
、
福
島
、
愛
媛
、
鳥
取
と
共
に
高
率
県
で
あ
っ
た
。
三
十
年
に
下
降
傾
向
が
現
れ
、
三
十
一
年
に
急
激
に
下
降
し
九
・
八
三
と
な
り
全

国
の
九
・
八
八
と
並
ん
だ
。
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明
治
三
十
二
年
に
勅
令
産
婆
規
則
が
制
定
さ
れ
た
が
、
そ
れ
に
先
だ
っ
て
「
内
務
省
衛
生
局
年
報
」
明
治
三
十
一
年
に
、
庶
務
の
梗
概
の

中
に
「
中
央
衛
生
會
本
年
中
内
務
大
臣
ヨ
リ
諮
問
セ
ラ
レ
タ
ル
重
大
ナ
ル
事
項
ハ
左
ノ
如
シ
」
と
し
て
「
一
産
婆
規
則
勅
令
案
及
産
婆
試

（
Ｗ
）

験
規
則
省
令
案
」
の
検
討
起
案
が
な
さ
れ
た
、
と
中
央
衛
生
会
に
お
い
て
産
婆
規
則
勅
令
案
と
産
婆
名
簿
登
録
規
則
の
省
令
案
に
つ
い
て
検

討
が
始
ま
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
検
討
に
先
だ
っ
て
内
務
省
衛
生
局
は
、
産
婆
と
出
産
の
割
合
に
つ
い
て
調
査
し
て
、
明
治
三
十
年
、
三
十
一
年
の
衛
生
局
年
報
に
、

結
果
を
次
の
よ
う
に
報
告
し
て
い
る
。

明
治
三
十
年
の
年
報
で
は
「
本
年
中
全
國
出
産
ノ
總
数
ト
ノ
割
合
ハ
産
婆
一
人
二
對
シ
出
産
四
十
一
人
四
分
二
厘
二
該
當
シ
之
レ
ヲ
地
方

二
就
テ
見
レ
ハ
其
割
合
ノ
最
モ
少
ナ
キ
ハ
奈
良
縣
ニ
シ
テ
産
婆
一
人
二
付
出
産
二
十
二
人
七
分
次
ハ
東
京
府
ニ
シ
テ
産
婆
一
人
二
付
出
産
二

十
五
人
五
分
一
厘
又
其
最
モ
多
キ
地
方
ハ
山
梨
縣
ニ
シ
テ
産
婆
一
人
二
付
出
産
四
百
八
十
八
人
之
二
次
ハ
徳
島
縣
ニ
シ
テ
産
婆
一
人
二
付
出

（
川
）

産
二
百
五
十
人
一
分
六
厘
に
當
し
り
」
と
あ
り
、
同
三
十
一
年
の
報
告
に
は
、
「
本
年
中
一
一
於
ケ
ル
出
生
數
ト
産
婆
ト
ノ
割
合
ハ
平
均
出
産
四

十
一
人
六
分
二
産
婆
一
人
ノ
割
合
二
該
リ
之
ヲ
前
年
度
二
比
ス
ル
ニ
一
分
八
厘
ノ
増
加
ナ
リ
而
シ
テ
各
地
方
二
就
テ
見
レ
ハ
其
ノ
割
合
ノ
最

モ
少
ナ
キ
ハ
岐
阜
縣
二
八
・
五
四
）
ニ
シ
テ
。
：
中
略
：
・
一
府
十
縣
亦
之
二
次
ケ
リ
其
ノ
他
平
均
以
下
ノ
地
方
ハ
熊
本
、
青
森
、
和
歌
山
、
三

重
、
福
島
、
石
川
、
山
形
、
滋
賀
、
大
阪
、
宮
城
、
京
都
ノ
ー
府
九
縣
ナ
リ
又
其
ノ
割
合
ノ
最
モ
多
キ
ハ
山
梨
縣
（
四
八
七
・
九
一
）
、
ニ
シ
テ

（
川
）

徳
島
縣
（
三
三
一
・
六
七
）
之
二
次
ケ
リ
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
最
近
十
年
間
の
平
均
に
つ
い
て
「
最
近
十
年
間
ノ
平
均
最
近
十
箇
年
二
於
ケ
ル
産
婆
ノ
平
均
數
ハ
内
務
省
免
許
千
八
百
三
十

五
人
地
方
廃
免
許
三
萬
千
九
百
七
十
一
人
合
計
三
萬
三
千
八
百
六
人
ニ
シ
テ
産
婆
一
人
二
對
ス
ル
出
産
ノ
割
合
ハ
三
十
六
人
二
分
九
厘
二
該

八
、
全
国
統
一
法
規
「
産
婆
規
則
」
制
定
と
、
全
国
共
通
の
産
婆
試
験
制
と
産
婆
名
簿
登
録
制
の

確
立
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（
川
）

し
り
」
と
報
告
さ
れ
、
産
婆
規
則
制
定
に
出
産
と
産
婆
の
割
合
を
一
つ
の
指
標
に
し
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
明
治
三
十
二
年
七
月
十
八
日
、
左
記
の
「
産
婆
規
則
」
（
明
治
三
十
二
年
七
月
十
八
日
勅
令
三
百
四
十
五
号
）
、
「
産
婆
試
験
規
則
」
（
明

（
剛
）
、
（
Ⅲ
）

治
三
士
一
年
九
月
六
日
省
令
第
四
十
七
號
）
、
「
産
婆
名
簿
登
録
規
則
」
（
明
治
三
十
二
年
九
月
六
日
省
令
第
四
十
八
號
）
が
制
定
さ
れ
た
。
「
産
婆
規

（
鯉
）

則
」
は
山
形
縣
報
第
二
○
一
三
號
に
掲
載
さ
れ
た
。

第
二
條
産
婆
試
験
ハ
地
方
長
官
之
ヲ
學
行
ス

第
三
條
一
箇
年
以
上
産
婆
ノ
学
術
ヲ
修
業
シ
タ
ル
者
一
一
非
サ
レ
ハ
産
婆
試
験
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

第
四
條
産
婆
名
簿
ハ
地
方
長
官
之
ヲ
管
理
ス
産
婆
名
簿
二
登
録
ヲ
受
ケ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
産
婆
試
驍
合
格
證
書
ヲ
添
へ
地
方
長
官
二

願
出
ツ
ヘ
シ
産
婆
名
簿
ノ
登
録
事
項
二
異
動
シ
テ
生
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
ニ
十
日
以
内
二
産
婆
名
簿
ノ
訂
正
ヲ
願
出
ツ
ヘ
シ
産
婆
名

簿
ノ
登
録
事
項
ハ
内
務
大
臣
之
ヲ
定
ム

第
一
條
産
婆

コ
ト
ヲ
得
ス

「
産
婆
規
則
」
（
明
治
三
十
二
年
七
月
十
八
日
勅
令
三
百
四
十
五
號
）

第
一
條
産
婆
試
験
二
合
格
シ
年
齢
満
二
十
歳
以
上
ノ
女
子
ニ
シ
テ
産
婆
名
簿
二
登
録
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
二
非
サ
レ
ハ
産
婆
ノ
業
ヲ
螢
ム

但
シ
臨
時
救
急
ノ
手
富
ハ
此
ノ
限
二
在
ラ
ス

第
八
條
産
婆
ハ
妊
婦
産
婦
褥
婦
又
ハ
胎
児
生
兒
二
對
シ
外
科
手
術
ヲ
行
上
産
科
器
械
ヲ
用
ヰ
藥
品
ヲ
投
與
シ
又
ハ
之
ヵ
指
示
ヲ
爲
．

第
七
條
産
婆
ハ

ス
コ
ト
ヲ
得
ス

（
中
略
）

ト
ヲ
得
ス 産

婆
ハ
妊
婦
産
婦
褥
婦
又
ハ
胎
児
生
兒
二
異
状
ア
リ
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
書
師
ノ
診
療
ヲ
請
ハ
シ
ム
ヘ
シ
自
ラ
其
ノ
処
置
ヲ
爲
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第
十
六
條
左
二
掲
ク
ル
者
ハ
五
十
圓
以
下
ノ
罰
金
二
虎
ス

ー
産
婆
名
簿
二
登
録
ヲ
受
ケ
ス
シ
テ
産
婆
ノ
業
務
ヲ
爲
シ
タ
ル
者

二
産
婆
名
簿
ノ
登
録
ヲ
取
消
サ
レ
タ
ル
後
産
婆
ノ
業
務
ヲ
爲
シ
タ
ル
者

三
産
婆
ノ
業
ヲ
禁
止
又
ハ
停
止
セ
ラ
レ
タ
ル
後
産
婆
ノ
業
務
ヲ
爲
シ
タ
ル
者

四
第
三
條
二
關
シ
虚
偽
ノ
證
明
又
ハ
陳
述
ヲ
爲
シ
タ
ル
者

但
シ
臨
時
救
急
ノ
手
當
ハ
此
ノ
限
二
在
ラ
ス

第
九
條
産
婆
ハ
産
婆
名
簿
二
登
録
ヲ
受
ケ
サ
ル
者
二
妊
婦
産
婦
褥
婦
又
ハ
胎
児
生
兒
ノ
取
扱
ヲ
専
任
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

第
十
條
産
婆
ニ
シ
テ
堕
胎
ノ
罪
其
ノ
他
業
務
ニ
關
ス
ル
罪
又
ハ
禁
銅
以
上
ノ
刑
二
虚
セ
ラ
ル
ヘ
キ
罪
ヲ
犯
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
地
方
長
官

ハ
産
婆
ノ
業
ヲ
禁
止
シ
又
ハ
ー
年
以
内
之
ヲ
停
止
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
産
婆
名
簿
登
録
前
二
犯
シ
タ
ル
罪
二
付
テ
モ
亦
同
シ

第
十
一
條
試
験
ニ
關
ス
ル
規
定
二
違
背
シ
タ
ル
者
ア
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
試
驍
ヲ
無
効
ト
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
若
シ
已
二
登
録
ヲ
受
ケ
タ
ル
ト

キ
ハ
其
ノ
登
録
ヲ
取
消
ス
コ
ト
ヲ
得

第
十
二
條
地
方
長
官
ハ
産
婆
ノ
業
ヲ
禁
止
シ
又
ハ
停
止
シ
タ
ル
後
本
人
ノ
行
状
ニ
依
り
其
ノ
禁
止
又
ハ
停
止
ヲ
解
除
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
十
三
條
産
婆
試
驍
ヲ
受
ケ
ン
ト
ス
ル
者
又
ハ
産
婆
名
簿
二
登
録
ヲ
願
出
ツ
ル
者
ニ
シ
テ
試
驍
又
ハ
登
録
ノ
以
前
堕
胎
ノ
罪
其
ノ
他

業
務
ニ
關
ス
ル
罪
禁
銅
以
上
ノ
刑
二
虎
セ
ラ
ル
ヘ
キ
罪
ヲ
犯
シ
タ
ル
者
又
ハ
試
験
ニ
關
ス
ル
規
程
二
違
背
シ
タ
ル
者
ナ
ル
ト
キ
ハ
試

驍
又
ハ
登
録
ヲ
許
可
セ
サ
ル
コ
ト
ヲ
得

第
十
四
條
産
婆
ニ
シ
テ
三
箇
年
間
其
ノ
業
ヲ
螢
マ
サ
ル
ト
キ
又
ハ
痕
癒
白
痴
不
具
廃
疾
卜
爲
リ
其
ノ
業
ヲ
螢
ム
ニ
堪
へ
ス
ト
認
ム
ル

ト
キ
ハ
地
方
長
官
ハ
産
婆
名
簿
ノ
登
録
ヲ
取
消
ス
コ
ト
ヲ
得

第
十
五
條
産
婆
名
簿
ノ
登
録
、
登
録
ノ
取
消
、
主
要
ナ
ル
登
録
事
項
ノ
訂
正
並
産
婆
業
ノ
禁
止
又
ハ
停
止
及
其
ノ
解
除
ハ
地
方
長
官

之
ヲ
告
示
ス
ヘ
シ



日本医史学雑誌第47巻第4号(2001)739

条
文
は
十
九
条
か
ら
成
る
が
、
注
目
す
べ
き
点
は
付
則
に
お
い
て
、
地
方
庁
の
産
婆
免
状
・
監
査
を
有
す
る
者
は
本
令
施
行
後
六
ヶ
月
以

内
の
期
限
を
限
っ
て
産
婆
名
簿
に
登
録
す
る
こ
と
、
及
び
産
婆
に
乏
し
き
地
で
は
五
ヶ
年
以
内
の
期
限
を
限
っ
て
限
定
免
許
を
与
え
る
こ
と

を
認
め
て
、
旧
制
度
の
産
婆
が
不
利
益
を
蒙
ら
な
い
よ
う
に
、
規
定
さ
れ
た
。

ま
た
、
産
婆
は
年
齢
二
十
歳
以
上
の
女
子
で
、
試
験
に
合
格
し
た
者
で
、
産
婆
名
簿
に
登
録
し
た
者
で
な
け
れ
ば
、
営
業
で
き
な
い
こ
と

が
規
定
さ
れ
た
。
試
験
は
地
方
長
官
が
挙
行
す
る
こ
と
、
一
年
以
上
産
婆
の
学
術
を
修
業
し
た
者
で
な
け
れ
ば
産
婆
試
験
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
、
受
験
資
格
に
は
じ
め
て
年
齢
並
び
に
履
歴
制
限
を
加
え
た
の
で
あ
っ
た
。
山
形
県
の
場
合
、
「
産
婆
螢
業
取
締
規
則
」
（
明
治
二

十
二
年
）
で
定
め
て
い
た
一
年
以
上
の
学
術
、
試
験
合
格
後
に
取
得
し
た
産
婆
卒
業
証
書
を
郡
役
所
経
由
で
県
庁
に
届
出
、
山
形
県
の
免
許
鑑

札
を
受
け
る
と
定
め
た
こ
と
と
類
似
し
て
い
た
の
で
、
衛
生
事
務
組
織
上
に
お
い
て
混
乱
無
く
、
旧
制
度
か
ら
内
務
省
規
則
に
移
行
で
き
た
。

業
務
は
三
種
類
示
さ
れ
た
、

一
、
産
婆
は
妊
婦
産
婦
褥
婦
又
は
胎
児
生
児
に
異
常
あ
り
と
認
め
る
時
は
、
医
師
の
診
察
を
請
う
。
自
ら
異
常
の
処
置
は
で
き
な
い
。
但

し
、
臨
時
救
急
の
手
當
（
当
）
は
こ
の
限
り
で
な
い
（
第
七
條
）
。

五
第
七
條
乃
至
第
九
條
二
違
背
シ
タ
ル
者

第
十
七
條
第
四
條
第
三
項
第
五
條
第
二
項
及
第
六
條
二
違
背
シ
タ
ル
者
ハ
科
料
二
虚
ス
附
則

第
十
八
條
本
令
施
行
以
前
内
務
省
又
ハ
地
方
廃
ョ
リ
産
婆
ノ
免
状
又
ハ
鑑
札
ヲ
受
ヶ
現
二
其
ノ
業
ヲ
螢
ム
者
ハ
本
令
施
行
後
六
箇
月

以
内
二
地
方
長
官
二
願
出
テ
産
婆
名
簿
二
登
録
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
得

第
十
九
條
地
方
長
官
ハ
産
婆
二
乏
シ
キ
地
二
限
り
當
分
ノ
内
出
願
者
ノ
履
歴
ニ
依
り
業
務
ノ
地
域
及
五
箇
年
以
内
ノ
期
限
ヲ
定
メ
産

婆
ノ
業
ヲ
免
許
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

前
項
ノ
免
許
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ハ
産
婆
二
準
シ
本
令
ヲ
適
用
一
一
登
録
ス
ル
限
二
在
ラ
ス
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五
、
産
婆
登
録
関
係
で
違
背
し
た
場
合
に
は
、
五
十
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
（
第
十
六
條
）
。

産
婆
規
則
で
は
産
婆
に
登
録
す
る
こ
と
で
、
全
国
ど
こ
で
も
産
婆
が
営
業
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
の
登
録
並
び
に
取
消
、
主
要
な

る
登
録
事
項
の
訂
正
並
び
に
産
婆
業
の
禁
止
又
は
停
止
及
び
そ
の
解
除
は
、
地
方
長
官
に
任
さ
れ
て
い
た
。

（
剛
）

そ
の
た
め
に
、
「
産
婆
名
簿
登
録
規
則
」
（
明
治
三
十
二
年
九
月
六
日
省
令
第
四
十
八
號
）
が
制
定
さ
れ
、
各
地
方
庁
に
一
定
の
様
式
の
名
簿
を

備
え
て
必
要
な
事
項
を
登
録
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ま
た
、
産
婆
規
則
と
同
時
に
試
験
実
施
細
目
が
定
め
ら
れ
た
「
産
婆
試
験
規
則
」
（
明
治
三
十
二
年
九
月
六
日
内
務
省
令
四
十
七
号
）
が
公
布

二
、
産
婆
は
妊
婦
産
婦
辱
婦
又
は
胎
児
生
児
に
対
し
外
科
手
術
を
行
い
産
科
器
械
を
用
い
薬
品
投
与
又
は
こ
れ
ら
の
指
示
は
で
き
な
い
。

但
し
、
消
毒
、
膳
帯
切
断
、
涜
腸
は
で
き
る
（
第
八
條
）
。

三
、
産
婆
は
、
産
婆
名
簿
に
登
録
し
て
い
な
い
者
に
、
妊
婦
産
婦
辱
婦
又
は
胎
児
生
児
の
取
扱
を
依
頼
で
き
な
い
（
第
九
條
）
。

産
婆
業
務
の
範
囲
は
、
正
常
な
妊
婦
産
婦
毒
婦
又
は
胎
児
生
児
の
取
扱
い
と
、
消
毒
、
膳
帯
切
断
、
涜
腸
と
規
定
さ
れ
た
。
異
常
時
は
医

師
の
診
察
及
指
示
を
仰
ぎ
、
自
ら
処
置
で
き
な
い
。
但
し
緊
急
時
の
手
當
（
当
）
は
こ
の
限
り
で
な
い
。
外
科
手
術
を
行
い
産
科
器
械
を
用
い

薬
品
を
投
与
又
は
こ
れ
ら
の
指
示
は
で
き
な
い
と
規
定
さ
れ
た
。

産
婆
規
則
で
は
罰
則
と
し
て
次
の
五
種
類
を
定
め
て
い
る
。

一
、
産
婆
で
堕
胎
罪
そ
の
他
業
務
に
関
す
る
罪
又
は
禁
固
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
る
罪
を
犯
し
た
場
合
、
業
務
禁
止
あ
る
い
は
停
止
が
で

四三二
、 、、

試
験
に
関
す
る
規
定
に
違
背
し
た
場
合
、
試
験
を
無
効
に
す
る
か
登
録
を
取
り
消
せ
る
（
第
十
一
條
）
。

一
の
罪
を
犯
し
た
者
、
二
に
違
背
し
た
者
に
対
し
て
、
試
験
や
登
録
を
許
可
し
な
い
場
合
が
あ
る
（
第
十
三
條
）
。

三
年
間
産
婆
営
業
を
し
な
い
場
合
、
痕
願
白
痴
不
具
廃
疾
等
で
営
業
す
る
こ
と
が
困
難
と
判
断
し
た
場
合
、
登
録
を
取
消
せ
る
（
第
十

四
條
）
。

き
る
（
第
十
條
）
。
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（
川
）

含
ま
れ
て
い
た
。

（
噸
）

さ
れ
た
。
試
験
科
目
は
学
説
試
験
と
実
地
試
験
と
が
あ
り
、
学
説
は
正
規
妊
娠
分
娩
及
び
そ
の
取
扱
法
、
正
規
産
募
の
経
過
及
び
褥
婦
生
児

の
看
護
法
、
異
常
の
妊
娠
分
娩
及
び
そ
の
取
扱
法
、
妊
婦
産
婦
褥
婦
生
児
の
疾
病
、
消
毒
の
方
法
及
び
産
婆
心
得
で
あ
り
、
実
地
試
験
若
し

く
は
模
型
試
験
を
行
っ
た
が
、
実
地
試
験
の
受
験
資
格
は
学
説
試
験
に
合
格
し
た
者
で
あ
っ
た
。

勅
令
産
婆
規
則
が
出
た
当
時
山
形
県
の
産
婆
数
は
、
明
治
三
十
二
年
八
一
○
名
、
内
務
省
免
状
一
○
名
、
地
方
庁
免
状
八
○
○
名
、
明
治

三
十
三
年
六
八
八
名
で
内
訳
は
試
験
二
名
、
従
来
営
業
六
七
七
名
、
三
十
四
年
六
七
七
名
で
内
訳
は
試
験
一
三
名
、
従
来
営
業
者
六
六
四

（
噸
）
Ｉ
（
剛
）

名
、
三
十
五
年
六
六
四
名
で
試
験
一
○
名
、
従
来
営
業
者
六
五
四
名
で
あ
っ
た
。
試
験
を
受
け
た
産
婆
は
わ
ず
か
で
あ
る
が
、
従
来
営
業
者

は
、
明
治
三
十
二
年
か
ら
三
十
三
年
に
一
二
三
名
減
少
し
、
そ
の
後
毎
年
一
三
名
、
一
○
名
と
減
少
し
た
。

全
国
の
産
婆
数
は
、
明
治
三
十
二
年
十
二
月
に
は
登
録
が
進
行
中
で
登
録
者
は
、
八
三
六
七
名
で
内
訳
は
、
試
験
五
名
、
従
来
営
業
者
七

九
六
三
名
、
限
地
開
業
三
九
九
名
で
あ
っ
た
。
三
十
三
年
度
二
五
○
九
一
名
で
内
訳
は
試
験
二
三
○
名
、
従
来
営
業
者
二
三
五
五
九
名
、
限

地
開
業
一
三
二
九
名
、
三
十
四
年
二
五
五
○
三
名
で
内
訳
は
試
験
八
二
四
名
、
従
来
営
業
者
二
三
○
一
四
名
、
限
地
開
業
一
六
六
五
名
、
三

（
剛
）
Ｉ
（
剛
）

十
五
年
二
五
七
○
九
名
で
内
訳
は
、
試
験
一
五
三
九
名
、
従
来
営
業
者
二
二
三
八
九
名
、
限
地
開
業
一
七
八
一
名
で
あ
っ
た
。
試
験
を
受
け

た
産
婆
数
は
、
毎
年
二
二
五
名
、
五
九
四
名
、
七
一
五
名
と
急
増
し
た
。

産
婆
一
人
当
た
り
出
産
数
は
、
山
形
県
は
三
十
二
年
四
一
・
二
○
、
三
十
三
年
四
七
・
一
四
、
三
十
四
年
五
四
・
八
八
、
三
十
五
年
五
四
・

○
六
で
あ
っ
た
。
全
国
で
は
明
治
三
十
二
年
異
動
中
で
不
明
、
三
十
三
年
六
一
・
五
九
、
三
十
四
年
六
五
・
○
一
、
三
十
五
年
六
四
・
九
○

で
あ
っ
た
。
山
形
県
は
全
国
と
比
較
す
る
と
一
人
当
た
り
出
産
数
は
少
な
く
な
っ
た
。
衛
生
局
年
報
明
治
三
十
五
年
か
ら
産
婆
の
配
置
が
対

人
口
比
で
整
理
さ
れ
て
い
る
。
産
婆
一
名
に
対
す
る
全
国
平
均
は
一
七
八
○
・
一
五
で
あ
っ
た
。
山
形
県
は
一
二
七
四
・
三
九
で
あ
り
、
岐

阜
県
（
九
一
九
・
五
八
）
、
青
森
県
（
九
七
○
・
七
二
）
、
兵
庫
県
（
九
七
九
・
七
九
）
に
次
ぐ
平
均
以
上
の
産
婆
を
有
す
る
一
府
十
九
県
の
中
に

以
上
、
明
治
三
十
二
年
か
ら
試
験
が
開
始
し
一
時
的
に
産
婆
が
減
少
し
た
が
、
明
治
三
十
三
年
以
降
全
国
的
に
試
験
を
受
け
て
登
録
し
た
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産
婆
の
水
準
を
上
げ
て
行
っ
た
。

｜
、
「
讐
制
」
と
山
形
県
の
近
代
産
婆
制
度
成
立
過
程
の
関
連
に
つ
い
て

三
府
以
外
は
、
「
書
制
」
が
布
達
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
地
方
庁
で
は
三
府
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
「
書
制
」
の
方
針
に
従
っ
て
「
規
則
」

を
制
定
し
、
産
婆
の
養
成
を
始
め
て
い
た
。
「
書
制
」
の
条
項
に
は
教
育
及
び
資
格
に
関
し
て
、
履
歴
を
質
し
て
仮
免
状
、
医
師
の
下
で
研
讃

し
証
明
書
を
得
る
、
講
習
を
受
け
て
修
了
証
明
書
を
得
る
、
試
験
の
上
免
状
を
下
付
す
る
等
々
、
選
択
肢
が
多
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
地

方
の
実
情
に
合
わ
せ
て
多
様
な
資
格
取
得
の
複
線
型
の
運
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
並
び
に
地
方
の
実
情
に
よ
り
複
線
型
の
運
用
で
さ
ら
に
水

準
を
上
げ
る
た
め
に
段
階
的
に
切
り
替
え
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
。

山
形
県
の
場
合
に
は
、
「
醤
制
」
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
「
産
婆
営
業
假
規
則
」
を
制
定
し
、
履
歴
を
質
し
て
仮
免
状
を
付
与
す
る
、
試
験

の
上
仮
免
状
下
付
の
複
線
型
で
教
育
と
資
格
取
得
を
開
始
し
た
。
次
に
、
産
婆
養
成
の
量
と
質
を
確
保
す
る
た
め
に
、
複
線
型
で
な
お
か
つ

水
準
を
段
階
的
に
切
り
替
え
て
引
き
上
げ
て
行
っ
た
。
そ
の
後
、
頻
回
に
「
規
則
」
制
定
と
改
正
、
廃
止
と
新
規
制
定
を
行
い
、
そ
の
都
度

近
代
産
婆
制
度
は
、
「
筈
制
」
公
布
の
際
に
地
方
庁
に
委
任
す
る
と
さ
れ
た
。
本
研
究
は
、
地
方
で
あ
る
山
形
県
の
近
代
産
婆
制
度
の
成
立

過
程
を
規
則
類
と
産
婆
数
等
か
ら
調
べ
た
。
結
果
と
し
て
以
下
の
よ
う
な
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

産
婆
が
急
増
し
、
従
来
営
業
者
は
廃
業
や
登
録
取
消
で
徐
々
に
減
少
し
て
↑

こ
の
勅
令
産
婆
規
則
は
改
正
さ
れ
な
が
ら
昭
和
二
十
二
年
ま
で
存
続
し
、

（
醜
）

改
め
ら
れ
た
。

む
す
び 従

来
営
業
者
は
廃
業
や
登
録
取
消
で
徐
々
に
減
少
し
て
行
っ
た
。
山
形
県
に
お
い
て
も
同
様
の
傾
向
が
み
ら
れ
た
。

規
則
は
改
正
さ
れ
な
が
ら
昭
和
二
十
二
年
ま
で
存
続
し
、
「
助
産
婦
規
則
」
（
昭
和
二
十
二
年
五
月
一
日
勅
令
百
八
十
八
号
）
と
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第
四
期
は
、
産
婆
規
則
の
全
国
統
一
へ
向
け
て
、
産
婆
営
業
資
格
を
内
務
省
免
状
か
山
形
県
鑑
札
取
得
者
と
す
る
「
産
婆
営
業
規
則
」
を

制
定
し
、
山
形
県
免
許
鑑
札
制
の
整
備
を
行
い
、
そ
の
上
で
「
産
婆
営
業
取
締
規
則
」
の
制
定
に
よ
り
産
婆
資
格
を
、
内
務
省
免
状
か
地
方

庁
免
状
（
山
形
県
免
許
鑑
札
）
取
得
者
と
し
並
列
と
し
、
全
国
共
通
へ
の
移
行
の
準
備
を
し
た
時
期
で
あ
る
。

第
二
期
は
全
国
共
通
の
内
務
省
免
状
産
婆
養
成
と
山
形
県
免
状
産
婆
養
成
を
行
っ
た
時
期
で
あ
る
。
「
山
形
県
濟
生
館
産
婆
教
場
規
則
」

「
山
形
県
濟
生
館
産
婆
生
徒
規
則
」
の
制
定
に
よ
り
、
そ
こ
を
修
了
し
た
者
は
内
務
省
免
状
試
験
を
受
け
、
産
婆
免
状
を
得
る
こ
と
が
可
能
に

な
っ
た
。
そ
の
一
方
で
「
産
婆
術
傳
習
假
規
則
」
の
制
定
に
よ
り
山
形
県
内
各
地
に
産
婆
講
習
所
を
置
き
、
そ
こ
で
産
婆
教
師
が
巡
回
し
て

短
期
間
産
婆
教
育
を
行
う
こ
と
で
産
婆
養
成
を
す
る
こ
と
が
始
ま
っ
た
。

第
三
期
は
、
山
形
県
の
免
許
鑑
札
を
制
定
し
て
、
産
婆
数
の
増
員
を
確
保
し
た
時
期
で
あ
る
。
「
産
婆
取
締
規
則
」
で
は
山
形
県
独
自
の
免

許
鑑
札
制
を
確
立
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
「
産
婆
術
傳
習
規
則
」
を
制
定
し
、
管
内
産
婆
全
員
に
強
制
的
に
出
席
さ
せ
る
巡
回
産
婆
教
育

を
実
施
し
た
。

第
一
期
は
「
筈
制
」
布
達
後
の
山
形
県
に
お
い
て
、
「
書
制
」
の
産
婆
関
係
の
条
文
を
踏
襄
し
て
「
産
婆
営
業
假
規
則
」
（
明
治
九
年
）
を
制

定
し
、
免
許
制
度
を
成
立
さ
せ
た
時
期
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
衛
生
事
務
組
織
の
整
備
が
着
手
さ
れ
た
。
こ
の
時
山
形
県
で
は
内
務
省
の
指

令
で
医
務
取
締
役
を
置
き
、
次
に
衛
生
課
を
置
き
衛
生
事
務
官
吏
を
最
初
五
名
、
後
に
県
庁
に
十
一
名
、
郡
役
所
に
二
十
五
名
を
置
き
町
村

衛
生
委
員
を
九
百
七
十
一
名
配
置
し
衛
生
事
務
組
織
を
整
備
し
た
。
そ
の
後
「
産
婆
営
業
假
規
則
」
（
明
治
十
三
年
）
を
制
定
し
、
山
形
県
に

お
け
る
履
歴
と
試
験
に
よ
っ
て
産
婆
免
状
を
与
え
る
制
度
が
成
立
し
た
。
さ
ら
に
、
「
産
婆
営
業
假
規
則
」
を
改
正
し
て
無
免
状
及
び
無
鑑
札

以
下
に
説
明
す
る
。

の
営
業
禁
止
を
徹
底
さ
せ
た
。

’
一
、
山
形
県
の
近
代
産
婆
制
度
の
成
立
過
程
に
つ
い
て

「
規
則
」
制
定
と
実
施
結
果
の
産
婆
統
計
及
び
衛
生
統
計
か
ら
、
山
形
県
の
近
代
産
婆
制
度
の
成
立
過
程
は
大
き
く
四
期
に
分
け
ら
れ
た
。
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三
、
成
立
過
程
の
「
規
則
」
類
の
制
定
に
影
響
し
た
事
項

産
婆
が
き
わ
め
て
人
命
に
深
く
関
わ
る
職
業
で
あ
る
こ
と
か
ら
早
く
か
ら
産
婆
規
則
の
確
立
が
問
題
に
な
っ
て
い
た
。
同
時
に
絶
え
ず
、

産
婆
の
適
正
配
置
を
問
題
と
し
て
き
た
。
内
務
省
が
最
初
に
統
計
を
取
っ
た
の
は
、
明
治
十
二
年
で
あ
っ
た
（
衛
生
局
第
六
次
年
報
自
明
治
十

三
年
七
月
至
十
四
年
六
月
）
。
さ
ら
に
衛
生
局
第
八
次
年
報
（
自
明
治
十
五
年
七
月
至
明
治
十
六
年
六
月
）
で
、
死
産
が
多
い
こ
と
を
問
題
に
し

た
。
し
か
し
、
こ
の
と
き
の
統
計
は
公
生
（
嫡
出
）
と
私
生
（
非
嫡
出
）
の
比
率
の
関
係
、
市
街
地
と
郡
部
の
比
率
の
関
係
、
諸
外
国
の
死
産

率
及
び
公
生
（
嫡
出
）
と
私
生
（
非
嫡
出
）
と
の
比
較
等
の
結
果
、
全
国
統
計
を
得
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。

山
形
県
で
は
、
県
内
各
郡
の
産
婆
数
の
格
差
を
な
く
す
こ
と
を
目
的
に
規
則
の
整
備
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
全
国
府
県
と
の
格
差
を
な

く
す
た
め
産
婆
一
人
当
た
り
出
産
数
を
全
国
平
均
に
近
い
値
に
な
る
ま
で
、
産
婆
の
増
員
を
求
め
て
「
産
婆
術
傳
習
假
規
則
」
ま
た
は
「
産

婆
術
傳
習
規
則
」
に
よ
っ
て
産
婆
養
成
を
実
施
し
た
。

衛
生
局
で
も
産
婆
一
人
当
た
り
出
産
数
を
指
標
に
産
婆
適
正
配
置
を
問
題
に
し
て
い
る
。
な
お
、
産
褥
熱
と
妊
娠
に
関
わ
る
死
亡
が
統
計

上
区
分
さ
れ
た
の
は
、
明
治
三
十
五
年
以
降
で
あ
る
。
乳
幼
児
の
死
亡
で
は
、
五
歳
以
下
の
死
亡
、
生
後
一
年
未
満
の
死
亡
と
区
分
さ
れ
、

周
産
期
の
死
亡
統
計
は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

以
上
か
ら
、
勅
令
産
婆
規
則
が
出
た
あ
と
で
す
ら
、
産
婆
数
と
り
わ
け
産
婆
一
人
当
た
り
出
産
数
が
産
婆
行
政
上
で
の
指
標
に
な
っ
て
い

た
の
で
あ
り
、
人
口
千
対
の
産
婆
数
が
一
つ
の
指
標
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
明
治
三
十
五
年
以
降
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

四
、
山
形
県
の
近
代
産
婆
制
度
の
成
立
過
程
に
お
け
る
教
育
と
資
格
取
得
の
形
態
に
つ
い
て

産
婆
資
格
は
は
じ
め
従
来
営
業
者
、
新
規
開
業
者
と
産
婆
の
少
な
い
地
区
の
限
地
開
業
の
三
種
類
が
あ
っ
た
。
明
治
十
年
に
試
験
に
よ
る

こ
の
よ
う
な
経
過
を
へ
て
山
形
県
の
産
婆
養
成
は
、
勅
令
「
産
婆
規
則
」
に
移
行
し
た
の
で
あ
っ
た
。
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五
、
山
形
県
の
近
代
産
婆
制
度
の
成
立
過
程
に
お
け
る
東
京
府
病
院
産
婆
教
授
所
の
影
響
に
つ
い
て

山
形
県
に
お
い
て
、
明
治
十
三
年
に
「
山
形
県
濟
生
館
産
婆
教
場
規
則
」
を
制
定
し
内
務
省
免
状
産
婆
養
成
を
開
始
し
た
。
山
形
県
済
生

館
の
産
婆
教
師
に
、
東
京
府
病
院
産
婆
教
授
所
卒
業
生
の
佐
藤
千
萬
を
雇
入
れ
た
。
産
婆
教
場
の
教
育
課
程
と
教
育
方
法
は
東
京
府
病
院
産

婆
教
授
所
の
方
式
と
完
全
に
同
じ
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
明
治
十
四
年
「
産
婆
術
傳
習
假
規
則
」
さ
ら
に
明
治
十
六
年
「
産
婆
術
傳
習
規
則
」

に
お
け
る
教
育
課
程
と
教
育
方
法
は
、
東
京
府
病
院
産
婆
教
授
所
及
び
山
形
県
濟
生
館
産
婆
教
場
の
教
育
課
程
と
教
育
方
法
と
完
全
に
同
じ

産
婆
免
許
が
授
与
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
内
務
省
の
産
婆
免
許
と
山
形
県
の
産
婆
免
許
、
限
地
免
許
の
三
種
類
に
な
っ
た
。
勅
令
産
婆
規

則
が
出
て
、
最
終
的
に
は
、
産
婆
規
則
に
よ
る
試
験
合
格
者
と
従
来
営
業
者
（
旧
制
度
内
務
省
免
状
産
婆
・
県
免
状
産
婆
）
、
地
方
長
官
の
権
限

に
よ
る
限
地
開
業
産
婆
の
三
種
類
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
絶
え
ず
複
線
形
で
産
婆
資
格
が
与
え
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
無
免

許
産
婆
を
排
除
し
、
産
婆
過
疎
地
の
解
消
を
企
画
し
た
の
で
あ
っ
た
。

教
育
の
水
準
を
保
つ
た
め
に
た
え
ず
教
育
に
関
し
て
注
意
が
払
わ
れ
た
。
山
形
県
の
場
合
、
産
婆
資
格
取
得
に
産
婆
術
卒
業
証
書
、
卒
業

証
書
を
必
要
と
し
た
。
教
育
機
関
が
な
い
と
産
婆
卒
業
証
書
及
び
卒
業
証
書
を
発
行
出
来
な
い
た
め
、
「
規
則
」
が
全
く
機
能
し
な
い
こ
と
に

な
る
。
そ
こ
で
補
助
的
な
「
規
則
」
と
し
て
明
治
十
四
年
「
産
婆
術
傳
習
假
規
則
」
が
制
定
さ
れ
、
明
治
十
八
年
「
産
婆
術
傳
習
規
則
」
が

制
定
さ
れ
た
。
両
者
と
も
巡
回
産
婆
教
育
を
実
施
し
、
産
婆
術
卒
業
証
書
や
卒
業
証
書
を
発
行
し
、
産
婆
数
の
確
保
に
機
能
し
た
。
尚
、
明

治
十
九
年
、
産
婆
伝
習
所
規
則
の
廃
止
後
は
、
通
常
の
産
婆
講
習
会
お
よ
び
産
婆
講
習
所
と
し
て
続
い
た
。
教
育
や
資
格
取
得
の
実
施
は
、

常
に
正
規
と
補
助
の
関
係
で
複
線
型
が
採
用
さ
れ
た
。

こ
れ
は
、
幅
広
く
希
望
者
を
募
り
、
希
望
者
は
誰
で
も
教
育
や
資
格
取
得
の
機
会
が
あ
る
こ
と
で
、
有
意
義
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、

産
婆
の
質
の
保
障
の
点
で
問
題
を
残
す
こ
と
と
な
っ
た
。

で
↑
の
つ
先
に
０
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六
、
山
形
県
の
近
代
産
婆
制
度
の
成
立
過
程
に
お
け
る
産
婆
業
務
の
確
立
と
罰
則
に
つ
い
て

明
治
九
年
「
産
婆
螢
業
假
規
則
」
の
段
階
で
「
書
制
」
の
方
針
よ
り
進
ん
で
い
た
。
産
婦
の
扱
い
に
対
す
る
詳
細
な
規
定
を
し
、
罰
則
は
、

堕
胎
・
間
引
き
に
関
し
て
「
屹
度
可
及
虚
分
事
」
と
規
定
し
、
無
鑑
札
営
業
に
関
し
て
は
「
屹
度
可
及
盧
分
筈
二
付
」
と
規
定
し
た
。
し
か

し
、
処
罰
方
法
は
明
示
し
な
か
っ
た
。

明
治
十
三
年
「
産
婆
螢
業
假
規
則
」
は
禁
止
事
項
を
示
し
た
が
、
罰
則
の
規
定
は
な
か
っ
た
。
明
治
十
六
年
「
産
婆
取
締
規
則
」
は
規
則

に
違
犯
し
た
者
は
「
違
背
罪
」
を
以
て
処
分
す
る
と
規
定
し
た
が
、
処
罰
方
法
は
示
さ
な
か
っ
た
。
明
治
十
八
年
「
産
婆
営
業
規
則
」
に
は

罰
則
の
規
定
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
。

明
治
二
十
二
年
「
産
婆
営
業
取
締
規
則
」
に
至
り
、
違
犯
の
条
項
を
上
げ
具
体
的
な
金
額
を
示
し
科
料
に
処
す
と
し
、
処
分
を
受
け
た
者

は
情
状
に
よ
り
営
業
停
止
若
し
く
は
禁
止
す
る
事
が
あ
る
と
規
定
し
た
。

職
業
及
び
制
度
が
未
確
立
の
場
合
に
は
、
罰
則
と
処
罰
の
規
定
は
あ
い
ま
い
な
ま
ま
に
進
ん
だ
が
、
職
業
と
制
度
が
確
立
す
る
に
伴
い
、

罰
則
と
処
罰
が
具
体
的
に
規
定
さ
れ
始
め
た
。
明
治
三
十
二
年
「
産
婆
規
則
」
に
お
い
て
は
五
つ
の
条
文
が
罰
則
と
処
罰
方
法
と
し
て
規
定

さ
れ
た
。

以
上
、

引
用
文
献
・
注

（
１
）
梶
完
治
槁
・
藤
井
尚
久
校
補
「
明
治
前
日
本
産
婦
人
科
史
」
、
日
本
学
士
院
編
『
明
治
前
日
本
医
学
史
第
四
巻
』
一
五
二
～
一
五
三
頁
、
日
本
学

術
振
興
会
、
東
京
、
一
九
六
四
（
昭
和
三
十
九
年
）

以
上
か
ら
、
山
形
県
に
お
い
て
は
東
京
府
病
院
産
婆
教
授
所
の
方
式
を
踏
襲
し
た
と
言
え
る
。

山
形
県
の
産
婆
制
度
の
確
立
の
調
査
研
究
を
通
し
て
、
わ
が
国
に
お
け
る
産
婆
の
免
許
制
度
の
確
立
の
過
程
を
明
ら
か
に
し
た
。
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（
９
）

（
皿
）

（
皿
）

（
岨
）

（
喝
）

（
皿
）

（
巧
）

（
５
）
「
明
治
九
年
回
議
録
」
、
東
京
都
公
文
書
館
所
蔵

注
東
京
府
の
仮
免
状
下
付
願
に
添
付
さ
れ
て
い
る
従
来
営
業
者
の
履
歴
書
に
よ
れ
ば
、
西
洋
医
か
和
漢
医
ま
た
は
産
婆
に
師
事
す
る
場
合
と
、
見
習

い
あ
る
い
は
村
の
慣
習
に
従
い
特
に
教
育
を
受
け
て
い
な
い
場
合
が
あ
っ
た
。

（
６
）
旨
ご
農
○
》
弓
四
冨
冨
の
胃
冨
昼
言
亘
①
ご
印
画
、
胃
①
四
目
シ
＆
ぐ
冨
⑦
の
ａ
旨
の
〆
匡
の
匡
日
○
８
》
勺
宣
言
甲
四
国
国
ぐ
（
）
己
堕
①
冒
匡
の
ロ
四
局
言
閏
》

も
罰
○
○
両
両
目
ｚ
⑦
の
ａ
目
扁
旨
の
ｇ
胃
ざ
ロ
巴
○
○
罠
＆
閏
呉
旨
自
旦
冨
国
昌
ぐ
の
の
圏
冒
蔚
目
呉
旨
ご
巴
○
○
国
四
①
の
の
】
］
念
山
ら
］
こ
ぎ

（
７
）
高
橋
梵
仙
『
日
本
人
口
史
之
研
究
第
二
」
一
二
頁
、
日
本
学
術
振
興
会
、
東
京
、
一
九
五
五
（
昭
和
三
十
年
）

（
８
）
高
橋
梵
仙
「
農
村
社
會
の
窮
乏
と
其
打
開
策
と
し
て
の
殺
兒
の
悪
弊
」
「
堕
胎
間
引
き
の
研
究
」
二
～
一
九
頁
、
第
一
書
房
、
東
京
、
一
九
八

（
４
）
緒
方
正
清
「
平
野
重
誠
、
坐
婆
必
研
、
天
保
元
年
」
、
『
日
本
産
科
科
学
史
」
四
八
二
～
四
八
五
頁
、
丸
善
株
式
会
社
、
東
京
、
一
九
一
九
（
大
正

（
２
）
高
橋
み
や
子
「
産
婆
の
職
業
化
の
過
程
Ｉ
江
戸
時
代
の
医
学
書
か
ら
」
「
第
二
回
日
本
看
護
学
会
学
術
集
会
（
総
合
看
護
）
（
二
」
八
○
～
八

二
頁
、
一
九
八
一
（
昭
和
五
六
年
）

（
３
）
高
橋
み
や
子
「
「
と
り
あ
げ
ば
ヌ
心
得
草
巻
之
上
・
下
」
に
み
る
産
婆
の
実
践
活
動
と
教
育
」
『
日
本
看
護
研
究
学
会
雑
誌
』
一
七
巻
、
一
○
二
頁
、

六

年
一〆

八
年
）

一
九
九
四
（
平
成
六
年
）

本
庄
栄
治
朗
編
「
解
題
」
「
近
世
人
口
問
題
史
料
」
一
～
六
頁
、
経
済
史
研
究
会
、
大
阪
、
一
九
七
一
（
昭
和
四
六
年
）

山
形
縣
東
置
賜
郡
高
畠
町
財
團
法
人
東
置
賜
郡
教
育
會
編
纂
発
行
「
東
置
賜
郡
史
下
巻
」
五
六
四
頁
、
山
形
、
一
九
三
九
（
昭
和
一
四
年
）

「
前
掲
害
（
、
）
」
に
同
じ
。
五
六
四
頁

「
前
掲
言
（
、
）
」
に
同
じ
。
五
六
五
頁

『
前
掲
害
（
加
匡
に
同
じ
。
五
六
五
頁

『
前
掲
書
（
皿
篁
に
同
じ
。
五
六
五
頁

高
橋
梵
仙
「
米
澤
藩
の
赤
子
出
生
養
育
手
冨
制
度
」
『
堕
胎
間
引
き
の
研
究
」
一
四
五
～
一
五
二
頁
、
第
一
書
房
、
東
京
、
一
九
八
一
（
昭
和
五

高
橋
梵
仙
『
且

高
橋
梵
仙
「
農
］

（
昭
和
五
六
年
）
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19181716
…ｰ……

（
別
）
山
形
県
編
蟇
発
行
『
山
形
縣
史
資
料
編
一
、
明
治
初
期
上
山
形
縣
史
置
賜
縣
歴
史
」
四
八
八
～
四
八
九
頁
、
山
形
、
一
九
○
二
（
明
治
三
五
年
）

（
型
）
「
前
掲
害
（
加
匡
に
同
じ
。
四
八
八
～
四
九
九
頁

（
犯
）
山
形
県
編
纂
発
行
『
山
形
県
史
資
料
編
十
九
、
近
現
代
史
料
こ
九
六
二
～
九
六
三
頁
、
山
形
、
一
九
七
八
（
昭
和
五
三
年
）

（
邪
）
厚
生
省
医
務
局
「
産
婆
ノ
売
薬
世
話
及
堕
胎
等
ノ
取
締
方
」
『
医
制
百
年
史
資
料
編
」
（
明
治
元
年
十
二
月
二
十
四
日
太
政
官
）
二
○
頁
、
ぎ
よ
う

せ
い
、
東
京
、
一
九
七
六
（
昭
和
五
一
年
）

（
型
）
『
前
掲
害
（
羽
こ
に
同
じ
。
「
医
制
」
（
明
治
七
年
八
月
十
八
日
文
部
省
ョ
リ
東
京
京
都
大
阪
三
府
へ
達
）
四
二
頁

（
妬
）
『
前
掲
害
（
羽
こ
に
同
じ
。
三
六
～
四
四
頁

（
妬
）
『
前
掲
害
（
羽
こ
に
同
じ
。
「
醤
制
取
締
被
仰
付
候
事
」
（
明
治
六
年
六
月
十
五
日
太
政
官
布
告
無
號
達
）
三
五
頁

（
”
）
厚
生
省
医
務
局
「
文
部
省
醤
制
上
申
書
」
『
医
制
八
十
年
史
」
（
明
治
六
年
十
二
月
二
十
七
日
）
四
頁
、
ぎ
よ
う
せ
い
、
東
京
、
一
九
五
五
（
昭
和

へへへへへへへ

34333231302928
………ー……ー

七
一
（
昭
和
四
六
年
）

三
○
年
）

『
前
掲
書
（
Ⅲ
）
』
に
同
じ
。
五
六
四
～
五
六
八
頁

山
形
県
編
蟇
発
行
「
山
形
県
史
資
料
編
十
八
近
世
史
料
一
二
一
五
二
頁
、
山
形
、
一
九
八
三
（
昭
和
五
八
年
）

『
前
掲
害
（
Ⅳ
）
』
に
同
じ
。
一
○
四
三
頁

本
庄
栄
治
朗
編
「
解
題
」
「
附
、
民
間
悪
習
情
実
」
『
近
世
人
口
問
題
史
料
」
七
～
九
頁
、
一
八
一
～
一
八
三
頁
、
経
済
史
研
究
会
、
大
阪
、
一
九

『
前
掲
害
（
羽
）
」
に
同
じ
。
「
書
制
施
行
方
向
」
（
明
治
七
年
三
月
二
日
）
三
五
頁

「
前
掲
害
（
”
）
」
に
同
じ
。
「
書
制
施
行
二
係
ル
左
院
議
案
」
（
明
治
七
年
三
月
七
日
）
五
～
六
頁

『
前
掲
害
（
”
）
」
に
同
じ
。
六
頁

『
前
掲
書
（
”
）
」
に
同
じ
。
九
頁

内
務
省
衛
生
局
「
衛
生
局
第
一
第
二
報
告
自
明
治
八
年
七
月
至
明
治
十
年
六
月
」
九
、
十
～
十
一
、
十
二
頁
、
一
八
七
七
（
明
治
十
年
）

『
前
掲
書
（
幻
篁
に
同
じ
。
九
～
一
○
頁

内
務
省
衛
生
局
『
衛
生
局
第
一
第
二
報
告
自
明
治
八
年
七
月
至
明
治
十
年
六
月
」
頁
な
し
、
表
「
地
方
衛
生
吏
表
乙
號
九
年
度
府
縣
警
務
取
締
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人
員
表
自
明
治
九
年
七
月
至
明
治
十
年
六
月
」
、
一
八
七
七
（
明
治
十
年
）

（
妬
）
「
産
婆
管
業
假
規
則
」
「
山
形
県
布
達
全
書
明
治
九
年
」
（
明
治
九
年
十
二
月
廿
七
日
乙
第
三
十
九
號
）

（
調
）
山
形
県
企
画
審
議
室
、
山
形
県
史
編
纂
資
料
昭
和
三
十
三
年
五
月
復
刻
『
明
治
初
年
県
治
一
覧
表
附
県
物
産
表
』
「
明
治
七
年
山
形
・
置
賜
・
酒

田
県
県
治
一
覧
表
、
鶴
岡
県
県
治
一
覧
表
、
明
治
九
年
山
形
県
治
一
覧
表
、
明
治
十
一
年
山
形
県
県
治
一
覧
表
、
明
治
十
二
年
山
形
県
県
治
一
覧
、

明
治
十
四
年
」
一
五
四
～
一
五
六
、
一
六
○
、
六
七
～
六
九
頁
、
山
形
、
一
九
五
八
（
昭
和
三
十
三
年
）

（
師
）
内
務
省
衛
生
局
『
衛
生
局
第
四
次
年
報
自
明
治
十
一
年
七
月
至
明
治
十
二
年
六
月
』
七
一
～
七
三
頁
、
一
八
七
九
（
明
治
十
二
年
）

（
銘
）
内
務
省
衛
生
局
『
衛
生
局
第
五
次
年
報
自
明
治
十
二
年
七
月
至
明
治
十
三
年
六
月
」
八
六
～
八
八
頁
、
一
八
八
○
（
明
治
十
三
年
）

（
調
）
「
前
掲
書
（
弘
篁
に
同
じ
。
三
頁

（
棚
）
内
務
省
衛
生
局
『
衛
生
局
第
三
次
年
報
自
明
治
十
年
七
月
至
明
治
十
一
年
六
月
』
四
九
～
五
○
頁
、
一
八
七
八
（
明
治
十
一
年
）

（
虹
）
「
衛
生
取
締
事
務
章
程
ニ
付
達
」
「
山
形
県
布
達
明
治
十
年
」
（
明
治
十
年
十
二
月
十
五
日
丙
第
二
百
三
十
七
号
）

（
蛇
）
「
区
医
職
務
章
程
及
区
医
処
務
順
序
ニ
付
達
」
『
山
形
県
布
達
明
治
十
年
』
（
明
治
十
年
十
二
月
十
五
日
丙
第
二
百
四
十
一
号
）

（
蝿
）
「
前
掲
害
（
諏
匡
に
同
じ
。
百
二
十
五
～
百
二
十
六
頁

（
“
）
山
形
県
編
纂
発
行
「
山
形
県
史
第
四
巻
近
現
代
編
上
」
四
一
二
頁
、
山
形
、
一
九
八
四
（
昭
和
五
十
九
年
）

（
媚
）
「
筈
術
内
外
科
各
科
開
業
醤
産
婆
藥
舗
ノ
儀
増
減
取
調
」
『
山
形
県
布
達
明
治
十
二
年
」
（
明
治
十
二
年
十
二
月
二
十
三
日
丙
第
二
百
九
十
一
號
）

（
妬
）
『
前
掲
書
（
詔
）
」
に
同
じ
。
「
府
縣
衛
生
課
事
務
條
項
」
（
明
治
十
二
年
十
二
月
二
十
七
日
内
務
省
達
乙
第
五
十
五
号
）
二
～
一
二
頁

（
灯
）
内
務
省
衛
生
局
『
衛
生
局
第
五
次
年
報
自
明
治
十
二
年
七
月
至
明
治
十
三
年
六
月
」
二
百
十
七
～
二
百
十
八
頁
、
一
八
八
○
（
明
治
十
三
年
）

（
帽
）
「
前
掲
書
（
仰
匡
に
同
じ
。
百
四
十
九
～
百
五
十
頁

（
蛸
）
内
務
省
衛
生
局
「
衛
生
局
第
六
次
年
報
自
明
治
十
三
年
七
月
至
明
治
十
四
年
六
月
」
五
○
四
～
五
○
八
頁
、
一
八
八
一
（
明
治
十
四
年
）

（
卵
）
『
前
掲
書
（
“
）
」
に
同
じ
。
四
一
二
頁

（
別
）
「
前
掲
害
（
認
）
」
に
同
じ
。
一
二
～
一
三
頁
、
「
町
村
衛
生
事
務
條
項
」
（
明
治
十
二
年
十
月
二
十
七
日
内
務
省
達
乙
第
五
十
六
号
）

（
認
）
「
町
村
衛
生
事
務
条
項
ニ
付
達
」
「
山
形
県
布
達
明
治
十
三
年
』
（
明
治
十
三
年
一
月
州
一
日
乙
第
拾
弐
号
）

（
認
）
「
衛
生
委
員
事
務
取
締
規
程
及
心
得
概
目
二
付
達
」
「
山
形
県
布
達
明
治
十
三
年
』
（
明
治
十
三
年
四
月
一
日
、
丙
八
十
九
号
）
五
十
四
「
山
形
県
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（
田
）
内
務
省
衛
生
局
『
衛
生
局
第
八
次
年
報
自
明
治
十
五
年
七
月
至
明
治
十
六
年
六
月
」
三
九
～
四
九
頁
、
一
八
八
三
（
明
治
十
六
年
）

（
他
）
『
山
形
県
布
達
明
治
十
六
年
」
改
正
「
産
婆
営
業
假
規
則
」
（
明
治
十
六
年
二
月
二
十
三
日
乙
第
十
二
号
）

（
脇
）
『
山
形
県
布
達
明
治
十
三
年
』
「
山
形
縣
済
生
館
産
婆
教
場
規
則
」
・
「
山
形
縣
済
生
館
生
徒
規
則
」
・
「
山
形
県
濟
生
館
産
婆
教
授
掛
職
制
」
（
明
治

十
三
年
九
月
六
日
乙
第
百
六
十
五
号
）

（
“
）
『
時
を
紡
ぐ
や
ま
が
た
の
女
性
た
ち
Ｉ
山
形
県
の
女
性
の
歩
み
』
山
形
県
・
山
形
県
の
女
性
の
歩
み
編
纂
委
員
会
編
、
四
六
六
頁
、
み
ち
の
く

書
房
、
山
形
、
一
九
九
五
（
平
成
七
年
）

（
開
）
高
橋
み
や
子
「
朱
氏
産
婆
論
の
翻
訳
と
府
県
へ
の
寄
贈
」
『
千
葉
大
学
看
護
学
部
紀
要
」
一
二
号
、
三
九
～
五
一
頁
、
一
九
九
○
（
平
成
二
年
）

（
髄
）
高
橋
み
や
子
「
宮
城
県
の
明
治
初
期
に
お
け
る
助
産
婦
教
育
制
度
確
立
の
過
程
Ｉ
第
一
報
明
治
初
期
に
お
け
る
山
崎
富
子
の
業
績
」
「
東
海
大

学
短
期
大
学
紀
要
第
十
三
号
」
二
十
八
～
二
十
九
頁
、
一
九
七
九
（
昭
和
五
四
年
）

注
山
崎
富
子
の
東
京
府
病
院
産
婆
教
授
所
の
卒
業
証
書
（
日
野
家
所
蔵
）
（
写
真
掲
載
）
、
東
京
府
病
院
明
治
十
四
年
六
月
「
産
婆
學
卒
業
候
事
」
の

授
業
科
目
に
豫
備
論
、
平
常
妊
娠
論
、
順
産
論
等
の
科
目
が
記
載
。

（
師
）
高
橋
み
や
子
「
東
京
府
病
院
産
婆
教
授
所
の
設
立
と
そ
の
特
質
（
第
四
報
）
ｌ
新
規
開
業
者
の
試
験
と
免
状
下
付
」
「
第
二
○
回
日
本
看
護
学
会

看
護
総
合
分
科
会
』
一
五
○
～
一
五
三
頁
、
一
九
八
九
（
平
成
元
年
）

布
達
明
治
十
三
年
』
新
「
産
婆
螢
業
假
規
則
」
（
明
治
十
三
年
八
月
二
十
三
日
乙
百
五
十
二
號
）

（
別
）
新
「
産
婆
螢
業
假
規
則
」
『
山
形
県
布
達
明
治
十
三
年
」
（
明
治
十
三
年
八
月
二
十
三
日
乙
百
五
十
二
號
）

（
弱
）
「
産
婆
試
験
願
の
事
」
『
山
形
新
聞
』
三
五
二
号
、
一
頁
、
一
八
八
○
（
明
治
一
三
年
九
月
二
日
）

（
弱
）
「
産
婆
営
業
假
規
則
第
一
條
～
三
條
」
「
山
形
新
聞
』
三
四
八
号
、
一
頁
、
一
八
八
○
（
明
治
一
三
年
八
月
二
八
日
）

（
師
）
「
産
婆
営
業
假
規
則
第
四
條
～
七
條
」
「
山
形
新
聞
』
三
四
九
号
、
一
頁
、
一
八
八
○
（
明
治
一
三
年
八
月
二
九
日
）

（
粥
）
「
産
婆
営
業
假
規
則
第
八
條
～
一
二
條
」
「
山
形
新
聞
』
三
五
○
号
、
一
頁
、
一
八
八
○
（
明
治
一
三
年
八
月
三
○
日
）

（
弱
）
山
形
縣
「
明
治
十
三
年
山
形
縣
統
計
表
」
六
八
～
六
九
頁
、
一
八
八
一
（
明
治
十
四
年
）

（
帥
）
内
務
省
衛
生
局
『
衛
生
局
第
七
次
年
報
自
明
治
十
四
年
七
月
至
明
治
十
五
年
六
月
」
一
六
～
一
九
、
四
九
～
五
二
、
二
四
九
～
二
五
二
頁
、
一
八

八
二
（
明
治
十
五
年
）
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（
唾
高
橋
み
や
子
「
東
京
府
病
院
産
婆
教
授
所
の
設
立
と
そ
の
特
質
（
第
五
報
）
ｌ
長
谷
川
泰
の
「
上
申
」
に
み
る
本
免
状
産
婆
教
育
の
構
想
と
布

達
の
際
の
修
正
」
「
第
一
二
回
日
本
看
護
学
会
看
護
総
合
分
科
会
」
六
九
～
七
二
頁
、
一
九
九
○
（
平
成
二
年
）

両
）
高
橋
み
や
子
「
東
京
府
病
院
産
婆
教
授
所
の
本
免
状
産
婆
教
育
に
関
す
る
研
究
Ｉ
明
治
九
年
～
二
年
、
新
聞
の
産
婆
志
願
者
募
集
広
告
お
よ

び
長
谷
川
泰
と
東
京
府
間
の
往
復
文
書
よ
り
」
「
看
護
教
育
学
研
究
」
二
巻
一
号
、
一
～
二
頁
、
一
九
九
三
（
平
成
五
年
）

（
Ｕ
高
橋
み
や
子
「
宮
城
県
の
明
治
初
期
に
お
け
る
助
産
婦
教
育
制
度
確
立
の
過
程
Ｉ
第
一
報
明
治
初
期
に
お
け
る
山
崎
富
子
の
業
績
」
『
東
海
大

学
短
期
大
学
紀
要
第
十
三
号
」
三
十
～
三
十
二
頁
、
一
九
七
九
（
昭
和
五
四
年
）

注
私
立
産
婆
講
習
所
設
立
と
教
育
活
動
に
み
る
教
育
課
程
と
教
育
方
法
は
、
朱
氏
産
婆
論
及
び
東
京
府
病
院
産
婆
教
授
所
と
同
じ
で
あ
る
。

（
、
）
「
産
婆
術
傳
習
假
規
則
」
「
山
形
県
布
達
明
治
十
四
年
」
（
明
治
十
四
年
八
月
八
日
乙
百
十
六
号
）

（
池
）
「
前
掲
書
（
“
）
」
に
同
じ
。
四
六
九
頁

（
ひ
柏
倉
照
代
「
助
産
婦
三
代
記
」
貢
社
）
日
本
助
産
婦
会
山
形
県
支
部
編
、
郷
土
乃
助
産
婦
」
、
（
社
）
日
本
助
産
婦
会
山
形
県
支
部
発
行
、
九
九
～
一

○
○
頁
、
一
九
七
六
（
昭
和
五
一
年
）

（
別
）
『
前
掲
害
（
“
）
」
に
同
じ
。
四
七
一
頁

汚
）
内
務
省
衛
生
局
『
衛
生
局
第
八
次
年
報
自
十
五
年
七
月
至
明
治
十
六
年
六
月
』
三
八
～
四
五
、
四
八
～
四
九
、
一
七
○
～
一
七
三
、
一
七
七
～
一

八
○
、
五
一
三
～
五
一
四
頁
、
一
八
八
三
（
明
治
十
六
年
）

元
）
内
務
省
衛
生
局
『
衛
生
局
第
九
次
年
報
自
十
六
年
七
月
至
明
治
十
七
年
六
月
」
五
五
、
六
○
、
六
五
～
六
七
、
九
三
、
九
五
～
九
八
、
三
九
五
～
三

九
七
頁
、
一
八
八
四
（
明
治
十
七
年
）

（
刀
）
『
山
形
県
布
達
明
治
十
六
年
」
「
産
婆
取
締
規
則
」
（
明
治
十
六
年
七
月
五
日
乙
第
四
十
一
号
）

（
沼
）
『
山
形
県
布
達
明
治
十
八
年
』
「
産
婆
術
傳
習
規
則
」
（
明
治
十
八
年
五
月
二
十
五
日
乙
四
十
三
号
）

（
刃
）
『
前
掲
害
（
“
）
』
に
同
じ
。
四
七
三
頁

注
明
治
二
十
年
一
月
五
日
に
濟
生
館
産
婆
伝
習
所
卒
業
生
三
名
、
松
崎
ョ
ウ
等
が
同
校
の
教
師
に
な
っ
て
い
る

（
帥
）
「
斎
藤
う
た
氏
の
産
婆
術
伝
習
」
『
出
羽
新
聞
」
一
三
九
九
号
、
三
頁
、
一
八
八
七
（
明
治
二
十
年
十
月
二
十
日
）

訂
）
「
済
生
館
産
婆
教
師
斎
藤
う
た
氏
の
産
婆
術
伝
習
」
『
出
羽
新
聞
」
一
一
三
○
一
号
、
二
頁
、
一
八
八
七
（
明
治
二
十
年
十
月
二
十
二
日
）



高橋みや子：山形県における近代産婆制度成立過程に関する研究 752

へへへへ

85848382
…ー…ー

（
髄
）

へへへ

908988
営 一

（
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（
蛇
）

（
例
）

へ
Ⅲ
一

戸
『
１
１
、

〆へへ

u注塑
（
兜
）

（
血
）

『
前
掲
害
（
倒
匡
に
同
じ
。
四
七
三
頁

「
済
生
館
産
婆
教
師
斎
藤
歌
子
氏
の
産
婆
術
伝
習
」
『
出
羽
新
聞
」
二
三
○
四
号
、
二
頁
、
一
八
八
七
（
明
治
二
十
年
十
月
二
十
六
日
）

「
済
生
館
産
婆
教
師
斎
藤
歌
子
氏
の
産
婆
術
伝
習
」
『
出
羽
新
聞
』
二
三
○
六
号
、
二
頁
、
一
八
八
七
（
明
治
二
十
年
十
月
二
十
九
日
）

「
前
掲
書
（
“
）
」
に
同
じ
。
四
七
三
頁

「
済
生
館
産
婆
卒
業
生
松
崎
ヨ
ウ
氏
の
産
婆
術
伝
習
」
「
出
羽
新
聞
」
二
三
○
八
号
、
二
頁
、
一
八
八
七
（
明
治
二
十
年
十
月
三
十
日
）

山
形
縣
『
明
治
十
八
年
山
形
縣
統
計
害
全
」
二
五
、
三
二
～
三
三
、
一
八
三
～
一
八
四
頁
、
一
八
八
七
（
明
治
二
十
年
）

山
形
縣
『
明
治
十
九
年
山
形
縣
統
計
害
全
」
二
八
、
一
六
九
～
一
七
○
頁
、
一
八
八
八
（
明
治
二
十
一
年
）

内
務
省
衛
生
局
「
衛
生
局
年
報
自
十
七
年
七
月
至
明
治
廿
年
六
月
」
八
四
頁
、
一
八
八
七
（
明
治
二
十
年
）

「
山
形
県
布
達
明
治
十
八
年
」
「
産
婆
営
業
規
則
」
（
明
治
十
八
年
五
月
十
五
日
乙
三
十
六
号
）

『
前
掲
書
（
“
）
」
に
同
じ
。
四
七
四
頁

山
形
縣
「
明
治
二
十
年
山
形
縣
統
計
害
全
』
二
七
～
二
八
、
三
三
～
三
四
、
一
九
一
～
一
九
二
頁
、
一
八
八
九
（
明
治
二
十
二
年
）

山
形
縣
「
明
治
二
十
一
年
山
形
縣
統
計
書
全
」
二
八
～
二
九
、
三
四
～
三
七
、
二
六
七
～
二
六
八
頁
、
一
八
九
○
（
明
治
二
十
三
年
）

「
明
治
二
十
二
年
山
形
縣
統
計
害
全
」
三
五
、
二
○
九
～
一
二
○
頁
、
一
八
九
一
（
明
治
二
十
四
年
）

内
務
省
衛
生
局
「
衛
生
局
年
報
自
二
十
一
年
至
明
治
二
十
二
年
」
六
五
、
七
一
～
七
四
頁
、
一
八
九
○
（
明
治
二
十
三
年
）

内
務
省
衛
生
局
『
衛
生
局
第
八
次
年
報
自
十
五
年
七
月
至
明
治
十
六
年
六
月
」
三
八
～
六
一
頁
、
一
八
八
三
（
明
治
十
六
年
）

「
山
形
県
布
達
明
治
二
十
二
年
」
「
産
婆
営
業
取
締
規
則
」
（
明
治
二
十
二
年
九
月
十
四
日
県
令
第
七
十
四
号
）

「
産
婆
営
業
取
締
規
則
制
定
」
「
山
形
縣
報
」
五
二
三
号
、
一
頁
、
一
八
八
九
（
明
治
二
十
二
年
九
月
十
四
日
）

『
前
掲
害
（
“
）
』
に
同
じ
。
四
八
二
頁

明
治
二
十
九
年
十
二
月
十
七
日
、
米
沢
で
産
婆
試
験
が
行
わ
れ
、
八
名
が
受
験
し
た
。

山
形
縣
『
明
治
二
十
三
年
山
形
縣
統
計
害
全
」
二
四
～
二
五
、
三
二
～
三
三
、
二
一
四
～
一
二
五
頁
、
一
八
九
二
（
明
治
二
十
五
年
）

山
形
縣
「
明
治
二
十
四
年
山
形
縣
統
計
耆
』
二
七
、
三
五
～
三
六
、
一
二
九
頁
、
一
八
九
三
（
明
治
二
十
六
年
）

山
形
縣
『
明
治
二
十
五
年
山
形
縣
統
計
害
全
」
二
六
～
二
七
、
三
五
～
三
六
、
一
二
三
～
一
二
四
頁
、
一
八
九
四
（
明
治
二
十
七
年
）
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、
Ｐ
ｎ
Ｕ
〆

一
Ⅱ
）

、
庁
Ｊ
１
〆

〈
Ⅱ
」

ヘ
咀
一

〆
司
’
八
蓮

、
ｎ
ｕ
Ｊ
〆

（
Ⅱ
）

、
〔
Ⅲ
Ｕ
〆

一
Ⅲ
）

、
１
１
旦
〆

（
Ⅲ
｝

へ
〃
一

〆
寸
Ｉ
且
ゞ

、
句
も
Ｕ
〆

（
Ⅲ
」

、
句
も
Ｕ
〆

（
Ⅱ
）

、
血
川
宝
〆

（
Ⅲ
）

（
肥
）

（
川
）

へ
〃
一

〆
も
Ｉ
上
ゞ

、
Ｏ
八
Ｕ
〆

（
Ⅲ
）

、
ｎ
ｕ
Ｊ
〆

（
Ⅲ
）

、
ｎ
Ⅱ
Ｕ
〆

（
Ⅱ
）

、
『
Ｉ
上
／

一
Ⅱ
）

、
ｑ
ノ
ム
〆

一
Ⅱ
）

へ
Ｂ
一

〆
勺
Ｉ
上
、

（
川
）

（
脳
）

生
Ⅱ

ー〆

内
務
省
衛
生
局
「
衛
生
局
年
報
三
十
一
年
』
四
、
四
二
、
五
九
～
六
二
、
七
一
～
八
四
、
一
九
六
～
一
九
八
頁
、
一
八
九
九
（
明
治
三
十
二
年
）

『
前
掲
害
（
川
）
」
に
同
じ
。
五
頁

『
前
掲
言
（
咽
）
」
に
同
じ
。
三
五
頁

『
前
掲
害
（
川
）
』
に
同
じ
。
四
二
～
四
三
頁

『
前
掲
害
（
川
）
」
に
同
じ
。
四
～
五
頁

「
前
掲
言
（
認
）
」
に
同
じ
。
六
三
頁

「
産
婆
規
則
」
「
山
形
縣
報
』
二
○
一
三
号
、
三
二
六
頁
、
明
治
三
十
二
年
七
月
二
六
日

看
護
行
政
研
究
会
「
看
護
六
法
平
成
十
二
年
版
」
八
五
六
頁
、
新
日
本
法
規
出
版
株
式
会
社
、
東
京
、
二
○
○
○
（
平
成
十
二
年
）

山
形
縣
『
明
治
二
十
六
年
山
形
縣
統
計
害
』
二
六
～
二
七
、
三
五
～
三
六
、
一
九
一
頁
、
一
八
九
五
（
明
治
二
十
八
年
）

山
形
縣
「
明
治
二
十
七
年
山
形
縣
統
計
書
」
二
六
～
二
七
、
三
五
～
三
六
、
一
九
九
頁
、
一
八
九
六
（
明
治
二
十
九
年
）

山
形
縣
『
明
治
二
十
八
年
山
形
縣
統
計
言
』
四
一
～
四
二
、
一
八
六
頁
、
一
八
九
八
（
明
治
三
十
一
年
）

山
形
縣
『
明
治
二
十
九
年
山
形
縣
統
計
害
」
四
一
～
四
二
、
一
九
六
○
頁
、
一
八
九
八
（
明
治
三
十
一
年
）

山
形
縣
『
明
治
三
十
年
山
形
縣
統
計
害
」
四
四
～
四
五
、
二
○
二
、
二
○
七
～
二
○
八
頁
、
一
八
九
九
（
明
治
三
十
二
年
）

山
形
縣
『
明
治
三
十
一
年
山
形
縣
統
計
耆
」
四
四
～
四
五
、
二
○
一
～
二
○
二
、
二
○
七
～
一
二
四
頁
、
一
九
○
○
（
明
治
三
十
三
年
）

内
務
省
衛
生
局
「
衛
生
局
年
報
自
廿
三
年
一
月
至
同
十
一
一
月
」
四
、
八
七
～
九
○
頁
、
一
八
九
一
（
明
治
二
十
四
年
）

内
務
省
衛
生
局
『
衛
生
局
年
報
自
二
十
四
年
一
月
至
同
十
二
月
」
八
七
頁
、
一
八
九
二
（
明
治
二
十
五
年
）

内
務
省
衛
生
局
「
衛
生
局
年
報
自
二
十
五
年
一
月
至
同
十
二
月
」
八
八
～
九
二
頁
、
一
八
九
三
（
明
治
二
十
六
年
）

内
務
省
衛
生
局
「
衛
生
局
年
報
自
二
十
六
年
至
二
十
七
年
」
一
八
～
一
三
、
四
七
～
五
六
、
一
六
一
～
一
六
四
頁
、
一
八
九
五
（
明
治
二
十
八
年
）

内
務
省
衛
生
局
『
衛
生
局
年
報
二
十
八
年
」
三
八
～
四
二
、
五
三
～
六
○
、
一
二
○
～
一
二
四
頁
、
一
八
九
六
（
明
治
二
十
九
年
）

内
務
省
衛
生
局
「
衛
生
局
年
報
二
十
九
年
」
四
四
～
六
○
、
六
四
～
六
七
、
一
四
二
～
一
四
三
頁
、
一
八
九
七
（
明
治
三
十
年
）

内
務
省
衛
生
局
『
衛
生
局
年
報
三
十
年
』
三
五
～
三
六
、
四
七
、
六
一
～
六
四
、
六
七
～
七
八
、
二
○
○
～
二
○
二
頁
、
一
八
九
八
（
明
治
三
十
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、
．
４
４
凸
〆

｛
Ⅲ
」

『
Ｆ
ｈ
Ｊ
〆

｛
Ⅲ
」

、
八
ｈ
Ｕ
ど

（
Ⅲ
）

、
旬
Ｊ
１
〆

（
Ⅲ
）

、
ｎ
Ｍ
ｎ
Ｕ
〆

（
Ⅲ
）

、
ｎ
ｕ
Ｊ
〆

一
ハ
ノ
白
一

〆
訂
１
人
鼬

（
Ⅲ
）

（
Ⅲ
）

（
脱
）

三
十
三
年
）

「
前
掲
書
（
泌
苣
に
同
じ
。
六
五
頁

山
形
縣
『
明
治
三
十
二
年
山
形
縣
統
計
耆
』
五
二
、
二
六
四
頁
、
一
九
○
一
（
明
治
三
十
四
年
）

山
形
縣
「
明
治
三
十
三
年
山
形
縣
統
計
言
」
四
三
～
四
四
、
五
二
、
二
六
二
、
二
六
八
頁
、
一
九
○
二
（
明
治
三
十
五
年
）

山
形
縣
「
明
治
三
十
四
年
山
形
縣
統
計
害
」
四
五
～
四
六
、
四
九
～
五
三
、
五
四
～
五
五
、
二
六
八
頁
、
一
九
○
三
（
明
治
一
二
十
六
年
）

山
形
縣
「
明
治
三
十
五
年
山
形
縣
統
計
言
」
五
四
～
五
五
二
六
六
頁
、
一
九
○
四
（
明
治
三
十
七
年
）

内
務
省
衛
生
局
「
衛
生
局
年
報
三
十
二
年
」
五
一
～
五
二
、
六
五
～
六
八
、
七
三
～
八
一
、
一
九
四
、
二
○
七
～
二
○
八
頁
、
一
九
○
○
（
明
治

内
務
省
衛
生
局
『
衛
生
局
年
報
三
十
三
年
」
六
三
、
八
○
～
九
三
、
八
五
～
九
三
、
一
二
○
～
一
二
五
頁
、
一
九
○
一
（
明
治
三
十
四
年
）

内
務
省
衛
生
局
「
衛
生
局
年
報
三
十
五
年
」
三
七
、
一
○
四
～
一
○
五
頁
、
一
九
○
三
（
明
治
三
十
六
年
）

看
護
行
政
研
究
会
『
看
護
六
法
平
成
十
二
年
版
』
八
五
六
頁
、
八
八
七
頁
、
新
日
本
法
規
出
版
株
式
会
社
、
東
京
、
二
○
○
○
（
平
成
十
一

小
、
二
○
○
○
（
平
成
十
二
年
）

（
山
形
大
学
医
学
部
看
護
学
科
）



AstudyoftheOrganizingProcessoftheModernMidwifery
SysteminYamagataPrefectureFocusingontheEnactment

of@GMidwiferyRegulation''inthe32thyearofMeiji

MiyakoTAKAHASHI

（
弓
寓
）
叩
守
鰕
抑

TheJapanesemodernmidwiferysystemwasprovidedatthestartbythe"Medicalregulation''
inthe7thyearofMeijiandwasorganizedtonationalunitybythelmperialOrdinance"Mid-
wiferyRegulation"inthe32thyearofMeiji(1899).Duringthesetwenty-6veyears,Hokkaido
andeachoftheprefecturesenactedtheirown$@MidwiferyRegulation''toconformwiththe
"MidwiferyRegulation,"andtheyorganizedtheoriginalmidwiferysvstem.

ThisstudyfocusesontheYamagataPrefecturemidwiferysystemintheTohokudistrict,and
considerstheorganizingprocessofthesystem.BecausetheYamagatadistrictcontinuedtheEdo
Periodcustomofinfanticide,theYamagataprefectualadministrationmaintainedstrictcontrol

ofthatcustom.Atthesametimeitrepeatedlyenactedandrevisedthe!$Mid-wiferyRegulation''
toadjustittotheconditionsoffarmandmountainvillages.Finally,itestablishedtheoriginal
"RegisteredMidwifeSystem''inthe22thyearofMeiji.Thatorganizingprocesswasclassfied
intofourstages.

ThepresentstudyshowsthatthesystemwasnotcontradictorytothelmperialOrdinance
"MidwiferyRegulation''enactedinthe32thyearofMeiji,whichwasamendedtotheunified
nationalmidwifesystem.
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